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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(1/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

地
震
を
要
因
と
す
る
重
大
事
故
等
に
お
け
る
対
応
手
順
（
共
通
）

現場環境確認 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
8人 

1 時間 30分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

現場環境確認 

（分離建屋） 

実施責任者等 

の要員 
8人 

1 時間 30分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

現場環境確認 

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
8人 

1 時間 30分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

現場環境確認 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

実施責任者等 

の要員 
8人 

1 時間 30分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

現場環境確認 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
8人 

1 時間 30分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

現場環境確認 

（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
6人 

1 時間 30分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
2人 

現場環境確認 

（制御建屋） 

実施責任者等 

の要員 
5人 

1 時間 5分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

現場環境確認 

（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋：居住性確保） 

実施責任者等 

の要員 
6人 

13 時間 15分

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
6人 

可搬型通話装置の設置 

（制御建屋） 

実施責任者等 

の要員 
5人 

1 時間 25分 

以内 
－ 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

補1.0－９－1
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(2/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
等

可溶性中性子吸収材の自動供給 

・緊急停止系の操作

（前処理建屋又は精製建屋）

実施責任者 １人 

１分以内 ※１

建屋対策班長 １人 

可溶性中性子吸収材の自動供給 

・可溶性中性子吸収材の供給開

始確認

（前処理建屋又は精製建屋） 

実施責任者 １人 

３分以内 ※１建屋対策班長 １人 

建屋対策班の 

班員 
２人 

可溶性中性子吸収材の自動供給 

・未臨界への移行の成否判断及

び未臨界の維持の確認

（前処理建屋又は精製建屋） 

実施責任者 １人 

45 分以内 ※１建屋対策班長 １人 

建屋対策班の 

班員 
２人 

臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気 

・一般圧縮空気系からの空気の

供給

（前処理建屋又は精製建屋） 

実施責任者 １人 

40 分以内 ※１建屋対策班長 １人 

建屋対策班の 

班員 
２人 

廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留 

・廃ガス処理設備による換気を

再開するための操作

（前処理建屋又は精製建屋） 

実施責任者 １人 

３分以内 ※１建屋対策班長 １人 

建屋対策班の 

班員 
４人 

廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留 

・廃ガス貯留設備の空気圧縮機

を停止するための操作

（前処理建屋又は精製建屋） 

実施責任者 １人 

５分以内 ※１建屋対策班長 １人 

建屋対策班の 

班員 
４人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(3/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水による冷却 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間 40分 

以内 
140 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

内部ループへの通水による冷却 

（分離建屋内部ループ１の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 

以内 
15 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

内部ループへの通水による冷却 

（分離建屋内部ループ２の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

40 時間 10分 

以内 
330 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

内部ループへの通水による冷却 

（分離建屋内部ループ３の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

45 時間 45分 

以内 
180 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
28 人 

内部ループへの通水による冷却 

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

８時間 50分 

以内 
11 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

内部ループへの通水による冷却 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 

以内 
19 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
18 人 

内部ループへの通水による冷却 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

20 時間 

以内 
23 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

貯槽等への注水 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

39 時間 

以内 
140 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
26 人 

貯槽等への注水 

（分離建屋内部ループ１の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

12 時間 

以内 
15 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
12 人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(3/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

貯槽等への注水 

（分離建屋内部ループ２,３の貯

槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

69 時間 40分 

以内 
180 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

貯槽等への注水 

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

9 時間 

以内 
11 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

貯槽等への注水 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 

以内 
19 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

貯槽等への注水 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

20 時間 20分 

以内 
23 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
22 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（前処理建屋内部ループ１の貯

槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

46 時間 20分 

以内 
※１

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（前処理建屋内部ループ２の貯

槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

45 時間 

以内 
※１

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
22 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（分離建屋内部ループ１の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

25 時間 55分 

以内 
※１

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（分離建屋内部ループ２の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

47 時間 40分 

以内 
※１

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

補1.0－９－4
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(3/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（分離建屋内部ループ３の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

65 時間 45分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（精製建屋内部ループ１の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

30 時間 40分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（精製建屋内部ループ２の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

37 時間 30分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

26 時間 20分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
22 人 

冷却コイル等への通水による冷

却 

（高レベル廃液ガラス固化建屋

内部ループ１～５の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

37 時間 55分  

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
28 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（前処理建屋のセルへの導出経

路の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

41 時間 10分 

以内 
140 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（前処理建屋の代替セル排気系

による対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

33 時間 10分 

以内 
140 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（分離建屋内部ループ１のセル

への導出経路の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

10 時間  

以内 
15 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

補1.0－９－5
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(3/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（分離建屋内部ループ２,３のセ

ルへの導出経路の構築の操作） 

セルへの導出経路の構築及

び代替セル排気系による対

応（分離建屋内部ループ１

のセルへの導出経路の構築

の操作）の要員で実施 

51 時間 

以内 
180 時間 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（分離建屋の代替セル排気系に

よる対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 10分 

以内 
15 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（精製建屋のセルへの導出経路

の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

８時間 30分 

以内 
11 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（精製建屋の代替セル排気系に

よる対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 40分 

以内 
11 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋のセルへの導出経路の構

築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

14 時間 10分 

以内 
19 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の代替セル排気系よる対

応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 

以内 
19 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（高レベル廃液ガラス固化建屋

のセルへの導出経路の構築の操

作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

19 時間 55分  

以内 
23 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
18 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（高レベル廃液ガラス固化建屋

の代替セル排気系による対応の

操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 

以内 
23 時間 

建屋外対応班 

の班員 
19 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

※１：貯槽等への注水により，高レベル廃液等の濃縮を防止している期間に，速やかに対処を行う。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(4/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

36 時間 35分 

以内 
76 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
26 人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（分離建屋，機器圧縮空気自動

供給ユニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

４時間 25分 ５時間 35分 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（分離建屋，圧縮空気自動供給

貯槽及び機器圧縮空気自動供給

ユニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 40分 

以内 
14 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（精製建屋，機器圧縮空気自動

供給ユニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

２時間 20分 ４時間 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（精製建屋，圧縮空気自動供給

貯槽及び機器圧縮空気自動供給

ユニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

７時間 15分 

以内 
13 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
22 人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 40分 ８時間５分 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，可搬型空気圧縮機から

の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 40分 

以内 
20 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
30 人 

水素爆発を未然に防止するため

の空気の供給 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

14 時間 15分 

以内 
24 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
36 人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

39 時間５分 

以内 
76 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
24 人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(4/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（分離建屋，圧縮空気手動供給

ユニットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

４時間５分 ７時間 35分 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（分離建屋，可搬型空気圧縮機

からの圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 10分 

以内 
14 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（精製建屋，圧縮空気手動供給

ユニットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

50 分 １時間 25分 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
４人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（精製建屋，可搬型空気圧縮機

からの圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 45分 

以内 
13 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
26 人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

55 分 ７時間 25分 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
６人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

18 時間 

以内 
20 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
30 人 

水素爆発の再発を防止するため

の空気の供給 

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

19 時間 45分 

以内 
24 時間 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
36 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（前処理建屋のセルへの導出経

路の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間以内 ※１ 
建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
10 人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(4/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（前処理建屋の代替セル排気系

による対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

33 時間 10分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（分離建屋のセルへの導出経路

の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間 10分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
６人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（分離建屋の代替セル排気系に

よる対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 10分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（精製建屋のセルへの導出経路

の構築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

２時間 50分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（精製建屋の代替セル排気系に

よる対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 40分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋のセルへの導出経路の構

築の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間 10分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の代替セル排気系による

対応の操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（高レベル廃液ガラス固化建屋

のセルへの導出経路の構築の操

作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 10分 

以内 
※１ 

建屋外対応班 

の班員 
－ 

建屋対策班 

の班員 
18 人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(4/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生

す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に

対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

セルへの導出経路の構築及び代

替セル排気系による対応 

（高レベル廃液ガラス固化建屋

の代替セル排気系による対応の

操作） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間以内 ※１ 建屋外対応班 

の班員 
13 人 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(5/14) 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

有
機
溶
媒
等
に
よ
る
火
災
又
は
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等 

プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給停止 

・重大事故時供給停止回路の緊

急停止系の作動による手動停

止操作 

実施責任者 １人 
１分 

以内 
※１ 

建屋対策班長 １人 

プルトニウム濃縮缶への供給液

の供給停止 

・供給液の供給停止後に実施す

る供給停止の成否判断 

実施責任者 １人 

20 分 

以内 
※１ 建屋対策班長 １人 

建屋対策班 

の班員 
２人 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停

止 

・一次蒸気停止弁の閉止操作 

実施責任者 １人 

25 分 

以内 
※１ 建屋対策班長 １人 

建屋対策班 

の班員 
２人 

プルトニウム濃縮缶の加熱の停

止 

・プルトニウム濃縮缶の加熱停

止後に実施する加熱停止の成

否判断 

実施責任者 １人 

25 分 

以内 
※１ 建屋対策班長 １人 

建屋対策班 

の班員 
２人 

廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留 

・精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）による換気を再

開するための操作 

実施責任者 １人 

３分 

以内 
※１ 建屋対策班長 １人 

建屋対策班 

の班員 
４人 

廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留 

・廃ガス貯留設備の空気圧縮機

を停止するための操作 

実施責任者 １人 

５分 

以内 
※１ 建屋対策班長 １人 

建屋対策班 

の班員 
４人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(６/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等 

燃料貯蔵プール等への注水 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

21 時間 30分 

以内 
35 時間 

建屋外対応班の 

班員 
19 人 

建屋対策班の 

班員 
18 人 

燃料貯蔵プール等への水のスプレ

イ 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

14 時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員 
15 人 

建屋対策班の 

班員 
16 人 

燃料貯蔵プール等の監視及び監視

設備の保護（燃料貯蔵プール等へ

の注水時） 

実施責任者等 

の要員 
18 人※２ 

30 時間 40分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員 
２人 

建屋対策班の 

班員 
28 人※２ 

燃料貯蔵プール等の監視及び監視

設備の保護（燃料貯蔵プール等へ

の水のスプレイ時） 

実施責任者等 

の要員 
18 人※２ 

13 時間 40分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の 

班員 
２人 

建屋対策班の 

班員 
28 人※２ 

※１：速やかな対応が求められるものを示す。 

※２：地震を要因として重大事故等に至った場合に行う「現場環境確認」の要員を含む。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(7/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等 

放水設備による大気中への放射

性物質の放出抑制 

（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋） 

実施責任者等の

要員 
５人 

４時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
26 人 

放水設備による大気中への放射

性物質の放出抑制 

（精製建屋） 

放水設備による大気中への

放射性物質の放出抑制 

（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋）と同じ要員及び要員

数にて対処を実施する。 

11 時間 

以内 
11 時間 

放水設備による大気中への放射

性物質の放出抑制 

（分離建屋） 

15 時間 

以内 
15 時間 

放水設備による大気中への放射

性物質の放出抑制 

（ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋） 

19 時間 

以内 
19 時間 

放水設備による大気中への放射

性物質の放出抑制（高レベル廃

液ガラス固化建屋） 

23 時間 

以内 
23 時間 

放水設備による大気中への放射

性物質の放出抑制 

（前処理建屋） 

26 時間 

以内 
140 時間 

燃料貯蔵プールへ等への大容量

の注水による工場等外への放射

線の放出抑制 

実施責任者等の

要員 
６人 

５時間 30分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
14 人 

建屋対策班の 

班員 
８人 

海洋，河川，湖沼等への放射性

物質の流出抑制（排水路（北東

排水路（北側）及び北東排水路

（南側））への可搬型汚濁水拡散

防止フェンスの敷設及び放射性

物質吸着材の設置） 

実施責任者等の

要員 
５人 

４時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
６人 

海洋，河川，湖沼等への放射性

物質の流出抑制（排水路（北排

水路，東排水路及び南東排水

路）への可搬型汚濁水拡散防止

フェンスの敷設及び放射性物質

吸着材の設置） 

実施責任者等の

要員 
５人 

10 時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
６人 

海洋，河川，湖沼等への放射性

物質の流出抑制（尾駮沼出口及

び尾駮沼への可搬型汚濁水拡散

防止フェンスの敷設） 

実施責任者等の

要員 
５人 

58 時間 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
24 人 

再処理施設の各建物周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃料

火災，化学火災の対応 

実施責任者等の

要員 
５人 

２時間 30分 

以内 
※１ 

建屋外対応班の

班員 
16 人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(8/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

水源の確保 

実施責任者等の

要員 
５人 

１時間 30分 

以内 
※１

建屋外対応班の

班員 
４人 

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の

要員 
５人 

３時間 

以内 
※１

建屋外対応班の

班員 
10 人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給 

実施責任者等の

要員 
５人 

１系統目 

７時間 

以内 

※１

２系統目 

13 時間 

以内 

※１

建屋外対応班の

班員 
26 人 ３系統目 

19 時間 

以内 

※１

第２貯水槽から敷地外水源へ第

１貯水槽への水の補給源の切り

替え 

実施責任者等の

要員 
５人 

７時間 

以内 
※１

建屋外対応班の

班員 
26 人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等 

前処理建屋における可搬型発電

機による給電 

実施責任者等の

要員 
８人 

６時間 50分

以内 
76 時間 

建屋対策班の 

班員 
６人 

分離建屋における可搬型発電機

による給電 

実施責任者等の 

要員 
８人 

４時間 50分

以内 
15 時間 

建屋対策班の 

班員 
10 人 

精製建屋における可搬型発電機

による給電 

実施責任者等の 

要員 
８人 

４時間 50分

以内 
11 時間 

建屋対策班の 

班員 
４人 

制御建屋における可搬型発電機

による給電 

実施責任者等の

要員 
８人 

４時間５分以

内 
26 時間 

建屋対策班の 

班員 
４人 

ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋における可搬型発電機によ

る給電 

実施責任者等の 

要員 
８人 

４時間 50分

以内 
19 時間 

建屋対策班の 

班員 
６人 

高レベル廃液ガラス固化建屋に

おける可搬型発電機による給電 

実施責任者等の 

要員 
８人 

６時間 50分

以内 
23 時間 

建屋対策班の 

班員 
８人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設における可搬型発電機に

よる給電 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 10分

以内 
35 時間 

建屋対策班の 

班員 
26 人 

設計基準対象の施設と一部兼用

する重大事故等対処設備からの

給電 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重大事故等の対処

は，中央制御室の監視制御盤にて速やかに確認する。 

軽油貯槽から軽油用タンクロー

リへの燃料の補給 

実施責任者等の 

要員 
８人 

１時間 15分

以内 

１時間 15分

以内 建屋外対応班の 

班員 
３人 

軽油用タンクローリから可搬型

発電機の近傍のドラム缶への燃

料の補給 

実施責任者等の 

要員 
８人 

９時間 55分

以内 

２回目以降 

９時間 15分

以内 

２回目以降 

22 時間 10分

※１ 建屋外対応班の 

班員 

２人 

２回目以

降１人 

軽油用タンクローリから可搬型

空気圧縮機の近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

実施責任者等の

要員 
８人 ７時間以内 

２回目以降 

９時間 15分

以内 

２回目以降 

12 時間５分

※１ 建屋外対応班の

班員 
１人 

軽油用タンクローリから可搬型

中型移送ポンプの近傍のドラム

缶への燃料の補給 

実施責任者等の

要員 
８人 

５時間 35分

以内 

２回目以降 

12 時間 25分

以内 

２回目以降 

32 時間 30分

※１ 建屋外対応班の

班員 
１人 

軽油用タンクローリから大型移

送ポンプ車の近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

実施責任者等の

要員 
８人 

15 時間 55分

以内 

２回目以降 

12 時間 25分

以内 

２回目以降 

12 時間 50分

※１ 建屋外対応班の

班員 
２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(9/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

電
源
の
確
保
に
関
す
る
手
順
等

軽油貯槽から可搬型中型移送ポ

ンプの近傍のドラム缶への燃料

の補給 

実施責任者等の 

要員 
８人 

２時間 20分

以内 

４時間 35分 

※１建屋外対応班の 

班員 
１人 

ドラム缶から可搬型発電機への

燃料の補給 

実施責任者等の 

要員 
14 人 

１時間 30分

以内 
10 時間 30分 

建屋対策班の 

班員 
22 人 

ドラム缶から可搬型空気圧縮機

への燃料の補給 

実施責任者等の 

要員 
15 人 

１時間 30分

以内 
８時間 40分 

建屋対策班の 

班員 
26 人 

ドラム缶から可搬型中型移送ポ

ンプへの燃料の補給 

実施責任者等の

要員 
８人 

２時間 50分

以内 
２時間 50分 

建屋外対応班の

班員 
５人 

ドラム缶から大型移送ポンプ車

への燃料の補給 

実施責任者等の 

要員 
８人 

１時間以内 ２時間 50分 
建屋外対応班の 

班員 
４人 

※１：ドラム缶の燃料が枯渇する時間，初回は満タンであるため制限時間無し。
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発生時に計器故障した場合の手順 

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間 10 分 

以内 
35 時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

39 時間 

以内 
406 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（前処理建屋内部

ループ１の貯槽等）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

44 時間 30 分 

以内 
44 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（前処理建屋内部

ループ２の貯槽等）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

43 時間 

以内 
43 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋のセルへの

導出経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

40 時間 20 分 

以内 
40 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋の代替セル

排気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 20 分 

以内 
32 時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

12 時間 25 分 

以内 
12 時間 25 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

38 時間 40 分 

以内 
39 時間 35 分 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（分離建屋内部ルー

プ３の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

44 時間 20 分 

以内 
45 時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
24 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋内部ループ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

12 時間 

以内 
12 時間 25 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋内部ループ２,３の貯槽

等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

69 時間 20 分 

以内 
69 時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

24 時間 50 分 

以内 
24 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

45 時間 50 分 

以内 
45 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（分離建屋内部ル

ープ３の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

55 時間 40 分 

以内 
55 時間 40 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋内部ループ１

のセルへの導出経路の構築の

操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
12 時間 25 分 建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋内部ループ２,

３のセルへの導出経路の構築

の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

49 時間 10 分 

以内 
49 時間 20 分 建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋の代替セル排

気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

４時間５分 

以内 
５時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 

以内 
９時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（精製建屋内部ル

ープ１の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

25 時間 20 分 

以内 
25 時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（精製建屋内部ル

ープ２の貯槽等） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

31 時間 

以内 
31 時間 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋のセルへの導

出経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋の代替セル排

気系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

５時間 15 分 

以内 
５時間 40 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

16 時間 50 分 

以内 
16 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 

以内 
17 時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

24 時間 30 分 

以内 
24 時間 40 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋のセルへの導出

経路の構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 50 分 

以内 
15 時間 20 分 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の代替セル排気

系による対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 40 分 

以内 
14 時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

内部ループへの通水による冷

却において使用する計器の設

置・計測（高レベル廃液ガラ

ス固化建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 

以内 
19 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

貯槽等への注水において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

14 時間 15 分 

以内 
71 時間 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

冷却コイル等への通水による

冷却において使用する計器の

設置・計測（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

27 時間 45 分 

以内 
27 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
20 人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋のセルへの導出経路の

構築の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

19 時間 15 分 

以内 
19 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

建屋外対応班 

の班員 
８人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋の代替セル排気系によ

る対応の操作）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
12 時間 

建屋対策班 

の班員 
10 人 

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る

た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（前処

理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

38 時間 10 分 

以内 
39 時間５分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（前処理建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

35 時間５分 

以内 
36 時間 35 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，圧縮空気自動供給貯槽

及び機器圧縮空気自動供給ユ

ニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（分離

建屋，可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

11 時間 45 分 

以内 
11 時間 45 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（分離建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

４時間５分 

以内 
６時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，機器圧縮空気自動供給

ユニットへの切替え）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋対策班 

の班員 
８人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，圧縮空気自動供給貯槽

及び機器圧縮空気自動供給ユ

ニットからの圧縮空気の供給

がない貯槽等の場合）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

６時間 45 分 

以内 
７時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，圧縮空気手動供給ユニ

ットからの供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

１時間 50 分 

以内 
１時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（精製

建屋，可搬型空気圧縮機から

の圧縮空気の供給開始） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

９時間 30 分 

以内 
９時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（精製建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

５時間 15 分 

以内 
７時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，機器圧縮空気自動供給ユ

ニットへの切替え）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

３時間 

以内 
３時間 

建屋対策班 

の班員 
14 人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
す
る
水
素
に
よ
る
爆
発
に
対
処
す
る
た
め
の
手
順
等

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，可搬型空気圧縮機からの

供給開始）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，圧縮空気手動供給ユニッ

トからの供給開始）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

１時間 10 分 

以内 
１時間 10 分 

建屋対策班 

の班員 
６人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建

屋，可搬型空気圧縮機からの

圧縮空気の供給開始）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

17 時間 40 分 

以内 
18 時間 

建屋対策班 

の班員 
４人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

15 時間 20 分 

以内 
15 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
14 人 

水素爆発を未然に防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

13 時間 55 分 

以内 
14 時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
18 人 

水素爆発の再発を防止するた

めの空気の供給において使用

する計器の設置・計測（高レ

ベル廃液ガラス固化建屋） 

実施責任者等 

の要員 
28 人 

18 時間 40 分 

以内 
19 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

セルへの導出経路の構築及び

代替セル排気系による対応に

おいて使用する計器の設置・

計測（高レベル廃液ガラス固

化建屋）

実施責任者等 

の要員 
28 人 

２時間 45 分 

以内 
14 時間 50 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
手
順
等

燃料貯蔵プール等への注水に

おいて使用する計器の設置・

計測 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

21 時間 30 分 

以内 
21 時間 30 分 

建屋対策班 

の班員 
８人 

燃料貯蔵プール等への水のス

プレイにおいて使用する計器

の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

８時間 55 分 

以内 
14 時間 

建屋対策班 

の班員 
16 人 

燃料貯蔵プール等の監視及び

監視設備の保護において使用

する計器の設置・計測（燃料

貯蔵プール等への注水時） 

実施責任者等 

の要員 
18 人 

30 時間 40 分 

以内 
※１建屋対策班 

の班員 
28 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

燃料貯蔵プール等の監視及び

監視設備の保護において使用

する計器の設置・計測（燃料

貯蔵プール等への水のスプレ

イ時）

実施責任者等 

の要員 
18 人 

13 時間 40 分 

以内 
※１

建屋対策班 

の班員 
28 人 

建屋外対応班 

の班員 
２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
等
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
手
順
等

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

２時間 30 分 

以内 
３時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

４時間 30 分 

以内 
10 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（分離建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

６時間 30 分 

以内 
14 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋）

実施責任者等 

の要員 
５人 

15 時間 30 分 

以内 
18 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（高レベル廃液ガラス固化建

屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

17 時間 

以内 
22 時間 

建屋外対応班

の班員 
４人 

放水設備による大気中への放

射性物質の放出抑制において

使用する計器の設置・計測

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
５人 

20 時間 20 分 

以内 
139 時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
４人 

燃料貯蔵プール等への大容量

の注水による工場等外への放

射線の放出抑制において使用

する計器の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
６人 

３時間 40 分 

以内 
５時間 30 分 

建屋外対応班

の班員 
12 人 

再処理施設の各建物周辺にお

ける大型航空機衝突による大

型航空機燃料火災及び化学火

災の対応において使用する計

器の設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

２時間 

以内 
２時間 20 分 

建屋外対応班

の班員 
６人 

重
大
事
故
等
へ
の
対
処
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
手
順
等

水源の確保 

実施責任者等 

の要員 
５人 

９時間 

以内 
９時間 

建屋外対応班 

の班員 
６人 

第２貯水槽を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

１時間 

以内 
３時間 

建屋外対応班 

の班員 
10 人 

敷地外水源を水の補給源とし

た，第１貯水槽への水の補給

において使用する計器の設

置・計測 

実施責任者等 

の要員 
５人 

３時間 

以内 
７時間 

建屋外対応班 

の班員 
４人 

第２貯水槽から敷地外水源へ

第１貯水槽への水の補給源の

切り替え 

実施責任者等 

の要員 
５人 

３時間 

以内 
７時間 

建屋外対応班 

の班員 
４人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の発生時に計器故障した場合の手順 

臨
界
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
等

可溶性中性子吸収材の自動供

給において使用する計器の設

置・計測 

（前処理建屋，未臨界への移

行の成否判断及び未臨界の維

持の確認） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

可溶性中性子吸収材の自動供

給において使用する計器の設

置・計測 

（精製建屋，未臨界への移行

の成否判断及び未臨界の維持

の確認） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

20 分 

以内 
20 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気において使

用する計器の設置・計測 

（前処理建屋） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

臨界事故により発生する放射

線分解水素の掃気において使

用する計器の設置・計測 

（精製建屋） 

実施責任者等 

の要員 
２人 

40 分 

以内 
40 分 

建屋対策班 

の班員 
２人 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処

するための手順等において使用する計

器の設置・計測 外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための手順等において

使用する計器の設置・計測 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処

するための手順等において使用する計

器の設置・計測 

常設計器のみを使用するため，可搬型計器を設置する手順

はない。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手

順等において使用する計器の設置・計

測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 

工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための手順等において使用する

計器の設置・計測 

重大事故等への対処に必要となる水の

供給手順等において使用する計器の設

置・計測 

外的事象による安全機能の喪失及び内

的事象のうち全交流動力電源の喪失を

要因として重大事故等が発生した場合

の手段において使用する計器の設置・

計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順と同様。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(10/14)

手順

等 
対応手段 

要員 

※３

要員数 

※３

想定時間 

※３

制限時間 

※３

事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録する手順において使用する計器の

設置・計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30 分 

以内 
22 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

1 時間 30 分 

以内 

(第１保管

庫・貯水所) 

1 時間 30 分 

建屋外対応班 

の班員 
２人 

９時間 

以内 

(第２保管

庫・貯水所) 

９時間 

建屋対策班 

の班員 
３人 

３時間 10 分 

以内 

(制御建屋) 

３時間 10 分 

６時間 50 分 

以内 

(前処理建

屋) 

６時間 50 分 

４時間 20 分 

以内 

(分離建屋) 

４時間 20 分 

３時間 45 分 

以内 

(精製建屋) 

３時間 45 分 

４時間 55 分 

以内 

(ウラン・プ

ルトニウム

混合脱硝建

屋) 

４時間 55 分 

６時間 15 分 

以内 

(高レベル廃

液ガラス固

化建屋) 

６時間 15 分 

建屋対策班 

の班員 
26 人 

22 時間 30 分 

以内 

(使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋) 

22 時間 30 分 

※２

建屋外対応班 

の班員 
１人 

再処理施設への故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムが発生した

場合に必要な情報を把握し記録するた

めの手順において使用する計器の設

置・計測 

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等の

発生時に計器故障した場合の手順，重大事故等時のパラメ

ータを監視及び記録する手順と同様。 

※１：速やかな対応が求められるものを示す。

※２：可搬型情報表示装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室に設置されるものであり，事故の事象進

展に影響がなく，制限時間はない。 

※３：重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型計器の運搬・設置に係る要員，要員数，想定時間（設置完

了までの時間）及び制限時間（計測開始時間）を示す。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26 時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22 時間 30分 

以内 
163 時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10分

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22 時間 30分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15 分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15 分 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※１

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(12/14)

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等

排気モニタリング設備による主

排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型排気モニタリング設備の設

置） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 20分 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型排気モニタリング設備に

よる主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定（可

搬型ガスモニタの測定値の伝

送） 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 30分 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による主排

気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

排気モニタリング設備による北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
35 時間 

可搬型排気モニタリング設備に

よる北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出

される放射性物質の濃度の代替

測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
23 時間 

以内 
35 時間 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

放出管理分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射

性物質の濃度の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 １時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放

射性物質の濃度の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

環境モニタリング設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
11 時間 

可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
11 時間 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質の

濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

１時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 

建屋対策班の班員 
８人 

現場管理者 

建屋対策班の班員 
10 人 

放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※１

放射線対応班の班員 ２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(12/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

監
視
測
定
等
に
関
す
る
手
順
等 

可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び線

量の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 ２時間 

以内 
※１ 

放射線対応班の班員 ２人 

環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

放射線管理班長 １人 
２時間 50分 

以内 
※１ 

放射線管理班の班員 ２人 

環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

放射線管理班長 １人 ２時間 

以内 
※１ 

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替測

定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 50分 

以内 
※１ 

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

放射線管理班長 

建屋外対応班長 
２人 

２時間 

以内 
※１ 

放射線管理班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

気象観測設備による気象観測項

目の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

速やかに対応

が可能 
※１ 

可搬型気象観測設備による気象

観測項目の代替測定 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
２時間 

以内 
※１ 

放射線対応班の班員 ２人 

建屋外対応班の班員 ３人 

可搬型風向風速計による風向及

び風速の測定 

実施責任者 

放射線対応班長 
２人 

30 分 

以内 
※１ 

放射線対応班の班員 ２人 

環境モニタリング用可搬型発電

機による環境モニタリング設備

への給電 

実施責任者 

放射線対応班長 

建屋外対応班長 

３人 
５時間 

以内 
※１ 

放射線対応班の班員 ６人 

建屋外対応班の班員 ３人 

モニタリングポストのバックグ

ラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※１ 

放射線管理班の班員 ２人 

可搬型環境モニタリング設備の

バックグラウンド低減対策 

放射線管理班長 １人 ５時間 

以内 
※１ 

放射線管理班の班員 ２人 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(13/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊急時対策建屋換気設備の起

動確認 

本部長 １人 
５分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定 

本部長 １人 
10 分 

以内 
24 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型屋内モニタリング設備）

の測定 

本部長 １人 
10 分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型環境モニタリング設備）

の測定 

実施責任者 １人 

１時間 

以内 
11 時間 

放射線対応班長 １人 

建屋外対応班長 １人 

放射線対応班の

班員 
２人 

建屋外対応班の

班員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の再循

環モード切り替え 

本部長 １人 
１時間 40分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧 

本部長 １人 
45 分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧から外気取入加圧モー

ドへの切り替え 

本部長 １人 
２時間 30分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋情報把握設備に

よるパラメータの監視 

本部長 １人 
５分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合は資料の差し替え

を行い，常に最新となるよう通常時から維持，管理する。 

放射線管理用資機材（個人線量計

及び防護具類）及び出入管理区画

用資機材の維持管理等 

７日間外部からの支援がなくとも非常時対策組織の要員が

使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線量計及

び防護具類）及び出入管理区画において使用する出入管理区画

用資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理し，重大

事故等時には，放射線管理用資機材，出入管理区画用資機材の

使用及び管理を適切に行い，十分な放射線管理を行う。 

出入管理区画の設置及び運用 

本部長 １人 
１時間 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の切り

替え 

本部長 １人 
１時間 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重

大事故等の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間，

活動するために必要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通

常時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等の支給を適切

に運用する。 

緊急時対策建屋用発電機による

給電 

本部長 １人 
５分 

以内 
※１ 非常時対策組織

の要員 
２人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

補1.0－９－30
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(14/14) 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。

※２：重大事故等対処の一連の作業のうち，可搬型の通信設備の運搬・設置に係る要員，要員数，想定時間

（設置完了までの時間）及び制限時間（可搬型の通信設備が使用可能となる時間）を示す。 

手順等 対応手段 
要員 

※２

要員数

※２

想定時間 

※２

制限時間 

※２

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等

所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備を用いる場合 

ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電

話，ファクシミリ，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理

用計算機，環境中継サーバ及び総合防災盤は，設計基準の範

囲内において使用している設備であり，特別な技量を要する

ことなく，容易に操作が可能である。 

所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（屋内（現

場）等における通信連絡） 

可搬型通話装置による通信連絡については，代替通話系統が

常設重大事故等対処設備として敷設されているため，作業に

要する時間は無く，可搬型通話装置を接続することにより通

信連絡が可能である。 

所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（屋外（現

場）における通信連絡） 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）は，配備後すぐに使用可能である。 

所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（屋内（制御

建屋）における通信連絡） 

実施責任者 １人 

１時間 30分 

以内 
１時間 30分 

要員管理班 

の班員 
３人 

情報管理班 

の班員 
３人 

建屋外対応班長 １人 

通信班長 １人 

建屋対策班 

の班員 
12 人 

所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（屋内（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋）にお

ける通信連絡） 

実施責任者 １人 

１時間 

以内 
※１

要員管理班 

の班員 
３人 

情報管理班 

の班員 
３人 

通信班長 １人 

建屋外対応班長 １人 

放射線対応班 

の班員 
３人 

所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（屋内（緊急

時対策建屋）における通信連

絡） 

本部長 １人 

１時間 20分 

以内 
１時間 30分 

支援組織要員 ８人 

所外通信連絡設備及び所外デー

タ伝送設備を用いる場合 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，

ファクシミリ及びデータ伝送設備は，設計基準の範囲内にお

いて使用している設備であり，特別な技量を要することな

く，容易に操作が可能である。 

所外通信連絡設備及び所外デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（中央制御室

における通信連絡） 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能であ

る。 

所外通信連絡設備及び所外デー

タ伝送設備が損傷した場合及び

電源喪失した場合（緊急時対策

所における通信連絡） 

本部長 １人 
１時間 20分 

以内 
１時間 30分 

支援組織要員 ８人 

補1.0－９－31
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補 1.0-11-1 

 

有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.0 では，これらの要求事項に対し，防護対策（検知手段，

防護措置）に係る共通事項を反映することが求められることから，これら

の観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（1／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項ロ．再処理

施設の一般構造 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果 

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

 

 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

 

 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

 

（補足説明資料 1.0－４，補足説明資

料 1.0－５に有毒ガス防護に関連した

記載あり。付加情報については，後述

する個別項目にて記載する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。  

 重大事故等 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

本条文で担保すべき事項がないた

め，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（2／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

事故等に対処するために必要な手順

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 第５表及び第５－１表に記載

する技術的能力 1.0～1.14 の

手順を指し，詳細な防護措置の

手順については，各々で整理し

ている。 

 技術的能力 1.0は，初動対応と

して実施するアクセスルート

の確保に係る事項及び共通事

項に係る事項を整理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

屋外及び屋内で重大事故等対処を

行う実施組織要員に対し，複数のアク

セスルートを確保した上で，作業環境

に応じた防護具の着用により，有毒ガ

スから防護するための手順及び体制

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

 「手順書の整備」の項目で記載する

ため，本箇所での反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
3
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（3／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（5／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、ハ．（２） 

(i) 重大事故等対策 

(a) 重大事故等対処設備に係る事項 

(ロ) アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した

場合において，可搬型重大事故等対処

設備を保管場所から設置場所へ運搬

し，又は他の設備の被害状況を把握す

るためのアクセスルートが確保でき

るように，以下の実効性のある運用管

理を実施する。 

 アクセスルートは，自然現象，再処

理施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為

によるもの，溢水，化学薬品の漏えい

及び火災を考慮しても，運搬，移動に

支障をきたすことがないよう，被害状

況に応じてルートを選定することが

できるように, 迂回路も含めた複数

のルートを確保する。 

 アクセスルートに対する自然現象

については，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む）に加え，敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収

集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害等の事象を考慮する。 

 

 その上で，これらの事象のうち，重

大事故等時における敷地及びその周

辺での発生の可能性，屋外のアクセス

ルートへの影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，

屋外のアクセスルートに影響を与え

るおそれがある事象としては,地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む），洪

５．１ 重大事故等対策 

５．１．１ 重大事故等対処設備に係

る事項 

（２） アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した

場合において，可搬型重大事故等対

処設備を保管場所から設置場所へ運

搬し，又は他の設備の被害状況を把

握するため，アクセスルートが確保

できるように，以下の実効性のある

運用管理を実施する。 

アクセスルートは，自然現象，再

処理施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人

為によるもの，溢水，化学薬品の漏

えい及び火災を考慮しても，運搬，

移動に支障をきたすことがないよ

う，被害状況に応じてルートを選定

することができるように, 迂回路も

含めた複数のルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象

については，地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む）に加え，敷地及

びその周辺での発生実績の有無に関

わらず，国内外の基準や文献等に基

づき収集した洪水，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害等の事象を考

慮する。 

その上で，これらの事象のうち，

重大事故等時における敷地及びその

周辺での発生の可能性，屋外のアク

セスルートへの影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，屋外のアクセスルートに影

響を与えるおそれがある事象として

は，地震，津波（敷地に遡上する津

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。  

 化学薬品の漏えい 

 森林火災 

 近隣工場等の火災 

 火山の影響 

 有毒ガス 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■防護対象者 

明示していないが，対策内容よりア

クセスルートを確認するために初動

対応を行う実施組織要員を対象とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

制御室，緊急時対策所，屋外及び屋

内で重大事故等対処を行う非常時対

策組織要員（実施組織要員，本部員・

支援組織要員）を有毒ガス防護対象者

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項あり） 

 担保すべき事項はないが屋内のア

クセスルートの通行について薬品

防護具等の適切な防護具の着用が

必要となる場合に有毒ガス対応が

考慮されていることを明確にする

ため，「化学物質の漏えいにより有

毒ガスが発生した場合」を反映す

る。 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

「手順書の整備」の項目で記載する

ため，本箇所での反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（6／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象

及び森林火災を選定する。 

 

アクセスルートに対する敷地又は

その周辺において想定する人為事象

については，国内外の文献等から抽出

し，さらに事業指定基準規則の解釈第

９条に示される飛来物（航空機落下），

有毒ガス，敷地内における化学物質の

漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等の事象を考慮する。 

  

 

 

 

その上で，これらの事象のうち，重大

事故等時における敷地及びその周辺

での発生の可能性，屋外のアクセスル

ートへの影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，屋

外のアクセスルートに影響を与える

おそれがある事象としては，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等

の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝

突及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムを選定する。 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管

場所については，設計基準事故に対処

するための設備の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を

図る。屋外の可搬型重大事故等対処設

備は複数箇所に分散して保管する。 

 

波を含む），洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象及び森林火災

を選定する。 

アクセスルートに対する敷地又は

その周辺において想定する再処理施

設の安全性を損なわせる原因となる

おそれのある事象であって人為によ

るもの（以下「人為事象」とい

う。）については,国内外の文献等か

ら抽出し，さらに事業指定基準規則

の解釈第９条に示される飛来物（航

空機落下），有毒ガス，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発，ダム

の崩壊，船舶の衝突及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ム等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，

重大事故等時における敷地及びその

周辺での発生の可能性，屋外のアク

セスルートへの影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，屋外のアクセスルートに影

響を与えるおそれがある事象として

は，航空機落下，有毒ガス，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災，爆発，ダ

ムの崩壊，船舶の衝突及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを選定する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管

場所については，設計基準事故に対

処するための設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散

を図る。屋外の可搬型重大事故等対

処設備は複数箇所に分散して保管す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室との連絡 

 

 

 

 アクセスルートの状況確認 

 明示していないがアクセスル

ートの状況確認において濃度

計を使用、有毒ガスの発生を認

知し，通信連絡により中央制御

室と実施組織要員との連絡が

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

有毒ガスの発生を認知するため，中

央制御室等との連絡手段（通信連絡設

備）を確保すること。 

 

 

有毒ガスの検知手段（濃度計） 

有毒ガス濃度計を使用して、作業環

境及びアクセスルートの状況を確認

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

「手順書の整備」の項目で記載する

ため，本箇所での反映事項はない。 

 

有毒ガスの検知手段（濃度計） 

・申請書本文・添付書類（反映事項な

し） 

実施組織要員がアクセスルートの

状況確認のため有毒ガス濃度計を

使用して対応することが読み取れ

る。また，有毒ガス濃度計は資機材

であり申請書の本文で担保すべき

事項ではないことから反映事項は

ない。 

 

・補足説明資料（反映事項なし） 

 既許可において有毒ガスの検知手

段（濃度計）を適切に反映しており，

補足説明するべき事項がないことか

ら，反映事項はない。なお，実施組織

要員が使用する主な有毒ガス濃度計

については補足説明資料1.0-2に記載

している。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（7／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

１） 屋外のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，事故

収束に迅速に対応するため，屋外の

可搬型重大事故等対処設備を保管場

所から設置場所まで運搬するための

アクセスルートの状況確認，取水箇

所の状況確認及びホース敷設ルート

の状況確認を行い，あわせて屋外設

備の被害状況の把握を行う。 

屋外のアクセスルートについては，

「四、Ａ．ロ．(５)  耐震構造」に

て考慮する地震の影響（周辺構造物等

の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面の

すべり），その他自然現象による影響

（風（台風）及び竜巻による飛来物，

積雪並びに火山の影響）及び人為事象

による影響（航空機落下，爆発）を想

定し，複数のアクセスルートの中から

状況を確認し，早期に復旧可能なアク

セスルートを確保するため，障害物を

除去可能なホイールローダ等の重機

を保有し，使用する。また，それらを

運転できる要員を確保する。 

 

屋外のアクセスルートは，地震によ

る屋外タンクからの溢水及び降水に

対しては，道路上への自然流下も考慮

した上で，通行への影響を受けない箇

所に確保する。 

敷地外水源の取水場所及び取水場

所への屋外のアクセスルートに遡上

するおそれのある津波に対しては，津

波警報の解除後に対応を開始する。な

お，津波警報の発令を確認時にこれら

の場所において対応中の場合に備え，

非常時対策組織の実施組織要員及び

可搬型重大事故等対処設備を一時的

に退避するための手順書を整備する。 

ａ．屋外のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，事故

収束に迅速に対応するため，屋外の

可搬型重大事故等対処設備を保管場

所から設置場所まで運搬するための

アクセスルートの状況確認，取水箇

所の状況確認及びホース敷設ルート

の状況確認を行い，あわせて屋外設

備の被害状況の把握を行う。 

屋外のアクセスルートについては，

「添付書類六 1.6.2 重大事故等対

処施設の耐震設計」にて考慮する地震

の影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜

面の崩壊及び道路面のすべり），その

他自然現象による影響（風（台風）及

び竜巻による飛来物，積雪並びに火山

の影響）及び人為事象による影響（航

空機落下，爆発）を想定し，複数のア

クセスルートの中から状況を確認し，

早期に復旧可能なアクセスルートを

確保するため，障害物を除去可能なホ

イールローダ等の重機を保有し，使用

する。また，それらを運転できる要員

を確保する。 

屋外のアクセスルートは，地震によ

る屋外タンクからの溢水及び降水に

対しては，道路上への自然流下も考慮

した上で，通行への影響を受けない箇

所に確保する。 

敷地外水源の取水場所及び取水場

所への屋外のアクセスルートに遡上

するおそれのある津波に対しては，津

波警報の解除後に対応を開始する。な

お，津波警報の発令を確認時にこれら

の場所において対応中の場合に備え，

非常時対策組織の実施組織要員及び

可搬型重大事故等対処設備を一時的

に退避するための手順書を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 薬品防護具等の防護具を着用 

 アクセスルートの移動時及び

作業時において，化学物質の漏

えいに対しては，必要に応じて

薬品防護具の配備を行うとと

もに，移動時及び作業時の状況

に応じて着用 

 迂回路を含めた複数のアクセス

ルートを確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

・屋外及び屋内で重大事故等対処を

行う実施組織要員に対し，複数のア

クセスルートを確保した上で，作業

環境に応じた防護具の着用により，

有毒ガスから防護するための手順

及び体制を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

「手順書の整備」の項目で記載する

ため，本箇所での反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（8／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

屋外のアクセスルートは，人為事象

のうち，飛来物（航空機落下），爆発，

近隣工場等の火災及び有毒ガスに対

して，迂回路も含めた複数のアクセス

ルートを確保する。なお，有毒ガスに

ついては複数のアクセスルートを確

保することに加え，薬品防護具等の防

護具を装備するため通行に影響はな

い。 

洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突に

ついては, 立地的要因により設計上

考慮する必要はない。 

落雷及び電磁的障害に対しては，道

路面が直接影響を受けることはない

ことからアクセスルートへの影響は

ない。 

生物学的事象に対しては，容易に排

除可能なため，アクセスルートへの影

響はない。 

屋外のアクセスルートの「四、Ａ．

ロ．(５)  耐震構造」にて考慮する

地震の影響による周辺構造物等の倒

壊による障害物については，ホイール

ローダ等の重機による撤去あるいは

複数のアクセスルートによる迂回を

行う。 

屋外のアクセスルートは，地震の影

響による周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達

することを想定した上で，ホイールロ

ーダ等による崩壊箇所の復旧又は迂

回路の確保を行う。また，不等沈下等

に伴う段差の発生が想定される箇所

においては，ホイールローダ等の重機

による段差箇所の復旧により，通行性

を確保する。 

屋外のアクセスルート上の風（台

風）及び竜巻による飛来物に対して

屋外のアクセスルートは，人為事象

のうち，飛来物（航空機落下），爆発，

近隣工場等の火災及び有毒ガスに対

して，迂回路も含めた複数のアクセス

ルートを確保する。なお，有毒ガスに

ついては複数のアクセスルートを確

保することに加え，薬品防護具等の適

切な防護具を装備するため通行に影

響はない。 

洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突に

ついては, 立地的要因により設計上

考慮する必要はない。 

落雷及び電磁的障害に対しては，道

路面が直接影響を受けることはない

ことからアクセスルートへの影響は

ない。 

生物学的事象に対しては，容易に排

除可能なため，アクセスルートへの影

響はない。 

屋外のアクセスルートの「添付書類

六 1.6.2 重大事故等対処施設の耐

震設計」にて考慮する地震の影響によ

る周辺構造物等の倒壊による障害物

については，ホイールローダ等の重機

による撤去あるいは複数のアクセス

ルートによる迂回を行う。 

屋外のアクセスルートは，地震の影

響による周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達

することを想定した上で，ホイールロ

ーダ等による崩壊箇所の復旧又は迂

回路を確保する。また，不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所に

おいては，ホイールローダ等の重機に

よる段差箇所の復旧により，通行性を

確保する。 

屋外のアクセスルート上の風（台

風）及び竜巻による飛来物に対して
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（9／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

は，ホイールローダ等の重機による撤

去を行い，積雪又は火山の影響（降灰）

に対しては，ホイールローダ等による

除雪又は除灰を行う。 

想定を上回る積雪又は火山の影響

（降灰）が発生した場合は，除雪又は

除灰の頻度を増加させることにより

対処する。 

また，凍結及び積雪に対しては，ア

クセスルートに融雪剤を配備すると

ともに，車両には凍結及び積雪に対処

したタイヤチェーンを装着し通行を

確保する。 

屋外のアクセスルートにおける森

林火災及び近隣工場等の火災発生時

は，消防車による初期消火活動を実

施する。 

屋外のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，放射線被ばくを

考慮し，放射線防護具の配備を行うと

ともに，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。 

また，地震による化学物質の漏え

いに対しては，必要に応じて薬品防

護具の配備を行うとともに，移動時

及び作業時の状況に応じて着用す

る。 

 屋外のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，中央制御室等と

の連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように,可搬型照

明を配備する。 

 

 

 

 

 

は，ホイールローダ等の重機による撤

去を行い，積雪又は火山の影響（降灰）

に対しては，ホイールローダ等による

除雪又は除灰を行う。 

想定を上回る積雪又は火山の影響

（降灰）が発生した場合は，除雪又は

除灰の頻度を増加させることにより

対処する。 

また，凍結及び積雪に対しては，ア

クセスルートに融雪剤を配備すると

ともに，車両には凍結及び積雪に対処

したタイヤチェーンを装着し通行を

確保する。 

屋外のアクセスルートにおける森

林火災及び近隣工場等の火災発生時

は，消防車による初期消火活動を実施

する。 

屋外のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，放射線被ばく 

を考慮し，放射線防護具の配備を行う

とともに，移動時及び作業時の状況に

応じて着用する。 

また，地震による化学物質の漏え

いに対しては，必要に応じて薬品防

護具の配備を行うとともに，移動時

及び作業時の状況に応じて着用す

る。 

 屋外のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。屋外のアクセスルート

図を第 5.1.1－１図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（10／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

２） 屋内のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，屋内

の可搬型重大事故等対処設備の操作

場所に移動するためのアクセスルー

トの状況確認を行い，あわせてその

他屋内設備の被害状況の把握を行

う。 

 屋内のアクセスルートは，自然現

象及び人為事象として選定する風

（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，爆発，敷地内おける化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災，有毒

ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図ら

れた建屋内に確保する。 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，重大事故

等対策時に必要となる現場操作を実

施する場所まで移動可能なルートを

選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．屋内のアクセスルート 

 重大事故等が発生した場合，屋内

の可搬型重大事故等対処設備を操作

場所に移動するためのアクセスルー

トの状況確認を行う。あわせて，そ

の他屋内設備の被害状況の把握を行

う。 

 屋内のアクセスルートは，自然現

象及び人為事象として選定する風

（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，爆発，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災，有

毒ガス及び電磁的障害に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に確保する。 

屋内のアクセスルートは，津波に対

して立地的要因によりアクセスルー

トへの影響はない。 

屋内のアクセスルートは，重大事

故等対策時に必要となる現場操作を

実施する場所まで移動可能なルート

を選定する。 

 屋内のアクセスルートは，地震の

影響，溢水，化学薬品の漏えい，火

災を考慮しても，運搬，移動に支障

をきたすことがないよう，迂回路も

含め可能な限り複数のアクセスルー

トを確保する。 

地震を要因とする機器からの溢水

及び化学薬品の漏えいに対しては，破

損を想定する機器について耐震対策

を実施することにより，その供用中に

大きな影響を及ぼすおそれがある地

震動（以下「基準地震動による地震力」

という。）に対する耐震性を確保する

とともに，地震時に通行が阻害されな

【補足説明資料 1.0－２ 支援に係る

要求事項】 

第２－７表 放射線防護資機材（中央

制御室） 

 

 

【補足説明資料 1.0－１ 可搬型重大

事故等対処設備保管場所及びアクセ

スルートについて】 

6.4 屋内作業への影響について 

(1) 作業環境 

屋内作業に当たっては，溢水状況，

放射線量，環境温度，薬品漏えい等，

現場の状況に応じて人身安全を最優

先に適切な放射線防護具や薬品防護

具を選定した上で，アクセスルートを

通行する。 

(2) アクセスルート通行時における

通信手段及び照明の確保 

現場要員から中央制御室への報告，

中央制御室から現場要員への指示は，

通常の連絡手段（運転指令設備送受話

器（ページング）及び電力保安通信用

電話設備）が使用できない場合でも，

重大事故等通信連絡設備の通信手段

にて実施することが可能であり，屋内
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（11／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，放射線被ばくを

考慮し，放射線防護具の配備を行うと

ともに，移動時及び作業時の状況に応

じて着用する。 

屋内のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，中央制御室等と

の連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

機器からの溢水や化学物質の漏え

いが発生した場合については，薬品防

護具等の適切な防護具を着用するこ

とにより，屋内のアクセスルートを通

行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いように，アクセスルート上の資機材

の固縛，転倒防止対策及び火災の発生

防止対策を実施する。 

設定したアクセスルートの通行が

阻害される場合に，統括当直長（実施

責任者）の判断の下，阻害要因の除去，

迂回又は障害物を乗り越えて通行す

ることでアクセス性を確保すること

を手順書に明記する。 

屋内のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，放射線被ばく 

を考慮し，放射線防護具の配備を行う

とともに，移動時及び作業時の 

状況に応じて着用する。 

屋内のアクセスルートの移動時及

び作業時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

機器からの溢水や化学物質の漏え

いが発生した場合については，薬品防

護具等の適切な防護具を着用するこ

とにより，屋内のアクセスルートを通

行する。 

また，地震を要因とする安全機能の

喪失が発生した場合においては，屋内

の可搬型重大事故等対処設備を操作

場所に移動するためのアクセスルー

トの状況確認を行い，あわせて，その

他の屋内設備の被害状況を把握する

ため, 現場環境確認を行う。現場環境

確認に用いるアクセスルート設定の

基本方針を第 5.1.1－２図に示す。 

 

 

 

 

作業への影響はない。 

電源喪失等により建屋内の通常照

明が使用できない場合，要員は中央制

御室等に配備している LED ヘッドラ

ンプ及び LED 充電式ライト等を使用

することで，操作場所へのアクセス，

操作が可能である。アクセスルート通

行時における照明及び通信連絡手段

について図 1－４に示す。 

6.5 作業の成立性 

6.1～6.4に示したとおり，アクセス

ルートは, 溢水, 化学薬品の漏えい

に対して, 耐震設計により, 信頼性

を確保するとともに地震による波及

的影響，火災，溢水，化学薬品の漏え

いに対する対処，作業環境に対する適

切な装備品の準備及び着用，通信手段

の確保を行うことで対処可能と評価

する。 

 

図 1-４ アクセスルート通行時にお

ける照明及び通信連絡手段について 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（12／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、ハ．（２）(i) 

(ｃ) 支援に係る事項 

(イ) 概要 

重大事故等に対して事故収束対応

を実施するため，再処理施設内であら

かじめ用意された手段（重大事故等対

処設備，予備品，燃料等）により，重

大事故等対策を実施し，重大事故等発

生後７日間は継続して事故収束対応

を維持できるようにする。 

プラントメーカ，協力会社，燃料供

給会社及び他の原子力事業者等関係

機関とは平常時から必要な連絡体制

を整備する等の協力関係を構築する

とともに，重大事故等発生に備え，あ

らかじめ協議及び合意の上，事故収束

手段及び復旧対策に関する技術支援

や要員派遣等の支援並びに燃料の供

給の覚書又は協定等を締結し，再処理

施設を支援する体制を整備する。 

重大事故等発生後に必要な支援及

び要員の運搬並びに資機材の輸送に

ついて支援を迅速に得られるように

支援計画を定める。 

 

 

 

 

 

また，重油及び軽油に関しては，迅

速な燃料の確保を可能とするととも

に，中長期的な燃料の確保にも対応で

きるように支援計画を定める。 

原子力災害時における原子力事業

者間協力協定に基づき，原子力事業者

からは，要員の派遣，資機材の貸与及

び環境放射線モニタリングの支援を

受けられるようにするほか，原子力緊

５．１．３ 支援に係る事項 

（１）概要 

 

重大事故等に対して事故収束対応を

実施するため，再処理施設内であらか

じめ用意された手段（重大事故等対処

設備，予備品，燃料等）により，重大

事故等対策を実施し，重大事故等発生

後７日間は継続して事故収束対応を

維持できるようにする。 

 プラントメーカ，協力会社，燃料供

給会社及び他の原子力事業者とは平

常時から必要な連絡体制を整備する

等の協力関係を構築するとともに，重

大事故等発生に備え，あらかじめ協議

及び合意の上，事故収束手段及び復旧

対策に関する技術支援や要員派遣等

の支援並びに燃料の供給の覚書又は

協定等を締結し，再処理施設を支援す

る体制を整備する。 

重大事故等発生後，社長を本部長と

する全社対策本部が発足し，協力体制

が整い次第，外部からの現場操作対応

等を実施する要員の派遣，事故収束に

向けた対策立案等の要員の派遣等，重

大事故等発生後に必要な支援及び要

員の運搬並びに資機材の輸送につい

て支援を迅速に得られるように支援

計画を定める。 

重油及び軽油に関しては，迅速な燃

料の確保を可能とするとともに，中長

期的な燃料の確保にも対応できるよ

うに支援計画を定める。 

原子力災害時における原子力事業

者間協力協定に基づき，他の原子力事

業者からは，要員の派遣，資機材の貸

与及び環境放射線モニタリングの支

援を受けられるようにするほか，原子

【補足説明資料 1.0－２ 支援に係る

要求事項】 

第２－３表 放射線管理用資機材（緊

急時対策建屋） 

 

 

【補足説明資料 1.0－２ 支援に係る

要求事項】 

第２－７表 放射線防護資機材（中央

制御室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。  

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 中央制御室及び緊急時対策所に

重大事故等対処を７日間行うた

めに必要な資機材を配備するこ

と 

 整理資料補足説明資料「1.0－2 

支援に係る要求事項補足説明」

において，制御室及び緊急時対

策所における防護具（酸素呼吸

器を含む）及び NOx濃度計の配

備数量について記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

・屋外及び屋内で重大事故等対処を

行う実施組織要員に対し，複数のア

クセスルートを確保した上で，作業

環境に応じた防護具の着用により，

有毒ガスから防護するための手順

及び体制を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

本条文で担保すべき事項がないた

め，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

・申請書本文・添付書類（反映事項な

し） 

「手順書の整備」の項目で記載する

ため，本箇所での反映事項はない。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

配備する防護具については，補足説

明資料 1.0-2に記載しているが，こ

れらは必要に応じ制御室にとどま

る実施組織要員及び緊急時対策所

にとどまる本部員・支援組織要員も

使用することから，その旨を補足説

明資料 1.0-2に追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（13／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

急事態支援組織からは，被ばく低減の

ために遠隔操作可能なロボット及び

無線重機等の資機材並びに資機材を

操作する要員及び再処理施設までの

資機材輸送の支援を受けられるよう

支援計画を定める。 

再処理施設内に配備する重大事故

等対処設備に不具合があった場合に

は，継続的な重大事故等対策を実施で

きるよう，再処理施設内であらかじめ

用意された手段（重大事故等対処設備

と同種の設備，予備品及び燃料等）に

ついて，重大事故等発生後６日間まで

に支援を受けられる体制を整備する。

さらに，再処理施設外であらかじめ用

意された手段（重大事故等対処設備と

同種の設備，予備品及び燃料等）によ

り，重大事故等発生後６日間までに支

援を受けられる体制を整備する。 

 また，原子力事業所災害対策支援拠

点から，再処理施設の支援に必要な資

機材として，食料，その他の消耗品及

び汚染防護服等及びその他の放射線

管理に使用する資機材等を継続的に

再処理施設へ供給できる体制を整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力緊急事態支援組織からは，被ばく低

減のために遠隔操作可能なロボット

及び無線重機等の資機材並びに資機

材を操作する要員及び再処理施設ま

での資機材輸送の支援を受けられる

よう支援計画を定める。 

再処理施設内に配備する重大事故

等対処設備に不具合があった場合に

は，継続的な重大事故等対策を実施で

きるよう，再処理施設内であらかじめ

用意された手段（重大事故等対処設備

と同種の設備，予備品及び燃料等）に

ついて, 重大事故等発生後６日間ま

でに支援を受けられる体制を整備す

る。さらに，再処理施設外であらかじ

め用意された手段（重大事故等対処設

備と同種の設備，予備品及び燃料等）

により，重大事故等発生後６日間まで

に支援を受けられる体制を整備する。 

また，原子力事業所災害対策支援拠

点（以下「支援拠点」という。）から，

再処理施設の支援に必要な資機材と

して，食料，その他の消耗品及び汚染

防護服等及びその他の放射線管理に

使用する資機材等（以下「放射線管理

用資機材」という。）を継続的に再処理

施設へ供給できる体制を整備する。 

(2) 事故収束対応を維持するために

必要な燃料，資機材 

a.  重大事故等発生後７日間の対応 

再処理施設では，重大事故等が発生

した場合において，重大事故等に対処

するためにあらかじめ用意された手

段（重大事故等対処設備，予備品及び

燃料等）により，重大事故等発生後７

日間における事故収束対応を実施す

る。重大事故等対処設備については，

第 5－１表に示す「1.1 臨界事故の拡
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（14／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大を防止するための手順等」から

「1.14 通信連絡に関する手順等」に

て示す。 

再処理施設内で保有する燃料につ

いては，重大事故等発生から７日間に

おいて，重大事故等の対応における各

設備の使用開始から連続運転した場

合に必要となる燃料を上回る量を確

保する。 

放射線管理用資機材，出入管理区画

用資機材，その他資機材及び原子力災

害対策活動で使用する資料について

は，重大事故等対策を実施する要員が

放射線環境に応じた作業を実施する

ことを考慮し，外部からの支援なし

に，重大事故等発生後７日間の活動に

必要となる数量を中央制御室及び緊

急時対策建屋に配備する。 

b.  重大事故等発生後７日間以降の

体制の整備 

重大事故等発生後７日間以降の事

故収束対応を維持するため，重大事故

等発生後６日間後までに，あらかじめ

選定している第一千歳平寮に支援拠

点を設置し，再処理施設の事故収束対

応を維持するための支援を受けられ

る体制を整備する。 

支援拠点には，再処理施設内に配備

している重大事故等対処設備に不具

合があった場合の代替手段として，重

大事故等対処設備と同種の設備（通信

連絡設備，放射線測定装置等），放射線

管理に使用する資機材，予備品，消耗

品等を保有する。 

これらの物品を重大事故等発生後

７日間以降の事故収束対応を維持す

るため，重大事故等発生後６日間後ま

でに，再処理施設へ供給できる体制を
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（15／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

八、ハ．（２）(i) 

(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び

体制の整備 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対

処できるように，手順書を整備し，教

育及び訓練を実施するとともに，必要

な体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備する。 

さらに，他の原子力事業者と，原子

力災害発生時における設備及び資機

材の融通に向けて，各社が保有する主

な設備及び資機材のデータベースを

整備する。 

５．１．４ 手順書の整備，訓練の実

施及び体制の整備 

 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対

処できるように，手順書を整備し，教

育及び訓練を実施するとともに，必要

な体制を整備する。 

(１)再処理施設の重大事故の特徴 

再処理施設で取り扱う使用済燃料

の崩壊熱は，原子炉から取り出した後

の冷却期間により低下している。再処

理施設は，基本的に常温，常圧で運転

していることから，重大事故に至るお

それのある安全機能の喪失から重大

事故発生までの事象進展が緩やか（設

備の温度上昇や圧力低下等のパラメ

ータの変動までに一定程度の時間を

要する）であり，時間余裕がある。し

たがって，重大事故に至るおそれのあ

る安全機能の喪失と判断した後，対策

の準備とその後の対策を確実に実施

することが可能である。また，放射性

物質を閉じ込めるための安全機能の

喪失に至った場合であっても，大気中

への放射性物質の放出に至るまでの

時間余裕がある。 

一方で，再処理施設は，同時に複数

の工程を運転するため，放射性物質も

多数の建屋及び機器に分散しており，

設備及び機器により内包する放射性

物質量が異なることから，重大事故に

至るまでの時間余裕もそれぞれ異な

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足説明資料 1.0－４，補足説明資

料 1.0－５に有毒ガス防護に関連した

記載があるが，左記と同様の内容であ

り，付加情報なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「手順書の整備，訓練の実施及び体制

の整備」については，後述する事項を

集約したものであるため，各々で整理

する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（16／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。また，放射性物質の形態が工程に

よって異なるため，大気中へ放射性物

質を放出する重大事故の形態も多様

である。 

重大事故には，その発生を警報によ

り検知する重大事故及び安全機能の

喪失により判断する重大事故がある。

発生を警報により検知する重大事故

については，制御建屋の中央制御室に

おける安全系監視制御盤，監視制御盤

等により事故の発生を瞬時に検知し，

事故発生を判断して直ちに重大事故

の対策を行う。制御建屋 1階平面図を

第 5.1.4－１図に示す。 

安全機能の喪失により，発生のおそ

れを検知する重大事故等については，

通常の運転状態の監視により異常を

検知し，復旧操作により，安全機能が

回復できない場合には，安全機能の喪

失と判断し，直ちに重大事故等の対策

準備を開始する。 

 a．発生を警報により検知する重大

事故 

 (a) 臨界事故 

 (b) ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応 

 ｂ．安全機能の喪失により判断する

重大事故等 

 (a) 冷却機能の喪失による蒸発乾

固 

 (b) 放射線分解により発生する水

素による爆発 

 (c) 燃料貯蔵プール等の冷却等の

機能喪失 

(2) 平常運転時の監視から対策開始

までの流れ 

平常運転時の監視から対策開始ま

での基本的な流れを第 5.1.4－２図，
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（17／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.1.4－３図に示す。自然災害につ

いては，前兆事象を確認した時点で手

順書に基づき対応を実施する。自然災

害における対策の開始までの流れを

第 5.1.4－４図，第 5.1.4－５図に示

す。 

a．平常運転時の監視 

平常運転時の監視は，制御室の安全

監視制御盤及び監視制御盤にて流量，

温度等のパラメータが適切な範囲内

であること，機器の起動状態及び受電

状態を定期的に確認し，記録する。 

また，機能喪失により事故に至る可

能性がある安全機能について，対処の

制限時間を常時把握する。 

ｂ．異常の検知 

(ａ) 異常の検知は，制御室での状態

監視及び巡視点検結果から，警報発

報，運転状態の変動，動的機器の故障

及び静的機器の損傷等の異常の発生

により行う。 

臨界警報の発報を確認した場合は，

臨界事故発生と判断し，第 5－１表に

示す「1.1 臨界事故の拡大を防止する

ための手順等」へ移行する。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

の発生による警報の発報を確認した

場合は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の発生と判断し，第 5－１表に示

す「1.4 有機溶媒等による火災又は爆

発に対処するための手順等」へ移行す

る。 

(ｂ) 地震時においては，揺れが収ま

ったことを確認してから，速やかに監

視制御盤等にて警報発報を確認する。 

(ｃ) 火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合

は，設備の運転状態の監視を強化する
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（18／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに，事前の対応作業として，手

順書に基づき，可搬型発電機，可搬型

空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ等

の建屋内への移動，可搬型建屋外ホー

スの敷設及び除灰作業の準備を実施

する。また，降灰を確認したのち必要

に応じ，除灰作業を実施する。 

ｃ．安全機能の回復操作  

 回復操作は，発報した警報に対応す

る警報対応手順書を参照し，あらかじ

め定められた対応を行い，異常状態の

解消を図ることにより行う。 

(ａ)内部ループの安全冷却水循環ポ

ンプ故障警報又は安全冷却水系の流

量低警報が発報した場合は，警報対応

手順書にしたがって，現場確認による

故障の判断及び回復操作を行う。 

(ｂ)外部ループの安全冷却水循環ポ

ンプ故障警報又は安全冷却水系の流

量低警報が発報した場合は，警報対応

手順書にしたがって，現場確認による

故障の判断及び回復操作を行う。 

(ｃ)安全空気圧縮装置故障警報又は

安全圧縮空気系の圧力低警報が発報

した場合は，警報対応手順書にしたが

って，現場確認による故障の判断及び

回復操作を行う。 

(ｄ)使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設における安全冷却水系冷却水

循環ポンプの故障警報，プール水冷却

系ポンプの故障警報又は補給水設備

ポンプの故障警報が発報した場合は，

警報対応手順書にしたがって，現場確

認による故障の判断及び回復操作を

行う。 

(ｅ)母線電圧低警報及び非常用発電

機故障警報が発報した場合は警報対

応手順書にしたがって，現場確認によ
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（19／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る故障の判断及び回復操作を行う。 

ｄ．安全機能喪失の判断 

回復操作により異常状態からの回

復ができず，動的機器の多重故障又は

全交流動力電源の喪失に至る場合に

は，安全機能の喪失と判断する。 

ただし，地震を要因とする動的機器

の多重故障，全交流動力電源の喪失又

は安全系監視制御盤の機能喪失の場

合は，回復操作を実施せず安全機能の

喪失と判断する。 

なお，地震を要因とする全交流動力

電源喪失による安全機能の喪失又は

安全系監視制御盤の機能喪失の場合

は，第 5－１表に示す「1.0 地震を要

因とする重大事故等における対応手

順等（共通）」へ移行し，対策活動に先

立ち現場環境確認等を行う。 

(ａ)内部ループの安全冷却水循環ポ

ンプ故障警報又は安全冷却水系の流

量低警報が発報後，回復操作による異

常状態からの回復ができず，動的機器

の多重故障に至る場合は，安全機能の

喪失と判断し，発生した建屋個別で第

5－１表に示す「1.2 冷却機能の喪失

による蒸発乾固に対処するための手

順等」へ移行する。 

(ｂ)外部ループの安全冷却水循環ポ

ンプ故障警報又は安全冷却水系の流

量低警報が発報後，回復操作による異

常状態からの回復ができず，動的機器

の多重故障に至る場合は，安全機能の

喪失と判断し，第 5－１表に示す「1.2 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対

処するための手順等」及び「1.3 放射

線分解により発生する水素による爆

発に対処するための手順等」へ移行す

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（20／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ)安全空気圧縮装置故障警報又は

安全圧縮空気系の圧力低警報が発報

後，回復操作による異常状態からの回

復ができず，安全圧縮空気系の動的機

器の多重故障に至る場合は，安全機能

の喪失と判断し，第 5－１表に示す

「1.3 放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するための手順

等」へ移行する。 

(ｅ)使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設における安全冷却水系冷却水

循環ポンプの故障警報，プール水冷却

系ポンプの故障警報又は補給水設備

ポンプの故障警報が発報後，回復操作

による異常状態からの回復ができず，

動的機器の多重故障に至る場合は，安

全機能の喪失と判断し，第 5－１表に

示す「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための手順等」へ移行する。 

(ｆ)母線電圧低警報及び非常用発電

機故障警報が発報後，回復操作による

異常状態からの回復ができず，全交流

動力電源の喪失に至る場合は，安全機

能の喪失と判断し，第 5－１表に示す

「1.2  冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための手順等」，「1.3  

放射線分解により発生する水素によ

る爆発に対処するための手順等」及び

「1.5  使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等」へ移行する。 

(ｇ)火山の影響により外部電源が喪

失し，非常用ディーゼル発電機の多重

故障が発生した場合は，安全機能の喪

失と判断し，第 5－１表に示す「1.2  

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対

処するための手順等」，「1.3  放射線

分解により発生する水素による爆発

に対処するための手順等」及び「1.5  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（21／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

手順等」へ移行する。 

また，火山の影響により安全冷却水

系の冷却塔が機能喪失した場合は，安

全機能の喪失と判断し，第 5－１表に

示す「1.2  冷却機能の喪失による蒸

発乾固に対処するための手順等」，

「1.3 放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するための手順

等」及び「1.5  使用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための手順等」へ移行する。 

火山の影響により安全圧縮空気系

の空気圧縮機が機能喪失した場合は，

安全機能の喪失と判断し，第 5－１表

に示す「1.3  放射線分解により発生

する水素による爆発に対処するため

の手順等」へ移行する。 

異常の検知から安全機能の喪失まで

の判断を第 5.1.4－1表に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（22／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4－２図 平常運転時の監視から

対策の開始までの基

本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（23／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4－４図 自然災害における対策

の開始までの流れ 

 

 

5.1.4－５図 地震発生における対策

の開始までの流れ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（24／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、ハ．（２）(i)(ｄ) 

（イ）手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて重大事

故等に的確，かつ，柔軟に対処できる

ように重大事故等発生時対応手順書

を整備する。 

１）全ての交流動力電源及び常設直流

電源系統の喪失，安全機能を有する施

設の機器若しくは計測器類の多重故

障が，単独で，同時に又は連鎖して発

生した状態において，限られた時間の

中で，再処理施設の状態の把握及び重

大事故等対策の適切な判断を行うた

め，必要な情報の種類，その入手の方

法及び判断基準を明確にし，重大事故

等発生時対応手順書に整備する。 

重大事故等の対処のために把握す

ることが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを再処理施設の状態を監視す

るパラメータの中からあらかじめ選

定し，計器の故障時に再処理施設の状

態を把握するための手順及び計測に

必要な計器電源が喪失した場合の手

順を重大事故等発生時対応手順書に

整備する。 

また，選定した直接監視するパラメ

ータが計器の故障等により計測でき

ない場合は，可搬型計器を現場に設置

し，定期的にパラメータ確認を行うこ

とを重大事故等発生時対応手順書に

明記する。 

具体的には，第５表に示す「重大事

故等対策における手順の概要」のうち

「事故時の計装に関する手順等」の内

容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再

５．１．４ 

（３） 手順の整備 

重大事故等対策時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて重大事

故等に的確，かつ，柔軟に対処できる

ように重大事故等発生時対応手順書

を整備する。 

ａ．全ての交流動力電源及び常設直流

電源系統の喪失，安全機能を有する施

設の機器若しくは計測器類の多重故

障が，単独で，同時に又は連鎖して発

生した状態において，限られた時間の

中で，再処理施設の状態の把握及び重

大事故等対策の適切な判断を行うた

め，必要な情報の種類，その入手の方

法及び判断基準を明確にし，重大事故

等発生時対応手順書に整備する。 

重大事故等の対処のために把握す

ることが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを再処理施設の状態を監視す

るパラメータの中からあらかじめ選

定し，計器の故障時に再処理施設の状

態を把握するための手順及び計測に

必要な計器電源が喪失した場合の手

順を重大事故等発生時対応手順書に

整備する。 

また，選定した直接監視するパラメ

ータが計器の故障等により計測でき

ない場合は，可搬型計器を現場に設置

し，定期的にパラメータ確認を行うこ

とを重大事故等発生時対応手順書に

明記する。 

具体的には，第 5－１表に示す「1.10 

事故時の計装に関する手順等」の内容

を含むものとする。 

 

中央制御室には，昼夜にわたり，再

【補足説明資料 1.0－６ 非常時対策

組織要員の作業時における装備につ

いて】 

 重大事故等対策時における非常時

対策組織要員の現場作業での放射線

防護具類を以下のとおり整備する。ま

た，重大事故等対策時における適切な

放射線防護具類の選定については，実

施組織の建屋対策班長と放射線対応

班長が協議の上選定し，その結果を基

に実施責任者が判断し，着用を指示す

る。 

１．基本的な考え方 

（1）再処理施設の重大事故等対処に

あたっては，対処が必要となる作業場

所及びアクセスルートの線量当量率

等を踏まえ，１作業あたりの被ばく線

量が１０ｍＳｖ以下とすることを目

安に計画線量を設定し，作業者の被ば

く線量が可能な限り低減できるよう

にする。 

（2）１作業あたりの被ばく線量が 10

ｍＳｖ以下での作業が困難な場合は，

緊急作業における線量限度である 100

ｍＳｖ又は 250ｍＳｖを超えないよう

管理する。その場合においても，作業

者の被ばく線量が可能な限り低減で

きるよう，段階的に計画線量を設定す

る。 

２．線量管理 

作業に係る放射線管理計画書作成

にあたっては，下記項目を踏まえ，線

量限度は超えないことはもとより，作

業者の被ばく線量が可能な限り低減

できるよう，作業者の線量管理を行

う。 

① 対策活動に従事するまでの各作

業者の線量を把握し，対処が必要
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（25／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等(森林火災，草原火災，航

空機落下，近隣工場等の火災等)の発

生を確認するための暗視機能を有す

る監視カメラの表示装置並びに敷地

内の気象観測関係の表示装置を設け

る。また, 火災発生等を確認した場合

に消火活動等の対策着手するための

判断基準を明確にした手順書を整備

する。 

２）重大事故等の発生及び拡大を防ぐ

ために最優先すべき操作等の判断基

準をあらかじめ明確にし，限られた時

間の中で実施すべき重大事故等への

対処について各役割に応じて対処で

きるよう，以下のとおり重大事故等発

生時対応手順書を整備する。 

全交流動力電源喪失時等において，

準備に長時間を要する可搬型重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可

能とするため，準備に要する時間を考

慮の上，明確な手順着手の判断基準を

重大事故等発生時対応手順書に整備

する。 

警報発報により発生を検知する重

大事故については，当該重大事故への

対処において，放射性物質を再処理施

設内に可能な限り閉じ込めるための

対処等を重大事故等発生時対応手順

書に整備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策については，発生防止対策

の結果に基づき拡大防止対策の実施

を判断するのではなく，安全機能の喪

失により，重大事故等の発生防止対策

及び拡大防止対策の実施を同時に判

断することを重大事故等発生時対応

手順書に明記する。 

処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等(森林火災，草原火災，航

空機落下，近隣工場等の火災等)の発

生を確認するための暗視機能を有す

る監視カメラの表示装置並びに敷地

内の気象観測関係の表示装置を設け

る。また，火災発生等を確認した場合

に消火活動等の対策に着手するため

の判断基準を明確にした手順書を整

備する。 

ｂ．重大事故等の発生及び拡大を防ぐ

ために最優先すべき操作等の判断基

準をあらかじめ明確にし，限られた時

間の中で実施すべき重大事故等への

対処について各役割に応じて対処で

きるよう，以下のとおり重大事故等発

生時対応手順書を整備する。 

全交流動力電源喪失時等において，

準備に長時間を要する可搬型重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可

能とするため，準備に要する時間を考

慮の上，明確な手順着手の判断基準を

重大事故等発生時対応手順書に整備

する。 

警報発報により発生を検知する重

大事故については，当該重大事故への

対処において，放射性物質を再処理施

設内に可能な限り閉じ込めるための

対処等を重大事故等発生時対応手順

書に整備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策については，発生防止対策

の結果に基づき，拡大防止対策の実施

を判断するのではなく，安全機能の喪

失により，重大事故等の発生防止対策

及び拡大防止対策の実施を同時に判

断することを重大事故等発生時対応

手順書に明記する。 

となる作業場所及び作業環境，作

業時間，必要な要員数，作業内容，

放射線防護装備を放射線管理計

画書に記載する。 

② 計画線量は，作業者の被ばく線量

管理等の安全衛生管理の徹底に

関する運用「原子力施設における

放射線業務及び緊急作業に係る

安全衛生管理対策の強化につい

て」として示した作業「１ⅿＳｖ

を超えるまたは超えるおそれの

ある作業」も考慮し，10ｍＳｖ以

内を目安に段階的に設定し，作業

者の被ばく線量が可能な限り低

減できるようにする。 

③ 対策活動中は，作業者の個人線量

計の測定値読み取り，線量限度を

超えないよう台帳による被ばく

線量の実績管理を行う。 

④ 対策活動において体内取込みの

おそれのある場合は，外部被ばく

及び内部被ばくによる線量を考

慮し管理する。 

⑤ 上記を踏まえて個人積算線量を

管理し，10ｍＳｖを超えた場合は

緊急作業における線量限度であ

る 100ｍＳｖ又は 250ｍＳｖを適

用する。 

ただし，計画線量としては線量限度

を設定するのではなく，作業者の被ば

く線量が可能な限り低減できるよう

段階的に設定する。 

3.重大事故等対策時における放射線

防護具類の選定 

重大事故等発生時は事故対応に緊

急を要すること，平常運転時とは異な

る区域の汚染が懸念されることから，

通常の防護具類の着用基準ではなく， 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。  

 森林火災 

 草原火災 

 近隣工場等の火災 

 

既許可での作業環境に関する発生

源は，上記事象を含み第 33 条で規定

する。 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可の手順の概要に関する部分

では防護措置に関する記載は無いが，

技術的能力 1.0 の他項目及び技術的

能力 1.1～1.14に記載している。 

 重大事故等に対し現場で対処を

行う要員に対しては，技術的能力

1.0「アクセスルートの確保に係

る事項」及び技術的能力 1.1～

1.14 における屋内外のアクセス

ルートで重大事故等の対処作業

において適切な防護具を着用し

対処することを記載している。 

 技術的能力 1.0「アクセスルート

の確保に係る事項」及び技術的能

力 1.1～1.14 において，移動時及

び作業時の環境に応じて適切な

防護具を着用することとしてお

り，有毒ガスばく露下での作業を

考慮した手順を定めている。 

 技術的能力 1.0「支援に係る事項」

にて，酸素呼吸器を配備すること

を記載している。 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

屋外及び屋内で重大事故等対処を

行う実施組織要員に対し，複数のアク

セスルートを確保した上で，作業環境

に応じた防護具の着用により，有毒ガ

スから防護するための手順及び体制

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文・添付書類・補足説明資

料（反映事項なし） 

本条文で担保すべき事項がないた

め，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（防護具） 

・申請書本文（反映事項あり：担保す

べき事項の反映） 

既存の手順により，実施組織要員に

対する有毒ガス防護が可能である

が，有毒ガスの発生時に，事故対策

に必要な指示・操作を行うことがで

きるよう，非常時対策組織要員の吸

気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防

護のための判断基準値以下とする

ための体制及び手順書を整備する

ことを記載することにより，左記に

示す担保すべき事項を反映する。 

 

・添付書類（反映事項あり：担保すべ

き事項の反映） 

複数のアクセスルートの確保や耐

震対策を実施した上で，既存の手順

において防護具を着装することに

より，実施組織要員に対する有毒ガ

ス防護が可能であるが，有毒ガスの

発生時に，事故対策に必要な指示・
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（26／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
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-
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１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故等対策を実施する際の優

先順位については，重大事故の発生を

仮定する機器の時間余裕が短いもの

から実施する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素に

よる爆発については原則として，ま

ず，高性能粒子フィルタ等により放射

性物質を可能な限り除去した上で排

気できるよう，既存の排気設備の他，

放射性物質の浄化機能を有する代替

策を追加することにより，管理放出す

るための重大事故等対策を優先し，そ

の後に冷却機能及び水素掃気機能の

代替手段としての重大事故等対策を

実施する。これらの対策を記載した重

大事故等発生時対応手順書を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対策を実施する際の優

先順位については，重大事故の発生を

仮定する機器の時間余裕が短いもの

から実施する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素に

よる爆発については原則として，ま

ず，高性能粒子フィルタ等により放射

性物質を可能な限り除去した上で排

気できるよう，既存の排気設備の他，

放射性物質の浄化機能を有する代替

策を追加することにより，管理放出す

るための重大事故等対策を優先し，そ

の後に冷却機能及び水素掃気機能の

代替手段としての重大事故等対策を

実施する。これらの対策を記載した重

大事故等発生時対応手順書を整備す

る。 

重大事故等の発生防止対策，拡大防

止対策については，いずれの対策も不

測の事態に備えて，原則として事象発

生予測時間の２時間前までに完了す

るよう，手順を重大事故等発生時対応

手順書に整備する。 

重大事故等への対処を実施するに

当たり，作業に従事する要員の過度な

放射線被ばくを防止するため，放射線

被ばく管理に係る対応について重大

事故等発生時対応手順書に整備する。 

重大事故等発生時の被ばく線量管

理は，個人線量計による被ばく線量管

理及び管理区域での作業時間管理に

よって行う。１作業あたりの被ばく線

量が 10ｍＳｖ以下とすることを目安

に計画線量を設定し，作業者の被ばく

線量を可能な限り低減できるように

する。また，１作業あたりの被ばく線

量が 10ｍＳｖ以下での作業が困難な

以下の図のように作業環境，緊急性等

に応じて合理的かつ効果的な放射線

防護具類を使用することで，非常時対

策組織要員の被ばく線量を低減する。 

（第 6-1 図参照） 

4.重大事故等対策時における装備 

・実施責任者は，再処理施設の状態，

作業環境及び作業内容を考慮して，必

要な放射線防護具を判断し，非常時対

策組織要員のうち現場作業を行う要

員に着用を指示する。放射線防護具

は，平常時，中央制御室及び緊急時対

策建屋に保管しているものを使用す

る。 

・現場作業を行う要員は，重大事故等

対策の着手時から個人線量計を着用

し，外部被ばく線量を適切に管理す

る。 

・中央制御室内は，中央制御室換気系

により居住性を確保するため（循環運

転による放射性物質の流入防止及び

フィルタによる放射性物質の除去（希

ガス除く）），放射線防護具の着用は不

要とするが，中央制御室換気系の機能

喪失時は，内部被ばく防止のため半面

マスクを着用する。 

・作業後は，作業者同士による相互サ

ーベイを行う。また, 必要に応じて放

射線対応班の指示に従って脱衣，汚染

検査及びを行い, 状況に応じて身体

除染を実施する。 

5. 放射線防護具類の着用等による個

別操作時間への影響 

非常時対策組織要員の現場作業に

要する時間は，訓練実績等に基づく現

場への移動時間と現場での操作時間

により算出する。 

移動時間については，重大事故等を

 重大事故等に対し中央制御室に

とどまる要員に対しては，技術的

能力 1.11 にて換気設備の隔離及

び適切な防護具を着用すること

を記載している。 

 重大事故等に対し緊急時対策所

にとどまる要員に対しては，技術

的能力 1.13 にて換気設備の隔離

及び適切な防護具を着用するこ

とを記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有毒ガス防護措置（予期せぬ有毒ガ

スの発生に係る措置） 

予期せぬ有毒ガスの発生に対し，防

護具の配備・着用，手順の整備等の運

用面の対策を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作を行うことができるよう，非常

時対策組織要員の吸気中の有毒ガ

ス濃度を有毒ガス防護のための判

断基準値以下とするための体制及

び手順書を整備することを記載す

ることにより，左記に示す担保すべ

き事項を反映する。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

想定される有毒ガスに対し，配備す

る防護具により，非常時対策組織要

員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒

ガス防護のための判断基準値以下

とできることを評価した結果を，補

足説明資料 1.0-6に追加する。 

 

 

有毒ガス防護措置（予期せぬ有毒ガ

スの発生に係る措置） 

・申請書本文・添付書類（反映事項あ

り：担保すべき事項の反映） 

予期せず発生する有毒ガスに対し

ても，有毒ガスの発生の認知や防護

具の着用，あるいは技術的能力

1.11，1.13で示す制御室及び緊急時

対策所の換気設備の隔離に係る手

順を活用することにより，制御室の

運転員（実施組織要員）及び緊急時

対策所の重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員（本部

員・支援組織要員）のうち初動対応

を行う者を防護することが可能で

ある。 

  従って，既存の手順により，制御

室の運転員及び緊急時対策所の重

大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員のうち初動対応を

行う者に対する有毒ガス防護が可
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（27／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）財産（設備等）保護よりも安全を

優先する共通認識を持ち，行動できる

よう，社長は，あらかじめ方針を示す。 

重大事故等時の対処においては，財

産（設備等）保護よりも安全を優先す

る方針に基づき定めた重大事故等発

生時対応手順書を整備し，判断基準を

明記する。重大事故等対策時において

は，統括当直長（実施責任者）が躊躇

場合は，緊急作業における線量限度で

ある 100ｍＳｖ又は 250ｍＳｖを超え

ないよう管理する。その場合において

も，作業者の被ばく線量が可能な限り

低減できるよう，段階的に計画線量を

設定する。 

建屋内の重大事故等対策の作業に

ついては，作業負荷の観点から１回当

たり１時間 30 分以内を目安とし，当

該作業後に他の作業を行う場合には，

30分の休憩時間を確保する。 

建屋外の重大事故等対策の作業に

ついては，予備要員を３人確保し，交

代で休憩をとりながら作業を行う。ま

た，可搬型中型移送ポンプや大型移送

ポンプ車の連続運転中の監視作業は，

２人の監視要員が１時間交代で休憩

をとりながら監視を行う。 

地震時においては，監視制御盤等に

より安全機能の喪失を判断するため

の情報を把握した時点を起点として，

安全機能の喪失の判断に 10 分間を要

するものと想定する。そのため，重大

事故等の対策に必要な要員の評価等

においては，重大事故等への対処のう

ち判断に基づき実施する操作及び作

業は，安全機能の喪失を判断するため

の情報の把握から 10 分後以降に開始

するものとする。 

ｃ．財産（設備等）保護よりも安全を

優先する共通認識を持ち，行動できる

よう，社長は，あらかじめ方針を示す。 

 重大事故等時の対処においては，財

産（設備等）保護よりも安全を優先す

る方針に基づき定めた重大事故等発

生時対応手順書を整備し，判断基準を

明記する。重大事故等対策時において

は，統括当直長（実施責任者）が躊躇

考慮して設定されたアクセスルート

による現場への移動時間を測定し，操

作時間については，重大事故等を考慮

した操作場所の状況（現場の状態，温

度，湿度，照度及び放射線量）を仮定

し，放射線防護具類の着用した状態の

操作を考慮の上，算出する。 

(1) 操作場所までの移動経路 

a.アクセスルートにて移動する。 

b.全交流動力電源喪失等により，建

屋照明等が使用できず，建屋内が 

暗い状況を考慮する。 

c.放射線防護具類を着用して現場

に移動することを考慮する。 

(2) 操作場所での状況設定 

a.地震等を想定しても操作スペー

スは確保可能とする。 

b.作業場所は照明の無い暗い状況

での作業を考慮する。 

c.放射線防護具類を着用して操作

することを考慮する。 

d.放射線防護具類を装着した状態

での連絡等の通信環境を考慮す

る。 

(3) 作業環境による個別操作時間へ

の影響 

操作時間に影響を与える作業

環境を考慮し，「放射線防護具類

を着用した状態での作業」，「暗所

での作業」，「通信環境」について

いくつかの個別操作訓練を行い，

これらの防護具類の着用による

操作時間に有意な影響が無いこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 通信連絡設備に関する手順書の

整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

有毒ガスの発生を認知するため，中

央制御室等との連絡手段（通信連絡設

備）を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能であるが，予期せぬ有毒ガスの発

生時に，配備した防護具を着用する

ことにより，事故対策に必要な指

示・操作を行うことができるよう体

制及び手順書を整備することを記

載することにより、左記に示す担保

すべき事項を反映する。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

予期せぬ有毒ガスが発生した場合

においても，重大事故等や化学薬品

の漏えいに対応するために再処理

施設に配備している防護具の着装

又は換気設備の隔離により，重大事

故等対処を実施可能であることを

説明するため，防護具の配備数を確

認した結果及び防護具のバックア

ップ供給体制を，補足説明資料 1.0-

6に追加する。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（通信連絡設備） 

・申請書本文（反映事項あり：担保す

べき事項の反映） 

既存の連絡手段（通信連絡設備）に

より，有毒ガスの発生を認知できる

が，担保すべき事項を明確に示すた

め，有毒ガスの発生による異常を認

知した場合に，通信連絡設備によ

り，有毒ガスの発生を非常時対策組

織要員に周知する手順書を整備す

ることを記載することにより，左記

に示す担保すべき事項を反映する。 

 

・添付書類（反映事項あり：担保すべ

き事項の反映） 

既存の連絡手段（通信連絡設備）に

6
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（28／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
2
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

せず判断できるように，財産（設備等）

保護よりも安全を優先する方針に基

づき，判断基準を定めた重大事故等発

生時対応手順書を整備する。 

重大事故等対策時の非常時対策組

織の活動において，重大事故等対策を

実施する際に，再処理事業部長(非常

時対策組織本部長)は，財産（設備等）

保護よりも安全を優先する方針に従

った判断を実施する。 

４） 事故の進展状況に応じて具体的

な重大事故等対策を実施するため,実

施組織用及び支援組織用の手順書を

適切に定める。手順書が事故の進展状

況に応じていくつかの種類に分けら

れる場合は，それらの構成を明確化

し，かつ，各手順書相互間の移行基準

を明確化する。各手順書は，重大事故

等対策を的確に実施するために，事故

の進展状況に応じて，以下のように構

成し定める。 

 

 

運転手順書は, 再処理施設の平常

運転時の操作項目，パラメータ等の確

認項目，操作上の注意事項等を定め

る。 

警報対応手順書は, 中央制御室並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室（以下(２)（ⅰ）（ⅱ）

「制御室」という。）及び現場制御盤に

警報が発生した際に警報発生原因の

除去あるいは設備を安全な状態に維

持するために必要な対応を警報ごと

に定める。 

重大事故等発生時対応手順書は, 

複数の設備の故障等による異常又は

重大事故に至るおそれがある場合に

せず判断できるように，財産（設備等）

保護よりも安全を優先する方針に基

づき，判断基準を定めた重大事故等発

生時対応手順書を整備する。 

 重大事故等対策時の非常時対策組

織の活動において，重大事故等対策を

実施する際に，再処理事業部長（非常

時対策組織本部長）は，財産（設備等）

保護よりも安全を優先する方針に従

った判断を実施する。 

ｄ．事故の進展状況に応じて具体的な

重大事故等対策を実施するため，実施

組織用及び支援組織用の手順書を適

切に定める。手順書が事故の進展状況

に応じていくつかの種類に分けられ

る場合は，それらの構成を明確化し，

かつ，各手順書相互間の移行基準を明

確化する。各手順書は，重大事故等対

策を的確に実施するために，事故の進

展状況に応じて，以下のように構成し

定める。重大事故等発生時対応手順書

を含む文書体系を第 5.1.4－６図に示

す。 

(ａ) 運転手順書 

再処理施設の平常運転（操作項目，

パラメータ等の確認項目，操作上の注

意事項等）を記載した手順書 

(ｂ) 警報対応手順書 

制御室及び現場制御盤に警報が発

生した際に，警報発生原因の除去ある

いは設備を安全な状態に維持するた

めに必要な対応を警報ごとに記載し

た手順書 

 

 

(ｃ) 重大事故等発生時対応手順書 

複数の設備の故障等による異常又

は重大事故に至るおそれがある場 

第６－１図 防護装備の決定につい

てについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

明示していないが，本項目は重大事

故等対処を行うための手順書を整備

することを記載しているため，非常時

対策組織要員を対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

制御室，緊急時対策所，屋外及び屋

内で重大事故等対処を行う非常時対

策組織要員（実施組織要員，本部員・

支援組織要員）を有毒ガス防護対象者

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より，有毒ガスの発生を認知できる

が，担保すべき事項を明確に示すた

め，有毒ガスの発生による異常を認

知した場合に，通信連絡設備によ

り，有毒ガスの発生を非常時対策組

織要員に周知する手順書を整備す

ることを記載することにより，左記

に示す担保すべき事項を反映する。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

通信連絡設備を用いることにより，

有毒ガスの発生を認知するための

手順及び体制に係る補足説明を，補

足説明資料 1.0-6に追加する。 

 

 

■防護対象者 

・申請書本文（反映事項あり：担保す

べき事項の反映） 

重大事故等対処時に，制御室，緊急

時対策所，屋外及び屋内で重大事故

等対処を行う非常時対策組織要員

を有毒ガスから防護することを考

慮しているが，担保すべき事項を明

確に示すため，有毒ガスの発生時

に，事故対策に必要な指示・操作を

行うことができるよう，非常時対策

組織要員の吸気中の有毒ガス濃度

を有毒ガス防護のための判断基準

値以下とするための体制及び手順

書を整備することを記載すること

により，左記に示す担保すべき事項

を反映する。 

 

・添付書類（反映事項あり：担保すべ

き事項の反映） 

重大事故等対処時に，制御室，緊急

時対策所，屋外及び屋内で重大事故
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（29／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

必要な対応を重大事故事象ごとに記

載する。 

また，重大事故等発生時対応手順書

では，重大事故への進展を防止するた

めの発生防止手順書において，重大事

故に至る可能性がある場合の手順及

び事故の拡大を防止するための手順

（放射性物質の放出を防止するため

の手順を含む）を定める。 

平常運転時は, 運転手順書に基づ

き対応し，警報が発生した場合は，警

報対応手順書に移行する。警報対応手

順書で対応中に機器の多重故障が発

生し，安全機能の回復ができない場合

には，統括当直長（実施責任者）が安

全機能の喪失と判断し，重大事故等発

生時対応手順書へ移行する。 

さらに，重大事故等発生時対応手順

書で対応中に発生防止及び拡大防止

（影響緩和含む）への措置がすべて機

能しない場合は，大規模損壊発生時対

応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡

散の抑制，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所並びに通信連絡設備に関

する手順書を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事

故の進展状況に応じて構成を明確化

し，手順書間相互を的確に移行できる

よう，移行基準を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

合に必要な対応を重大事故事象ごと

に記載した手順書は，以下のとおりと

する。 

ⅰ．重大事故への進展を防止するため

の発生防止手順書 

ⅱ．重大事故に至る可能性がある場

合，事故の拡大を防止するための手順

書（放射性物質の放出を防止するため

の手順書を含む） 

警報対応手順書で対応中に機器の

多重故障が発生し，安全機能の回復が

できない場合には，統括当直長（実施

責任者）が安全機能の喪失と判断し，

重大事故等発生時対応手順書へ移行

する。 

 

 

さらに，重大事故等発生時対応手順

書で対応中に発生防止及び拡大防止

（影響緩和含む）への措置がすべて機

能しない場合は，大規模損壊発生時対

応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡

散の抑制，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所並びに通信連絡設備に関

する手順書を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事

故の進展状況に応じて構成を明確化

し，手順書相互間を的確に移行できる

よう，移行基準を明確にする。 

重大事故等発生時の対策のうち，要

員に余裕があった場合のみに実施で

きるもの， 特定の状況下においての

み有効に機能するもの， 対処に要す

る手順が多いこと等により，対処に要

する時間が重大事故等対処設備を用

いた対処よりも長いものは，自主対策

として位置づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場合

でも,重大事故等対処が実施可能であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等対処を行う非常時対策組織要員

を有毒ガスから防護することを考

慮しているが，担保すべき事項を明

確に示すため，有毒ガスの発生時

に，事故対策に必要な指示・操作を

行うことができるよう，非常時対策

組織要員の吸気中の有毒ガス濃度

を有毒ガス防護のための判断基準

値以下とするための体制及び手順

書を整備することを記載すること

により，左記に示す担保すべき事項

を反映する。 

 

・補足説明資料（反映事項無し） 

有毒ガス防護対象者とすべき非常

時対策組織要員については既許可

で整理されていることから反映事

項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（30／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

５）重大事故等対策実施の判断基準と

して確認する温度，圧力，水位等の計

測可能なパラメータを整理し，重大事

故等発生時対応手順書に明記する。ま

た，重大事故等対策実施時におけるパ

ラメータの挙動予測，影響評価すべき

項目及び監視パラメータ等を，重大事

故等発生時対応手順書に明記する。 

重大事故等の対処のために把握す

ることが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを，あらかじめ選定し，運転手

順書及び重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，

耐震性，耐環境性のある計測機器での

確認の可否，記録の可否，直流電源喪

失時における可搬型計器による計測

可否等の情報を明記する。 

再処理施設の状態を監視するパラ

メータが故障等により計測不能な場

合における他のパラメータによる推

定方法を重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な

情報は，実施組織要員である当直（運

転員）が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び進展予測並びに対

応処置の参考情報とし，重大事故等発

生時対応手順書に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有

効な情報は，実施組織に対して技術的

助言を行う「技術支援組織」及び実施

組織が重大事故対策に専念できる環

自主対策については，重大事故等の

対処に悪影響を与えない範囲で実施

することをこれらの手順書に明記す

る。 

ｅ．重大事故等対策実施の判断基準と

して確認する温度，圧力，水位等の計

測可能なパラメータを整理し，重大事

故等発生時対応手順書に明記する。ま

た，重大事故等対策実施時におけるパ

ラメータの挙動予測，影響評価すべき

項目及び監視パラメータ等を，重大事

故等発生時対応手順書に明記する。 

 重大事故等の対処のために把握す

ることが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを，あらかじめ選定し，運転手

順書及び重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，

耐震性，耐環境性のある計測機器での

確認の可否，記録の可否，直流電源喪

失時における可搬型計器による計測

可否等の情報を明記する。 

再処理施設の状態を監視するパラ

メータが故障等により計測不能な場

合における他のパラメータによる推

定方法を重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な

情報は，実施組織要員である当直（運

転員）が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び進展予測並びに対

応処置の参考情報とし，重大事故等発

生時対応手順書に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有

効な情報は，支援組織が支援するため

の参考情報とし，重大事故等発生時支

援実施手順書に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項はない。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガスの検知手段，有毒ガスの防

護措置に関連する補足説明資料及

び条文の中で，有毒ガス防護対策の

成立性を説明する。また，既許可に

反映済みの事項を含め，本条文にお

ける有毒ガス防護対策を確認した

結果として，「有毒ガス防護に係る

申請書記載項目の整理表」を，補足

説明資料 1.0-11として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（31／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

境を整える「運営支援組織」（以下，技

術支援組織及び運営支援組織の両者

をあわせて「支援組織」という。）が支

援するための参考情報とし，重大事故

等発生時支援実施手順書に整理する。 

 

 

 

６）前兆事象として把握ができるか，

重大事故等を引き起こす可能性があ

るかを考慮して，設備の安全機能の維

持及び事故の未然防止対策をあらか

じめ検討し，前兆事象を確認した時点

で，必要に応じて事前の対応ができる

体制及び手順書を整備する。 

対処により重大事故等に至ること

を防止できる自然現象については，施

設周辺の状況に加えて，気象庁発表の

警報等を踏まえた進展を予測し，施設

の安全機能の維持及び事故の防止措

置を講ずるため, 必要に応じて事前

の対応ができる体制及び手順書を整

備する。 

大津波警報が発表された場合に，再

処理施設を安全が確保できる状態に

移行させるため，原則として各工程の

停止操作を実施するための手順書を

整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋

外設備の暴風雨対策及び巡視点検を

強化するため，必要に応じて事前の対

応を実施するための手順書を整備す

る。 

竜巻の発生が予想される場合に，車

両の退避又は固縛の実施，クレーン作

業の中止等，竜巻防護対象施設を防護

するため，必要に応じて事前の対応を

実施するための手順書を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．前兆事象として把握ができるか，

重大事故等を引き起こす可能性があ

るかを考慮して，設備の安全機能の維

持及び事故の未然防止対策をあらか

じめ検討し，前兆事象を確認した時点

で，必要に応じて事前の対応ができる

体制及び手順書を整備する。 

対処により重大事故等に至ること

を防止できる自然現象については，施

設周辺の状況に加えて，気象庁発表の

警報等を踏まえた進展を予測し，施設

の安全機能の維持及び事故の防止措

置を講ずるため，必要に応じて事前の

対応ができる体制及び手順書を整備

する。 

大津波警報が発表された場合に，再

処理施設を安全が確保できる状態に

移行させるため，原則として各工程の

停止操作を実施するための手順書を

整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋

外設備の暴風雨対策及び巡視点検を

強化するため，必要に応じて事前の対

応を実施するための手順書を整備す

る。 

竜巻の発生が予想される場合に，車

両の退避又は固縛の実施，クレーン作

業の中止等，設計竜巻から防護する施

設を防護するため，必要に応じて事前

の対応を実施するための手順書を整
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（32／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

火山の影響により, 降灰予報（「や

や多量」以上）を確認した場合に，事

前の対応作業として，可搬型発電機，

可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポ

ンプ等の建屋内への移動及び可搬型

建屋外ホースの敷設を実施するため

の手順書並びに除灰作業を実施する

ための手順書を整備する。 

設計基準を上回る規模の積雪が予

想される場合に，降雪の状況に応じて

除雪作業を実施するための手順書を

整備する。 

干ばつ及び湖若しくは川の水位低

下が発生した場合に，再処理施設を安

全が確保できる状態に移行させるた

め，原則として各工程を停止するため

の手順書を整備する。また，必要に応

じて外部からの給水作業を実施する

ための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象につ

いては，気象情報の収集，巡視点検の

強化及び前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応実施するための手順書

を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや

多量」以上)を確認した場合に，事前の

対応作業として，可搬型発電機，可搬

型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ

等の建屋内への移動，可搬型建屋外ホ

ースの敷設を実施するための手順書

並びに除灰作業を実施するための手

順書を整備する。 

設計基準を上回る規模の積雪が予

想される場合に，降雪の状況に応じて

除雪作業を実施するための手順書を

整備する。 

干ばつ及び湖若しくは川の水位低

下が発生した場合に，再処理施設を安

全が確保できる状態に移行させるた

め，原則として各工程を停止するため

の手順書を整備する。また，必要に応

じて外部からの給水作業を実施する

ための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象につ

いては，気象情報の収集，巡視点検の

強化及び前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応ができる手順書を整備

する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（33／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、ハ．（２）(i)(ｄ) 

（ロ）教育及び訓練の実施 

重大事故等対策を実施する要員に

対し，重大事故等対策時における事故

の種類及び事故の進展に応じて的確，

かつ，柔軟に対処するために必要な力

量を確保するため，教育及び訓練を計

画的に実施する。 

必要な力量の確保については，平常

運転時の実務経験を通じて付与され

る力量を考慮する。 

また, 事故時対応の知識及び技能

について，重大事故等対策を実施する

要員の役割に応じた教育及び訓練を

定められた頻度及び内容で計画的に

実施することにより，重大事故等対策

を実施する要員の力量の維持及び向

上を図る。 

教育及び訓練の頻度と力量評価の

考え方は，以下の基本方針に基づき教

育訓練の計画を定め，実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．１．４ 

（４）訓練の実施 

重大事故等対策を実施する要員に

対し，重大事故等対策時における事故

の種類及び事故の進展に応じて的確, 

かつ，柔軟に対処するために必要な力

量を確保するため，教育及び訓練を計

画的に実施する。 

必要な力量の確保については，平常

運転時の実務経験を通じて付与され

る力量を考慮する。 

また， 事故時対応の知識及び技能

について，重大事故等対策を実施する

要員の役割に応じた教育及び訓練を

定められた頻度及び内容で計画的に

実施することにより，重大事故等対策

を実施する要員の力量の維持及び向

上を図る。 

教育及び訓練の頻度と力量評価の

考え方は，以下の基本方針に基づき教

育訓練の計画を定め，実施する。 

ａ．基本方針 

(ａ) 重大事故等対策を実施する要

員に対し必要な教育及び訓練を年１

回以上実施し，評価することにより，

力量が維持されていることを確認す

る。 

(ｂ)重大事故等対策を実施する要員

が力量の維持及び向上を図るために

は，各要員の役割に応じた教育及び訓

練を受ける必要がある。各要員の役割

に応じた教育及び訓練を計画的に繰

り返すことにより，各手順を習熟し，

力量の維持及び向上を図る。 

(ｃ)重大事故等対策を実施する要員

の力量評価の結果に基づき教育及び

訓練の有効性評価を行い，年１回の実

施頻度では力量の維持が困難と判断

 

 

（補足説明資料 1.0－４に有毒ガス防

護に関連した記載があるが，左記と同

様の内容であり，付加情報なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本項目は実施組織要員に対して重大

事故等対処のため必要な力量を確保

するための教育及び訓練を実施する

ことを定める項目であり，重大事故等

対処時における防護対象者に関して

は，技術的能力 1.0に係る事項につい

ては「アクセスルートの確保に係る事

項」及び「手順書の整備」に記載し，

個別の対応については技術的能力 1.1

～1.14 に整理する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（34／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

重大事故等対策における制御室で

の操作及び動作状況確認等の短時間

で実施できる操作以外の作業や操作

については，第６表に示す「重大事故

等対策における操作の成立性」の必要

な重大事故等に対処する要員数及び

想定時間にて対応できるように，教育

及び訓練により効果的, かつ, 確実

に実施できることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対策を実施する要員に

対して，重大事故等対策時における事

故の種類及び事故の進展に応じて的

確, かつ, 柔軟に対処できるように，

重大事故等対策を実施する要員の役

割に応じた教育及び訓練を実施し，計

画的に評価することにより力量を付

与し，運転開始前までに力量を付与さ

れた重大事故等対策を実施する要員

を必要人数配置する。 

重大事故等対策を実施する要員を

確保するため，以下の基本方針に基づ

き教育及び訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

１） 重大事故等対策は，再処理施設の

される教育及び訓練については，年２

回以上実施する。 

(ｄ) 重大事故等対策における制御室

での操作及び動作状況確認等の短時

間で実施できる操作以外の作業や操

作については，第 5－２表の「重大事

故等対策における操作の成立性」に必

要な重大事故等に対処する要員数及

び想定時間にて対応できるように，教

育及び訓練により効果的，かつ， 確実

に実施できることを確認する。 

(ｅ) 教育及び訓練の実施結果によ

り，手順，資機材及び体制について改 

善要否を評価し，必要により手順，資

機材の改善，体制，教育及び訓練計画

への反映を行い，力量を含む対応能力

の向上を図る。 

重大事故等対策を実施する要員に

対して，重大事故等対策時における事

故の種類及び事故の進展に応じて的

確，かつ，柔軟に対処できるように，

重大事故等対策を実施する要員の役

割に応じた教育及び訓練を実施し，計

画的に評価することにより力量を付

与し，運転開始前までに力量を付与さ

れた重大事故等対策を実施する要員

を必要人数配置する。 

重大事故等対策を実施する要員を

確保するため，以下の基本方針に基づ

き教育及び訓練を実施する。 

計画（Ｐ），実施（Ｄ），評価（Ｃ），

改善（Ａ）のプロセスを適切に 

実施し，ＰＤＣＡサイクルを回すこと

で，必要に応じて手順書の改善，体制

の改善等の継続的な重大事故等対策

の改善を図る。 

ｂ．教育及び訓練の実施 

(ａ) 重大事故等対策は，再処理施設
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（35／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

幅広い状況に応じた幅広い対策が必

要であることを踏まえ，重大事故等対

策を実施する要員の役割に応じて，重

大事故等時の再処理施設の挙動に関

する知識の向上を図る教育及び訓練

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

２）重大事故等対策を実施する要員の

役割に応じて，定期的に重大事故等対

策に係る知識ベースの理解の向上に

資する教育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

現場作業に当たる重大事故等対策

を実施する要員が，作業に習熟し必要

な作業を確実に完了できるように，重

大事故等対策を実施する要員の役割

分担及び責任者などを定め，連携して

一連の活動を行う訓練を計画的に実

施する。 

重大事故等対策を実施する要員に

対しては，要員の役割に応じて，重大

事故等対策時の再処理施設の状況の

把握，的確な対応操作の選択，確実な

指揮命令の伝達等の一連の非常時対

策組織の機能, 非常時対策組織にお

ける技術支援組織及び運営支援組織

の状況に応じた幅広い対策が必要で

あることを踏まえ，重大事故等対策を

実施する要員の役割に応じて，重大事

故等時の再処理施設の挙動に関する

知識の向上を図る教育及び訓練を実

施する。 

重大事故等対策時に再処理施設の状

態を早期に安全が確保できる状態に

導くための的確な状況把握，確実及び

迅速な対応を実施するために必要な

知識について，重大事故等対策を実施

する要員の役割に応じた，教育及び訓

練を計画的に実施する。 

(ｂ)重大事故等対策を実施する要員

の役割に応じて，定期的に重大事故等

対策に係る知識ベースの理解の向上

に資する教育を行う。また，重大事故

等対策に関する基本的な知識，施設の

プロセスの原理，安全設計及び対処方

法について，教育により修得した知識

の維持及び向上を図るとともに，日常

的な施設の操作により，習得した操作

に関する技能についても維持及び向

上を図る。 

 現場作業に当たる重大事故等対策

を実施する要員が，作業に習熟し必要

な作業を確実に完了できるように，重

大事故等対策を実施する要員の役割

分担及び責任者などを定め，連携して

一連の活動を行う訓練を計画的に実

施する。 

重大事故等対策を実施する要員に

対しては，要員の役割に応じて，重大

事故等対策時の再処理施設の状況の

把握，的確な対応操作の選択，確実な

指揮命令の伝達等の一連の非常時対

策組織の機能，非常時対策組織におけ

る支援組織の位置付け，実施組織と支
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（36／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の位置付け，実施組織と支援組織の連

携を含む非常時対策組織の構成及び

手順書の構成に関する机上教育を実

施するとともに，重大事故等対策を実

施する要員の役割に応じて，重大事故

等対策に係る訓練を実施する。 

また, 重大事故等対策時の再処理

施設の状況の把握，的確な対応操作の

選択等，実施組織及び支援組織の実効

性等を総合的に確認するための訓練

等を計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）重大事故等対策時において復旧を

迅速に実施するために，平常時から保

守点検活動を社員自らが行って, 部

品交換等の実務経験を積むこと等に

援組織の連携を含む非常時対策組織

の構成及び手順書の構成に関する机

上教育を実施するとともに，重大事故

等対策を実施する要員の役割に応じ

て，重大事故等対策に係る訓練を実施

する。 

 重大事故等対策時の再処理施設の

状況の把握，的確な対応操作の選択

等，実施組織及び支援組織の実効性等

を総合的に確認するための訓練等を

計画的に実施する。 

 重大事故等対策を実施する要員に

対しては，要員の役割に応じて，知識

の向上と手順書の実効性を確認する

ため，模擬訓練を実施する。また，重

大事故等対策時の対応力を養成する

ため，手順に従った対応中において判

断に用いる監視計器の故障や作動す

べき機器の不作動等，多岐にわたる機

器の故障を模擬し，関連パラメータに

よる事象判断能力，代替手段による復

旧対応能力等の運転操作の対応能力

向上を図る。 

 重大事故等対策を実施する要員に

対しては，要員の役割に応じて，再処

理施設の安全機能の回復のために必

要な電源確保及び可搬型重大事故等

対処設備を使用した対応操作を習得

することを目的に，手順や資機材の取

扱い方法の習得を図るための訓練を，

訓練ごとに頻度を定めて実施する。訓

練では，訓練ごとの訓練対象者全員が

実際の設備又は訓練設備を操作して

訓練を実施する。 

(ｃ)重大事故等対策時において復旧

を迅速に実施するために，平常時から

保守点検活動を社員自らが行って，部

品交換等の実務経験を積むこと等に
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（37／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

より，再処理施設及び予備品等につい

て熟知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より，再処理施設，予備品等について

熟知する。 

 当直（運転員）は，平常運転時に実

施する項目を定めた手順書に基づき，

設備の巡視点検，定期試験及び運転に

必要な操作を自らが行う。 

 現場における設備の点検において

は，マニュアルに基づき，隔離の確認，

外観目視点検，試運転等の重要な作業

ステップをホールドポイントとし立

会確認を行うとともに，工事要領書の

内容確認及び作業工程検討等の保守

点検活動を社員自らが行う。さらに， 

重大事故等対策時からの設備復旧に

係わる要員は，要員の役割に応じて，

研修施設等にてポンプ及び空気圧縮

機の分解点検及び部品交換，並びに補

修材による応急措置の実習を協力会

社とともに実施することにより技能

及び知識の向上を図る。 

 重大事故等対策については，重大事

故等対策を実施する要員が，要員の役

割に応じて，可搬型重大事故等対処設

備の設置，配管接続，ケーブルの敷設

及び接続，放出される放射性物質の濃

度の測定，線量の測定，アクセスルー

トの確保及びその他の重大事故等対

策の資機材を用いた訓練を行う。 

 重大事故等対策を実施する要員の

うち自衛消防組織の消火班の要員は，

初期消火活動を実施するための消防

訓練を定期的に実施する。 

 再処理施設とウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料加工施設（以下「ＭＯ

Ｘ燃料加工施設」という。）の各要員の

教育及び訓練は，連携して行うことで

必要な知識の向上及び技能の習得を

図る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（38／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
3
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）重大事故等対策を実施する要員

は，重大事故等対策及び重大事故等発

生後の復旧を迅速に実施するために，

高線量下を想定した訓練及び放射線

防護具等を使用する訓練並びに夜間

の視界不良及び悪天候下の厳しい環

境条件を想定した事故時対応訓練を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）重大事故等対策を実施する要員

は, 重大事故等対策時の対応や事故

後の復旧を迅速に実施するために，設

備及び事故時用の資機材等に関する

情報並びに手順書及びマニュアルが

即時に利用できるように，平常時から

保守点検活動等を通じて準備し，それ

らの情報及び手順書及びマニュアル

を用いた事故時対応訓練を行う。 

 

 

 統括当直長は，重大事故等発生時及

び大規模損壊時の各事象発生時に的

確に判断することが求められるため，

総合的に教育及び訓練を実施する。 

 小型船舶，可搬型中型移送ポンプ運

搬車，ホース展張車，運搬車，監視測

定用運搬車, けん引車，ホイールロー

ダ及びタンクローリについては，有資

格者により取扱いを可能とし，教育及

び訓練を実施することで技能の維持

及び向上を図る。 

(d)重大事故等対策を実施する要員

は，重大事故等対策及び重大事故等発

生後の復旧を迅速に実施するため，高

線量下を想定した訓練及び放射線防

護具等を使用する訓練並びに夜間の

視界不良及び悪天候下の厳しい環境

条件を想定した事故時対応訓練を行

う。 

 また，あらかじめ定めた連絡体制に

基づき，夜間及び休日（平日の勤務時

間帯以外）を含めて必要な重大事故等

の対策を行う要員を非常招集できる

ように，アクセスルート等を検討する

とともに, 非常時対策組織要員の対

象者に対して計画的に通報連絡訓練

を実施する。 

(e)重大事故等対策を実施する要員

は，重大事故等対策時の対応や事故後

の復旧を迅速に実施するため，設備及

び事故時用の資機材等に関する情報

及び手順書並びにマニュアルが即時

に利用できるよう，平常時から保守点

検活動等を通じて準備し，それらの情

報及び手順書並びにマニュアルを用

いた事故時対応訓練を行う。 

それらの情報及び手順書並びにマ

ニュアルを用いて，事故時対応訓練を
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（39／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

八、ハ．（２）(i)(ｄ) 

（ハ）体制の整備 

重大事故等発生時において重大事

故等に対応するための体制として，以

下の方針に基づき整備する。 

１）重大事故等対策を実施する実施組

織及び実施組織に対して支援を行う

支援組織の役割分担及び責任者を定

め，指揮命令系統を明確にし，効果的

な重大事故等対策を実施し得る体制

を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災

害が発生するおそれがある場合又は

発生した場合に，事故原因の除去，原

子力災害の拡大防止及びその他の必

要な活動を迅速，かつ，円滑に行うた

め，再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，事象に応じて非常事態を発令

し，非常時対策組織の非常招集及び通

報連絡を行い，非常時対策組織を設置

して対処する。 

 非常時対策組織は，再処理施設内の

各工程で同時に重大事故等が発生し

た場合においても対応できるように

する。 

 再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，非常時対策組織本部の本部長

として，非常時対策組織の統括管理を

行い，責任を持って原子力防災の活動

方針を決定する。 

 非常時対策組織における指揮命令

系統を明確にするとともに，指揮者で

ある非常時対策組織本部の本部長（原

行うことで，設備資機材の保管場所，

保管状態を把握し，取扱いの習熟を図

るとともに，資機材等に関する情報及

び手順書の管理を実施する。 

 

５．１．４ 

（５）体制の整備 

重大事故等発生時において重大事

故等に対応するための体制として，以

下の方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施組

織及び支援組織の役割分担及び責任

者などを定め，指揮命令系統を明確に

し,効果的な重大事故等対策を実施し

得る体制を整備する。 

 

重大事故等を起因とする原子力災

害が発生するおそれがある場合又は

発生した場合に，事故原因の除去，原

子力災害の拡大防止及びその他の必

要な活動を迅速，かつ，円滑に行うた

め，再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，事象に応じて非常事態を発令

し，非常時対策組織の非常招集及び通

報連絡を行い，非常時対策組織を設置

して対処する。 

非常時対策組織は，再処理施設内の

各工程で同時に重大事故等に至るお

それのある事故が発生した場合にお

いても対応できるようにする。 

 再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，非常時対策組織本部の本部長

として，非常時対策組織の統括管理を

行い，責任を持って原子力防災の活動

方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令

系統を明確にするとともに，指揮者で

ある非常時対策組織本部の本部長（原

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本項目は重大事故等対処の活動にか

かる非常時対策組織の体制の整備に

ついて記載しており，非常時対策組織

における防護対象者に関しては，技術

的能力 1.0「アクセスルートの確保に

係る事項」及び「手順書の整備」並び

に技術的能力 1.1～1.14 にて整理す

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（40／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

子力防災管理者）が不在の場合は，あ

らかじめ定めた順位に従い，副原子力

防災管理者がその職務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部

長，再処理工場長，核燃料取扱主任者，

連絡責任者及び支援組織の各班長で

構成する非常時対策組織本部，重大事

故等対策を実施する実施組織，実施組

織に対して技術的助言を行う技術支

援組織及び実施組織が重大事故対策

に専念できる環境を整える運営支援

組織で構成する。 

 

 

 

 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時

発災の場合においては，非常時対策組

織本部の副本部長として燃料製造事

業部長及びＭＯＸ燃料加工施設の核

燃料取扱主任者を非常時対策組織本

部に加え，非常時対策組織本部の本部

長が両施設の原子力防災の方針を決

定する。 

 

 

平常運転時の体制下での運転，日常

保守点検活動の実施経験が非常時対

策組織での事故対応，復旧活動に活か

すことができ，組織が効果的に重大事

故等対策を実施できるように，専門性

及び経験を考慮した作業班の構成を

行う。 

 

 

 

 

子力防災管理者）が不在の場合は，あ

らかじめ定めた順位に従い，副原子力

防災管理者がその職務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部

長，再処理工場長，核燃料取扱主任者，

連絡責任者及び支援組織の各班長で

構成する非常時対策組織本部，重大事

故等対策を実施する実施組織，実施組

織に対して技術的助言を行う技術支

援組織及び実施組織が重大事故対策

に専念できる環境を整える運営支援

組織で構成する。 

非常時対策組織において，指揮命令

は非常時対策組織本部の本部長を最

上位に置き，階層構造の上位から下位

に向かってなされる。一方，下位から

上位へは，実施事項等が報告される。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時

発災の場合においては，非常時対策組

織本部の副本部長として燃料製造事

業部長及びＭＯＸ燃料加工施設の核

燃料取扱主任者を非常時対策組織本

部に加え，非常時対策組織本部の本部

長が両施設の原子力防災の方針を決

定する。非常時対策組織の構成を第

5.1.4－２表，非常時対策組織の体制

図を第 5.1.4－７，８図に示す。 

平常運転時の体制下での運転，日常

保守点検活動の実施経験が非常時対

策組織での事故対応，復旧活動に活か

すことができ，組織が効果的に重大事

故等対策を実施できるように，専門性

及び経験を考慮した作業班の構成を

行う。 

火災発生時の消火活動は，非常時対

策組織とは別組織の自衛消防組織（第

5.1.4－８図参照）のうち，消火班及び

消火専門隊が実施する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（41／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

２）非常時対策組織本部は，本部長，

副本部長，再処理工場長，核燃料取扱

主任者，連絡責任者及び支援組織の各

班長で構成し，緊急時対策所を活動拠

点として，施設状況の把握等の活動を

統括管理し，非常時対策組織の活動を

統括管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策時の非常時対策組織において，その

職務に支障をきたすことがないよう

に，独立性を確保する。核燃料取扱主

任者は，再処理施設の重大事故等対策

に関し保安監督を誠実，かつ，最優先

に行うことを任務とする。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策に係る手順書の整備に当たって，保

安上必要な事項について確認を行う。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）に重大事故等が発生した場合，核

燃料取扱主任者が保安の監督を誠実

に行うことができるように，非常時対

策組織要員は，通信連絡設備により必

要の都度，情報連絡（再処理施設の状

況，対策の状況）を行う。 

b．非常時対策組織本部は，本部長，副

本部長，再処理工場長，核燃料取扱主

任者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成し，緊急時対策所を活動拠点

として，施設状況の把握等の活動を統

括管理し，非常時対策組織の活動を統

括管理する。 

重大事故等対策時には支援組織要

員を中央制御室へ派遣し，再処理施設

や中央制御室の状況及び実施組織の

活動状況を非常時対策組織本部及び

支援組織に報告する。また，支援組織

の対応状況についても支援組織の各

班長より適宜報告されることから，常

に綿密な情報の共有がなされる。 

 あらかじめ定めた手順にしたがっ

て実施組織が行う重大事故等対策に

ついては，統括当直長（実施責任者）

の判断により自律的に実施し，非常時

対策組織本部及び支援組織に実施の

報告が上がってくることになる。 

 核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策時の非常時対策組織において，その

職務に支障をきたすことがないよう

に，独立性を確保する。核燃料取扱主

任者は，再処理施設の重大事故等対策

に関し保安監督を誠実， かつ， 最優

先に行うことを任務とする。 

 

 

 

 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）に重大事故等が発生した場合，核

燃料取扱主任者が保安の監督を誠実

に行うことができるように，非常時対

策組織要員は，通信連絡設備により必

要の都度，情報連絡（再処理施設の状

況，対策の状況）を行う。核燃料取扱
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（42／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

再処理施設の重大事故等対策に関

し保安上必要な場合, 核燃料取扱主

任者は, 得られた情報に基づき, 非

常時対策組織要員への指示並びに非

常時対策組織本部の本部長への意見

具申及び対策活動への助言を行う。 

非常時対策組織の機能を担う要員

の規模は，対応する事故の様相及び事

故の進展や収束の状況により異なる

が，それぞれの状況に応じて十分な対

応が可能な組織とする。 

３）実施組織は，当直（運転員）等に

より構成され，重大事故等対策を円滑

に実施できる体制とし，役割に応じて

責任者を配置する。 

実施組織は，統括当直長を実施責任

者とする。実施責任者（統括当直長）

は，重大事故等対策の指揮を執る。 

実施組織は，建屋対策班（各対策実

施の時間余裕の算出，可搬型計器の設

置を含む各建屋における対策活動の

実施，各建屋の対策の作業進捗管理並

びに各建屋周辺の線量率確認, 可搬

型設備の起動確認等），建屋外対応班

（屋外のアクセスルートの確保，貯水

槽から各建屋近傍までの水供給及び

可搬型重大事故等対処設備への燃料

補給，工場等外への放射性物質及び放

射線の放出抑制並びに航空機墜落火

災発生時の消火活動等），通信班（所内

携帯電話の使用可否の確認結果に応

じた可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシー

バ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

外用）の準備，確保及び設置），放射線

対応班（可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備及び

可搬型気象観測設備の設置，重大事故

主任者は得られた情報に基づき，再処

理施設の重大事故等対策に関し保安

上必要な場合は非常時対策組織要員

への指示並びに非常時対策組織本部

の本部長への意見具申及び対策活動

への助言を行う。 

 非常時対策組織の機能を担う要員

の規模は，対応する事故の様相及び事

故の進展や収束の状況により異なる

が，それぞれの状況に応じて十分な対

応が可能な組織とする。 

c．実施組織は，当直（運転員）等によ

り構成され，重大事故等対策を円滑に

実施できる体制とし，役割に応じて責

任者を配置する。 

(ａ) 実施組織 

実施組織は，統括当直長を実施責任

者とする。実施責任者（統括当直長）

は，重大事故等対策の指揮を執る。 

実施組織は，建屋対策班，建屋外対

応班，通信班，放射線対応班，要員管

理班及び情報管理班で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
7
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（43／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

等の対策に係る放射線及び放射能の

状況把握，管理区域退域者の身体サー

ベイ，実施組織要員の被ばく管理，制

御室への汚染の持込み防止措置等），

要員管理班（中央制御室内の中央安全

監視室にて，中央制御室内の要員把

握，建屋対策班の依頼に基づく各建屋

の対策作業の要員の割り当て等）及び

情報管理班（中央制御室内の中央安全

監視室にて，時系列管理表の作成，作

業進捗管理表の作成及び作業進捗の

管理，作業時間の管理，各建屋での対

策実施に係る時間余裕の集約及び作

業開始目安時間の集約）で構成する。 

また，建屋対策班は，地震を要因と

する全交流動力電源喪失による安全

機能の喪失又は安全系監視制御盤の

機能喪失の場合，対策活動に先立ち，

現場環境確認（屋内のアクセスルート

の確認），可搬型通話装置の設置及び

圧縮空気手動供給ユニットの弁操作

を行う。 

実施責任者（統括当直長）は，実施

組織の建屋対策班の各班長，通信班

長，放射線対応班長，要員管理班長及

び情報管理班長を任命し，重大事故等

対策の指揮を執るとともに，対策活動

の実施状況に応じ，支援組織に支援を

要請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又

はあらかじめ指名された者は，実施組

織の連絡責任者として，事象発生時に

おける対外連絡を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施責任者（統括当直長）は，実施

組織の建屋対策班の各班長，通信班

長，放射線対応班長，要員管理班長，

情報管理班長を任命し，重大事故等対

策の指揮を執るとともに，対策活動の

実施状況に応じ，支援組織に支援を要

請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又

はあらかじめ指名された者は，実施組

織の連絡責任者として，事象発生時に

おける対外連絡を行う。 

実施責任者（統括当直長）及び実施

責任者（統括当直長）が任命した各班

長は，制御建屋を活動拠点としている

が，制御建屋が使用できなくなる場合

には緊急時対策所に活動拠点を移す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（44／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 実施組織の各班の役割 

(ⅰ)建屋対策班は，制御建屋対策班，

前処理建屋対策班，分離建屋対策班，

精製建屋対策班，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋対策班，ガラス固化建

屋対策班，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋対策班及びＭＯＸ燃料加工施設対

策班で構成する。 

(ⅱ)建屋対策班は，各対策実施の時間

余裕の算出，可搬型計器の設置を含む

各建屋における対策活動の実施及び

各建屋の対策の作業進捗管理並びに

各建屋周辺の線量率確認及び可搬型

設備の起動確認等を行う。 

 また，地震を要因とする全交流動力

電源喪失による安全機能の喪失又は

安全系監視制御盤の機能喪失の場合

には，対策活動に先立ち，現場環境確

認（屋内のアクセスルートの確認），可

搬型通話装置の設置及び圧縮空気手

動供給ユニットの弁操作を行う。 

 なお，建屋対策班の詳細な役割をⅱ

項に示す。 

(ⅲ)建屋外対応班は，屋外のアクセス

ルートの確保，貯水槽から各建屋近傍

までの水供給及び可搬型重大事故等

対処設備への燃料補給を行うととも

に，工場等外への放射性物質及び放射

線の放出抑制並びに航空機墜落火災

発生時の消火活動を行う。 

(ⅳ)通信班は，中央制御室において，

所内携帯電話の使用可否の確認結果

に応じて，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型トランシー

バ（屋外用）の準備，確保及び設置を

行う。また，通信班は，通信連絡設備

設置完了後は要員管理班へ合流する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（45／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ)放射線対応班は，可搬型排気モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリン

グ設備及び可搬型気象観測設備の設

置，重大事故等の対策に係る放射線並

びに放射能の状況把握，管理区域退域

者の身体サーベイ, モニタリンクポ

スト等への代替電源給電，実施組織要

員の被ばく管理，制御室への汚染拡大

防止措置等を行う。 

 また，実施組織要員又は自衛消防組

織の消火班員若しくは消火専門隊員

に負傷者が発生した場合は，負傷者の

汚染検査（除染等を含む）を行い，そ

の結果とともに，負傷者を支援組織の

放射線管理班へ引き渡す。 

 (ⅵ)要員管理班は，中央制御室内の

中央安全監視室において，中央制御室

内の要員把握を行うとともに，建屋対

策班の依頼に基づき，中央制御室内の

対策作業員の中から各建屋の対策作

業の要員の割り当てを行う。 

 対策作業に先立ち実施する現場環

境確認のため，実施責任者（統括当直

長）の指示に基づき，対策作業員の中

から現場環境確認要員を確保する。 

 また，実施組織要員又は自衛消防組

織の消火班員若しくは消火専門隊員

に負傷者が発生した場合は，人命保護

を目的に速やかに負傷者の救護を行

い，汚染検査のため，実施組織の放射

線対応班へ引き渡す。 

 (ⅶ)情報管理班は，中央制御室内の

中央安全監視室において時系列管理

表の作成，作業進捗管理表の作成及び

作業進捗の管理，作業時間の管理，各

建屋での対策実施に係る時間余裕の

集約及び作業開始目安時間の集約を

行う。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（46／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．建屋対策班の要員ごとの役割 

(ⅰ) 地震を要因とする全交流動力電

源喪失による安全機能の喪失又は安

全系監視制御盤の機能喪失の場合 

建屋対策班の対策作業員は，建屋対

策班長の指示に基づき，対策実施の時

間余裕の算出，作業開始目安時間の算

出を行う。 

また，建屋対策班長は，対策作業に

先立ち実施する現場環境確認のため，

実施責任者（統括当直長）の指示に基

づき要員管理班が割り当てた要員に

対して現場環境確認（屋内のアクセス

ルートの確認），可搬型通話装置の設

置及び手動圧縮空気ユニットの弁操

作を指示する。 

建屋対策班の現場管理者は，初動対

応として，担当建屋近傍において，各

建屋周辺の線量率確認，可搬型発電

機，可搬型排風機及び可搬型空気圧縮

機の起動確認を行う。 

地震を要因とする溢水及び化学薬

品の漏えいに対しては，破損を想定す

る機器について耐震対策を実施する

ことにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する。 

しかしながら，現場環境確認時の建

屋対策班の対策作業員の防護装備に

ついては，現場環境が悪化している可

能性も考慮し，溢水，化学薬品の漏え

い等を考慮した装備とする。現場環境

確認により施設状況を把握した後の

建屋対策班の対策作業員の防護装備

については，手順書に定めた判断基準

に基づき適切な防護装備を選定し，建

屋対策班長と放射線対応班長が協議

の上，実施責任者（統括当直長）が判

断し，放射線防護装備を決定する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（47／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋対策班の現場管理者は，対策作

業員が実施した現場環境確認の結果

を通信設備を用いて建屋対策班長に

報告し，建屋対策班長は，その結果に

基づいて対策作業に使用するアクセ

スルートを決定するとともに，手順書

に基づいた対策作業の実施を建屋対

策班に指示する。 

 建屋対策班は，要員管理班に対して

対策作業に必要な作業員の確保を依

頼し，割り当てられた対策作業員によ

り対策作業を行う。 

 建屋対策班の現場管理者は，対策作

業開始後，担当建屋の作業状況を通信

設備を用いて建屋対策班長へ伝達す

るとともに，担当建屋の対策の作業進

捗管理を行う。また，建屋対策班の現

場管理者は，対策作業員に建屋対策班

長からの指示を伝達するともに，建屋

内の状況や作業進捗状況等の情報収

集を行う。対策作業員に係る汚染管理

として，各建屋入口にて対策作業員同

士による相互での身体サーベイを実

施するとともに，必要に応じ簡易な除

染又は養生により，管理区域外への汚

染拡大防止を図る。また，現場作業時

は，携行したサーベイメータにより線

量率を把握する。 

 建屋対策班長は，中央制御室内の中

央安全監視室において，現場管理者か

らの担当建屋内の状況や作業進捗状

況の報告に基づき，建屋内での作業状

況の把握及び実施責任者（統括当直

長）への作業進捗状況の報告を行う。 

(ⅱ)内的事象を要因とする安全機能

の喪失の場合 

内的事象を要因とする場合，上記と同

じ対応を行うが，建屋内の環境に変化
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（48／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
4
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はないので，現場環境確認（屋内のア

クセスルートの確認）は不要である。 

 動的機器の多重故障により発生す

る内的事象については，故障の判断の

後，動的機器の回復操作を試みるが，

１時間 30 分（地震を要因とする時の

現場環境確認に必要な時間）以内での

回復ができない場合には，実施責任者

（統括当直長）が安全機能の喪失と判

断し，重大事故等対策の作業を開始す

る。 

 ＭＯＸ燃料加工施設において重大

事故等が発生した場合，ＭＯＸ燃料加

工施設の当直長は，再処理施設の中央

制御室内の中央安全監視室において，

実施責任者（統括当直長）のもとＭＯ

Ｘ燃料加工施設対策班長として，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設における状況確認及

び活動状況の把握を行い，実施責任者

（統括当直長）への活動結果の報告を

行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設の対策はＭＯ

Ｘ燃料加工施設の当直（運転員）であ

る現場管理者，対策作業員が行う体制

とし，ＭＯＸ燃料加工施設対策班長が

再処理施設の制御建屋へ移動中は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の現場管理者が指

揮を代行する。 

 再処理施設において重大事故等が

発生した場合，再処理施設の要員で重

大事故対策が実施できる体制とし，必

要に応じてＭＯＸ加工施設の要員が

対策作業に加わる体制を整備する。 

 ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設

との同時発災において，両施設の重大

事故等の対策に係る指揮は実施責任

者（統括当直長）が行い，両施設の事

故状況に関わる情報収集や事故対策
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（49／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）支援組織として，実施組織に対し

て技術的助言を行う技術支援組織及

び実施組織が重大事故等対策に専念

できる環境を整える運営支援組織を

設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援

組織要員は，非常時対策組織本部の本

部長の指示に基づき中央制御室へ派

遣する者を除き，緊急時対策所を活動

拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設のそれぞれの必要要員を確保

することにより，両施設の同時発災時

においても，重大事故等対応を兼務し

て対応できる体制を整備する。 

技術支援組織は，施設ユニット班

（実施組織が行う重大事故等の対応

の進捗を確認，事象進展の制限時間等

に関する施設状況の把握，重大事故等

の対応の進捗に応じた要員配置に関

する助言，実施組織の要請に基づく追

加の資機材の手配等），設備応急班（施

設ユニット班の収集した情報又は現

場確認結果に基づく設備の機能喪失

の原因及び破損状況を把握，応急復旧

対策を検討及び実施等）及び放射線管

理班（再処理施設内外の放射線及び放

の検討等を行うことにより，情報の混

乱や指揮命令が遅れることのない体

制を整備する。 

 ＭＯＸ燃料加工施設のみに重大事

故等が発生した場合，実施責任者（統

括当直長）は，運転手順書に基づき再

処理施設の各工程を停止する操作を

開始し，再処理施設を安全が確保でき

る状態に移行する。 

 実施組織の構成を第 5.1.4－３表に

示す。 

d．支援組織として，実施組織に対して

技術的助言を行う技術支援組織及び

実施組織が重大事故等対策に専念で

きる環境を整える運営支援組織を設

ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援

組織要員は，非常時対策組織の本部長

の指示に基づき中央制御室へ派遣す

る者を除き，緊急時対策所を活動拠点

とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設のそれぞれの必要要員を確保

することにより，両施設の同時発災時

においても，重大事故等対応を兼務し

て対応できる体制を整備する。 

(a) 技術支援組織 

技術支援組織は，施設ユニット班，

設備応急班及び放射線管理班で構成

する。 

ⅰ．施設ユニット班は，運転部長又は

代行者を班長とし，実施組織が行う重

大事故等の対応の進捗を確認すると

ともに，事象進展の制限時間等に関す

る施設状況を詳細に把握し，重大事故

等の対応の進捗に応じた要員配置に

関する助言，実施組織の要請に基づく

追加の資機材の手配を行う。また，設
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（50／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

射能の状況把握，影響範囲の評価，非

常時対策組織本部要員及び支援組織

要員の被ばく管理，緊急時対策建屋へ

の汚染の持込み防止措置等）で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営支援組織は，総括班（支援組織

の各班が収集した発生事象に関する

情報の集約, 各班の情報の整理並び

に社内外関係機関への通報連絡及び

支援組織の運営），総務班（事業所内通

話制限，事業所内警備，避難誘導，点

呼，安否確認取りまとめ，負傷の程度

に応じた負傷者の応急処置，外部から

備応急班が行う応急復旧対策の検討

及び実施に必要な情報の収集及び応

急復旧対策の実施支援を行う。 

ⅱ．設備応急班は，保全技術部長又は

代行者を班長とし，施設ユニット班の

収集した情報又は現場確認結果に基

づき，設備の機能喪失の原因及び破損

状況を把握し，応急復旧対策を検討及

び実施する。 

ⅲ．放射線管理班は，放射線管理部長

又は代行者を班長とし，再処理施設内

外の放射線並びに放射能の状況把握，

影響範囲の評価，非常時対策組織本部

要員及び支援組織要員の被ばく管理，

緊急時対策建屋への汚染拡大防止措

置等を行う。 

支援組織の放射線管理班は，実施組

織要員又は自衛消防組織の消火班若

しくは消火専門隊に負傷者が発生し

た場合，実施組織の放射線対応班によ

り実施された汚染検査（除染等を含

む）の結果（汚染の有無等）を受領し，

２次搬送先（外部医療機関）へ汚染の

有無等の情報を伝達する。また，非常

時対策組織本部要員又は支援組織要

員に負傷者が発生した場合は，負傷者

の汚染検査（除染等を含む）を行い，

２次搬送先（外部医療機関）へ汚染の

有無等の情報を伝達する。 

(b)運営支援組織 

運営支援組織は，総括班，総務班，

広報班及び防災班で構成する。 

ⅰ．総括班は，技術部長又は代行者を

班長とし，発生事象に関し，支援組織

の各班が収集した情報を集約，整理す

るとともに社内外関係機関への通報

連絡及び支援組織の運営を行う。 

ⅱ．総務班は，再処理計画部長又は代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
7
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（51／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の資機材調達及び輸送並びに食料，水

及び寝具の配布管理），広報班（総括班

が集約した情報等を基に，報道機関及

び地域住民への広報活動に必要な情

報を収集，報道機関及び地域住民に対

する対応）及び防災班（可搬型重大事

故等対処設備を含む防災資機材の配

布，公設消防及び原子力防災専門官等

の社外関係機関の対応並びに緊急時

対策所の設備操作）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，警戒事象（その時点では，公

衆への放射線による影響やそのおそ

れが緊急のものではないが，原子力災

害対策特別措置法（以下「原災法」と

いう。）第 10 条第１項に基づく特定

事象に至るおそれがある事象）におい

ては警戒事態を，特定事象が発生した

場合には第１次緊急時態勢を，第 15

条第１項に該当する事象が発生した

場合には第２次緊急時態勢を発令し，

非常時対策組織要員の非常招集及び

通報連絡を行い，非常時対策組織を設

置する。その中に再処理事業部長（原

子力防災管理者）を本部長とする非常

時対策組織本部，実施組織及び支援組

織を設置し，重大事故等対策を実施す

る。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

行者を班長とし，事業所内通話制限，

事業所内警備，避難誘導，点呼，安否

確認取りまとめ，負傷の程度に応じた

負傷者の応急処置，外部からの資機材

の調達，輸送，食料，水及び寝具の配

布管理を行う。 

ⅲ．広報班は，報道部長又は代行者を

班長とし，総括班が集約した情報等を

基に，報道機関及び地域住民への広報

活動に必要な情報を収集し，報道機関

及び地域住民に対する対応を行う。 

ⅳ．防災班は，防災管理部長又は代行

者を班長とし，可搬型重大事故等対処

設備を含む防災資機材の配布，公設消

防及び原子力防災専門官等の社外関

係機関の対応並びに緊急時対策所の

設備操作を行う。 

支援組織の構成を第 5.1.4－4 表に

示す。 

e．再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，警戒事象（その時点では，公

衆への放射線による影響やそのおそ

れが緊急のものではないが，原災法第

10 条第１項に基づく特定事象に至る

おそれがある事象）においては警戒事

態を，特定事象が発生した場合には第

１次緊急時態勢を，原災法第 15 条第

１項に該当する事象が発生した場合

には第２次緊急時態勢を発令し，非常

時対策組織要員の非常招集及び通報

連絡を行い，非常時対策組織を設置す

る。その中に再処理事業部長（原子力

防災管理者）を本部長とする非常時対

策組織本部，実施組織及び支援組織を

設置し，重大事故等対策を実施する。 

 

 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（52／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

外）において，重大事故等が発生した

場合でも，速やかに対策を行えるよう

に，再処理事業所内に必要な重大事故

等に対処する要員を常時確保する。 

 

非常時対策組織（全体体制）が構築

されるまでの間，宿直している非常時

対策組織本部の本部長代行者（副原子

力防災管理者）の指揮の下，非常時対

策組織本部要員（宿直者及び電話待機

者），支援組織要員（当直員及び宿直

者）及び実施組織要員（当直員及び宿

直者）による初動体制を確保し，迅速

な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速

に対応するため，再処理施設の重大事

故等に対処する非常時対策組織（初動

体制）の要員として，統括管理及び全

体指揮を行う非常時対策組織本部の

本部長代行者（副原子力防災管理者）

１人，社内外関係各所への通報連絡に

係る連絡補助を行う連絡責任補助者

２人，電話待機する再処理施設の核燃

料取扱主任者１人，電話待機するＭＯ

Ｘ燃料加工施設の核燃料取扱主任者

１人，支援組織要員 12 人，実施組織

要員 185 人の合計 202 人を確保す

る。 

非常時対策組織（初動体制）の非常

時対策組織本部の本部長代行者（副原

子力防災管理者）１人，社内外関係各

所への通報連絡に係る連絡補助を行

う連絡責任補助者２人，重大事故等へ

の対処に係る情報の把握及び社内外

関係各所への通報連絡に係る役割を

持つ支援組織要員４人，防災班８人，

建屋外対応班の班員２人，制御建屋対

策班の対策作業員 10 人は，夜間及び

外）において，重大事故等が発 

生した場合でも，速やかに対策を行え

るよう，再処理事業所内に必要な重大

事故等に対処する要員を常時確保す

る。 

非常時対策組織（全体体制）が構築

されるまでの間，宿直している非常時

対策組織本部の本部長代行者（副原子

力防災管理者）の指揮の下，非常時対

策組織本部要員（宿直者及び電話待機

者），支援組織要員（当直員及び宿直

者）及び実施組織要員（当直員及び宿

直者）による初動体制を確保し，迅速

な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速

に対応するため，再処理施設の重大事

故等に対処する非常時対策組織（初動

体制）の要員として，統括管理及び全

体指揮を行う非常時対策組織本部の

本部長代行者（副原子力防災管理者）

１人，社内外関係各所への通報連絡に

係る連絡補助を行う連絡責任補助者

２人，電話待機する再処理施設の核燃

料取扱主任者１人，電話待機するＭＯ

Ｘ燃料加工施設の核燃料取扱主任者

１人，支援組織要員 12 人，実施組織

要員 185人の合計 202人を確保する。 

 

非常時対策組織（初動体制）の非常

時対策組織本部の本部長代行者（副原

子力防災管理者）１人，社内外関係各

所への通報連絡に係る連絡補助を行

う連絡責任補助者２人，重大事故等へ

の対処に係る情報の把握及び社内外

関係各所への通報連絡に係る役割を

持つ支援組織要員４人，防災班８人，

建屋外対応班の班員２人，制御建屋対

策班の対策作業員 10 人は，夜間及び
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（53／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

休日（平日の勤務時間帯以外）におけ

る宿直及び当直とする。 

 

 

非常時対策組織本部及び支援組織

の当直員及び宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統括

当直長）の連絡を受け，緊急時対策所

に移動し，非常時対策組織の初動体制

を立ち上げ，施設状態の把握及び社内

外関係各所への通報連絡を行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統括

当直長）の連絡を受け，中央制御室へ

移動し，重大事故等対策を実施する。 

重大事故等が発生した場合に速や

かに対応するため，再処理施設の重大

事故等に対処する非常時対策組織の

実施組織について, 実施責任者（統括

当直長）１人，建屋対策班長７人，現

場管理者６人，要員管理班３人，情報

管理班３人，通信班長１人，放射線対

応班 15 人，建屋外対応班 20 人，再

処理施設の各建屋対策作業員 105 人

の合計 161 人で対応を行う。ＭＯＸ

燃料加工施設の重大事故等に対処す

る非常時対策組織の実施組織につい

ては，建屋対策班長１人，ＭＯＸ燃料

加工施設現場管理者１人，ＭＯＸ燃料

加工施設情報管理班長１人，放射線対

応班２人，建屋対策作業員 16 人の合

計 21 人で対応を行う。また，予備要

員として再処理施設に３人を確保す

る。再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設

が同時に発災した場合には，それぞれ

の施設の実施組織要員 182 人で重大

事故対応を行う。再処理施設は，夜間

及び休日を問わず，予備要員を含め

休日（平日の勤務時間帯以外）におけ

る宿直及び当直とする。 

宿直者の構成を第 5.1.4－５表に示

す。 

非常時対策組織本部及び支援組織

の当直員及び宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統括

当直長）の連絡を受け，緊急時対策所

に移動し，非常時対策組織の初動体制

を立ち上げ，施設状態の把握及び社内

外関係各所への通報連絡を行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統括

当直長）の連絡を受け，中央制御室へ

移動し，重大事故等対策を実施する。 

重大事故等が発生した場合に速や

かに対応するため，再処理施設の重大

事故等に対処する非常時対策組織の

実施組織について， 実施責任者（統括

当直長）１人，建屋対策班長７人，現

場管理者６人，要員管理班３人，情報

管理班３人，通信班長１人，放射線対

応班 15人，建屋外対応班 20人，再処

理施設の各建屋対策作業員 105 人の

合計 161人で対応を行う。ＭＯＸ燃料

加工施設の重大事故等に対処する非

常時対策組織の実施組織については, 

建屋対策班長１人，ＭＯＸ燃料加工施

設現場管理者１人，ＭＯＸ燃料加工施

設情報管理班長１人，放射線対応班２

人，建屋対策作業員 16人の合計 21人

で対応を行う。また，予備要員として

再処理施設に３人を確保する。再処理

施設とＭＯＸ燃料加工施設が同時に

発災した場合には，それぞれの施設の

実施組織要員 182 人で重大事故対応

を行う。再処理施設は，夜間及び休日

を問わず，予備要員を含め 164人が駐
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（54／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

164 人が駐在し，ＭＯＸ燃料加工施設

では，夜間及び休日を問わず，21 人

が駐在する。両施設を合わせた実施組

織の必要要員数は 182 人で，これに

予備要員３人を加えた 185 人が夜間

及び休日を問わず駐在する。 

 

 

非常時対策組織（全体体制）につい

ては，事象発生後 24 時間を目途に緊

急時対策所にて支援活動等ができる

体制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に対

処している要員以外の非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員につい

ては，緊急連絡網等により非常招集連

絡を受けて参集拠点に参集する体制

とする。 

また，地震により通信障害が発生

し，緊急連絡網等による非常招集連絡

ができない場合においても，再処理施

設周辺地域（六ヶ所村）で震度６弱以

上の地震の発生により，再処理事業所

内にて重大事故等に対処している要

員以外の非常時対策組織本部要員及

び支援組織要員が参集拠点に自動参

集する体制とする。 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩

で約３時間 30 分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区

に設ける。 

 

 

実施組織要員については，緊急連絡

網等を活用して事象発生後 24 時間以

内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急

連絡網等による招集連絡ができない

在し，ＭＯＸ燃料加工施設では，夜間

及び休日を問わず，21人が駐在する。

両施設を合わせた実施組織の必要要

員数は 182人で，これに予備要員３人

を加えた 185 人が夜間及び休日を問

わず駐在する。重大事故等への対処に

係る要員配置を記載したタイムチャ

ートを第 5.1.4－９図に示す。 

非常時対策組織（全体体制）について

は，事象発生後 24 時間を目途に緊急

時対策所にて支援活動等ができる体

制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に

対処している要員以外の非常時対策

組織本部要員及び支援組織要員につ

いては，緊急連絡網等により非常招集

連絡を受けて参集拠点に参集する体

制とする。 

また，地震により通信障害が発生

し，緊急連絡網等による非常招集連絡

ができない場合においても，再処理施

設周辺地域（六ヶ所村）で震度６弱以

上の地震の発生により，再処理事業所

内にて重大事故等に対処している要

員以外の非常時対策組織本部要員及

び支援組織要員が参集拠点に自動参

集する体制とする。 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩

で約３時間 30 分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区

に設ける。六ヶ所村尾駮地区から緊急

時対策所までのルートを第 5.1.4－10

図に示す。 

実施組織要員については，緊急連絡

網等を活用して事象発生後 24 時間以

内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急

連絡網等による招集連絡ができない
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（55／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

場合においても，事象発生時以降に勤

務予定の当直(運転員)は, 再処理施

設周辺地域（六ヶ所村）で震度６弱以

上の地震が発生した場合，参集拠点に

自動参集する体制とする。 

参集拠点には，災害時にも使用可能

な通信連絡設備を整備し，これを用い

て再処理施設の情報を入手し，必要に

応じて交替要員を再処理施設へ派遣

する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様に危険性を有す

る新感染症等の発生に備えた体制管

理を行う。重大事故等の対策を行う要

員を確保できなくなるおそれがある

場合には，交替要員を呼び出すことに

より要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充

の見込みが立たない場合は，統括当直

長(実施責任者)の判断のもと，運転手

順書に基づき再処理施設の各工程を

停止する操作を実施し，再処理施設を

安全が確保できる状態に移行する。 

また，あらかじめ定めた連絡体制に

基づき，夜間及び休日（平日の勤務時

間帯以外）を含めて必要な重大事故等

の対策を行う要員を非常招集できる

ように，アクセスルート等を検討する

とともに，非常時対策組織要員の対象

者に対して計画的に通報連絡訓練を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

場合においても，事象発生時以降に勤

務予定の当直（運転員）は再処理施設

周辺地域（六ヶ所村）で震度６弱以上

の地震が発生した場合には，参集拠点

に自動参集する体制とする。 

参集拠点には，災害時にも使用可能

な通信連絡設備を整備し，これを用い

て再処理施設の情報を入手し，必要に

応じて交替要員を再処理施設へ派遣

する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様の危険性を有す

る新感染症等の発生に備えた体制管

理を行う。重大事故等の対策を行う要

員を確保できなくなるおそれがある

場合には，交替要員を呼び出すことに

より要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充

の見込みが立たない場合は，統括当直

長(実施責任者)の判断のもと，運転手

順書に基づき再処理施設の各工程を

停止する操作を実施し，再処理施設を

安全が確保できる状態に移行する。 

火災に対する消火活動については，

敷地内に駐在する自衛消防組織の消

火班に属する消火専門隊が実施する

体制を整備する。また，火災が発生し

た場合は，消火班員が必要に応じて消

火活動の支援を行う体制を整備する。 

再処理施設において重大事故等が

発生するおそれがある場合又は発生

した場合，再処理施設の重大事故等対

策の実施に影響を与える可能性を考

慮し，隣接施設の状況を共有する体制

を整備する。 

中央制御室のカメラの表示装置に

て，航空機落下による火災を確認した

場合は，実施責任者（統括当直長）の
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（56／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

６）再処理施設における重大事故等対

策の実施組織及び支援組織の機能は，

３）及び４）項に示す通り明確にする

とともに，責任者としてそれぞれ班長

を配置する。 

７）重大事故等対策の判断について

は, 全て再処理事業部にて行うこと

とし，非常時対策組織における指揮命

令系統を明確にするとともに，指揮者

である非常時対策組織本部の本部長

（原子力防災管理者）が欠けた場合に

備え，代行者としての副原子力防災管

理者をあらかじめ代行順位を定め明

確にする。また，非常時対策組織の実

施組織及び支援組織の各班長並びに

実施責任者（統括当直長）についても，

代行者と代行順位をあらかじめ明確

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示に基づき，実施組織の建屋外対応

班による消火活動を実施する。 

 ｆ．再処理施設における重大事故等

対策の実施組織及び支援組織の機能

は，ｃ，ｄ項に示す通り明確にすると

ともに，責任者としてそれぞれ班長を

配置する。 

g．重大事故等対策の判断については

全て再処理事業部にて行うこととし，

非常時対策組織における指揮命令系

統を明確にするとともに，指揮者であ

る非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）が欠けた場合に備え，

代行者として副原子力防災管理者を

あらかじめ定め明確にする。また，非

常時対策組織の実施組織及び支援組

織の各班長並びに実施責任者（統括当

直長）についても，代行者と代行順位

をあらかじめ明確にする。 

非常時対策組織本部の本部長は，非

常時対策組織の統括管理を行い，責任

を持って，原子力防災の活動方針の決

定を行う。 

非常時対策組織本部の本部長が欠

けた場合は，副原子力防災管理者が，

あらかじめ定めた順位に従い代行す

る。 

非常時対策組織の実施組織及び支

援組織の各班長が欠けた場合には，同

じ機能を担務する下位の要員が代行

するか，又は上位の職位の要員が下位

の職位の要員の職務を兼務すること

とし，具体的な代行者の配置について

は上位の職位の要員が決定すること

をあらかじめ定める。 

実施責任者（統括当直長）が欠けた

場合は，統括当直長代理が代務に当た

ることをあらかじめ定める。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（57／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

８）非常時対策組織要員が実効的に活

動するための施設及び設備等を整備

する。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織及び支援組織が定められ

た役割を遂行するために，関係各所と

の連携を図り，迅速な対応により事故

対応を円滑に実施することが必要と

なることから，以下の施設及び設備を

整備する。 

実施組織は，中央制御室，中央制御

室内の中央安全監視室，現場及び緊急

時対策所間の連携を図るため，所内携

帯電話の使用可否の確認結果により，

可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用）等を整備する。 

 

支援組織は，再処理施設内外と通信

連絡を行い，関係各所と連携を図るた

めの統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備等（テレビ会議

システムを含む）を備えた緊急時対策

所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した

場合でも，迅速な現場への移動，操作

及び作業を実施し，作業内容及び現場

状況の情報共有を実施できるように

可搬型照明を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９）支援組織は，再処理施設の状態

及び重大事故等対策の実施状況につ

h．非常時対策組織要員が実効的に活

動するための施設及び設備等を整備

する。 

重大事故等が発生した場合，実施組

織及び支援組織が定められた役割を

遂行するために，関係各所との連携を

図り，迅速な対応により事故対応を円

滑に実施することが必要となること

から，以下の施設及び設備を整備す

る。 

実施組織は，中央制御室，中央制御

室内の中央安全監視室，現場及び緊急

時対策所間の連携を図るため，所内携

帯電話の使用可否を確認し，その結果

に基づき，可搬型衛星電話（屋外用），

可搬型トランシーバ（屋内用）等を整

備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信

連絡を行い，関係各所と連携を図るた

めの統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備等（テレビ会議

システムを含む。）を備えた緊急時対

策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した

場合でも，迅速な現場への移動，操作

及び作業を実施し，作業内容及び現場

状況の情報共有を実施するため可搬

型照明を整備する。 

これらは，重大事故等対策時におい

て，初期に使用する施設及び設備であ

り，これらの施設又は設備を使用する

ことによって再処理施設の状態を確

認し，必要な社内外関係機関への通報

連絡を行う。 

また重大事故等対策のため，夜間に

おいても速やかに現場へ移動する。 

i．支援組織は，再処理施設の状態及び

重大事故等対策の実施状況について，
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（58／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
5
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

いて，全社対策本部，国，関係地方公

共団体等の社内外関係機関への通報

連絡が実施できるように衛星電話設

備及び統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備等を配備し，広

く情報提供を行う。 

10）重大事故等発生時に，社外からの

支援を受けることができるように支

援体制を整備する。外部からの支援計

画を定めるために，あらかじめ支援を

受けることができるようにプラント

メーカ，協力会社，燃料供給会社及び

他の原子力事業者等関係機関との重

大事故等発生時の支援活動に係る覚

書又は協定等の締結を行う。 

非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）は，再処理施設におい

て，警戒事象が発生した場合には警戒

態勢を，特定事象が発生した場合には

第１次緊急時態勢を，原災法第 15 条

第１項に該当する事象が発生した場

合には第２次緊急時態勢を発令する

とともに社長へ直ちにその旨を連絡

する。 

報告を受けた社長は，事業所外部か

らの支援を受けることができるよう，

警戒事象が発生した場合には全社に

おける警戒態勢を，特定事象が発生し

た場合には全社における第１次緊急

時態勢を，原災法第 15 条第１項に該

当する事象が発生した場合には全社

における第２次緊急時態勢を直ちに

発令し，全社対策本部の要員を非常招

集する。 

社長は，全社における警戒態勢，第

１次緊急時態勢又は第２次緊急時態

勢を発令した場合，速やかに事務建屋

に全社対策本部を設置し，全社対策本

全社対策本部，国，関係地方公共団体

等の社内外関係機関への通報連絡が

実施できるように衛星電話設備及び

統合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備等を配備し，広く情報

提供を行う。 

j．重大事故等発生時に，社外からの支

援を受けることができるように支援

体制を整備する。外部からの支援計画

を定めるために，あらかじめ支援を受

けることができるようにプラントメ

ーカ，協力会社，燃料供給会社及び他

の原子力事業者との重大事故等発生

時の支援活動に係る覚書又は協定等

の締結を行う。 

非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）は，再処理施設におい

て，警戒事象が発生した場合には警戒

態勢を，特定事象が発生した場合には

第１次緊急時態勢を，原災法第 15 条

第１項に該当する事象が発生した場

合には第２次緊急時態勢を発令する

とともに社長へ直ちにその旨を連絡

する。 

報告を受けた社長は，警戒事象が発

生した場合には全社における警戒態

勢を，特定事象が発生した場合には全

社における第１次緊急時態勢を，原災

法第 15 条第１項に該当する事象が発

生した場合には全社における第２次

緊急時態勢を直ちに発令し，全社対策

本部の要員を非常招集する。 

 

 

社長は，全社における警戒態勢，第

１次緊急時態勢又は第２次緊急時態

勢を発令した場合，速やかに事務建屋

に全社対策本部を設置し，全社対策本
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（59／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

部の本部長としてその職務を行う。社

長が不在の場合は，あらかじめ定めた

順位に従い，副社長及び社長が指名す

る役員がその職務を代行する。 

全社対策本部は，全社体制で非常時

対策組織が重大事故等対策に専念で

きるように技術面及び運用面で支援

する。 

全社対策本部は，原子力事業所災害

対策支援拠点の設置を行うとともに，

プラントメーカ，協力会社，燃料供給

会社及び他の原子力事業者等関係機

関と連携して技術的な支援が受けら

れる体制を整備する。 

全社対策本部の本部長は，全社対策

本部の各班等を指揮し，非常時対策組

織の行う応急措置の支援を行うとと

もに，必要に応じ全社活動方針を示

す。また，原子力規制庁緊急時対応セ

ンターの対応要員を指名し，指名され

た対応要員は，原子力規制庁緊急時対

応センターに対して各施設の状況，支

援の状況を説明するとともに，質問対

応等を行う。 

全社対策本部は，事務局（全社対策

本部の運営，非常時対策組織との情報

連絡, 社外からの問合せ対応を含む

社外との情報連絡の総括，非常時対策

組織が実施する応急措置状況の把握，

全社対策本部の本部長への報告及び

全社対策本部の本部長の活動方針に

基づく関係各設備の応急措置に対す

る指導又は助言），電力対応班（プラン

トメーカ，協力会社，燃料供給会社及

び他の原子力事業者等関係機関への

協力要請並びにそれらの受入れ対応，

原子力事業所災害対策支援拠点の運

営），放射線情報収集班（非常時対策組

部の本部長としてその職務を行う。社

長が不在の場合は，あらかじめ定めた

順位に従い，副社長及び社長が指名す

る役員がその職務を代行する。 

全社対策本部は，非常時対策組織が

重大事故等対策に専念できるように

技術面及び運用面で支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

全社対策本部の本部長は，全社対策

本部の各班等を指揮し，非常時対策組

織の行う応急措置の支援を行うとと

もに，必要に応じ全社活動方針を示

す。また，原子力規制庁緊急時対応セ

ンターの対応要員を指名し，指名され

た対応要員は，原子力規制庁緊急時対

応センターに対して各施設の状況，支

援の状況を説明するとともに，質問対

応等を行う。 

全社対策本部の事務局は，全社対策

本部の運営，非常時対策組織との情報

連絡及び社外との情報連絡の総括を

行う。社外からの問合せ対応にあた

り，各施設の情報（回答）は再処理事

業部の連絡員を通じて非常時対策組

織より入手する。 

全社対策本部の事務局は，非常時対

策組織が実施する応急措置状況を把

握し，全社対策本部の本部長に報告す

るとともに，必要に応じ全社対策本部

の本部長の活動方針に基づき，関係各

設備の応急措置に対し，指導又は助言

を行う。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（60／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

織の支援組織の放射線管理班が実施

する放射線影響範囲の推定及び評価

結果の把握並びに全社対策本部の本

部長への報告及び非常時対策組織の

支援組織の放射線管理班が実施する

放射線防護上の措置について必要に

応じた支援），総務班（当社従業員等の

安否の状況の確認, 非常時対策組織

の支援組織の総務班が実施する避難

誘導状況の把握並びに必要に応じた

非常時対策組織の支援組織の総務班

と協力して行う再処理事業部以外の

人員に係る避難誘導活動，負傷者発生

に伴い非常時対策組織の支援組織の

総務班が実施する緊急時救護活動状

況の把握及び必要に応じた指導又は

助言，非常時対策組織の支援組織の総

務班から社外の医療機関への搬送，治

療の手配の依頼を受けた場合の関係

機関への依頼），広報班（記者会見，当

社施設見学者の避難誘導及びオフサ

イトセンター広報班等との連携），東

京班（国，電気事業連合会及び報道機

関対応）及び青森班（青森県及び報道

機関対応）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全社対策本部の電力対応班は，プラ

ントメーカ，協力会社，燃料供給会社

及び他の原子力事業者への協力要請

並びにそれらの受入れ対応，支援拠点

の運営を行う。 

全社対策本部の放射線情報収集班

は，非常時対策組織の支援組織の放射

線管理班が実施する放射線影響範囲

の推定及び評価結果を把握し，全社対

策本部の本部長に報告する。 

放射線情報収集班は，非常時対策組

織の支援組織の放射線管理班が実施

する放射線防護上の措置について必

要に応じ支援を行う。 

全社対策本部の総務班は，全社対策

本部の本部長が必要と認めた場合に，

当社従業員等の安否の状況を確認し，

全社対策本部の本部長へ報告する。 

全社対策本部の総務班は，非常時対

策組織の支援組織の総務班が実施す

る避難誘導状況を把握し，必要に応じ

非常時対策組織の支援組織の総務班

と協力して再処理事業部以外の人員

に係る避難誘導活動を行う。 

全社対策本部の総務班は，負傷者発

生に伴い，非常時対策組織の支援組織

の総務班が実施する緊急時救護活動

状況を把握し，必要に応じ指導又は助

言を行う。 

全社対策本部の総務班は，非常時対

策組織の支援組織の総務班から社外

の医療機関への搬送及び治療の手配

の依頼を受けた場合は，関係機関へ依

頼する。 

全社対策本部の広報班は，記者会

見，当社施設見学者の避難誘導及びオ

フサイトセンター広報班等との連携

を行う。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（61／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

11）重大事故等発生後の中長期的な対

応が必要になる場合に備えて，全社対

策本部が中心となり，プラントメー

カ，協力会社，燃料供給会社及び他の

原子力事業者を含めた社内外の関係

各所と連携し，適切，かつ，効果的な

対応を検討できる体制を整備する。 

重大事故等への対応や作業が長期

間にわたる場合に備えて，機能喪失し

た設備の部品取替による復旧手段を

整備するとともに，主要な設備の取替

部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪

失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性物

質を含んだ水が発生した場合の対応

等について，事故収束対応を円滑に実

施するため，平常時から必要な対応を

検討できる協力体制を継続して構築

する。 

 

全社対策本部の東京班は，国，電気

事業連合会及び報道機関対応を行う。 

全社対策本部の青森班は，青森県及

び報道機関対応を行う。 

全社対策本部の構成を第 5.1.4－11

図に示す。 

ｋ．重大事故等発生後の中長期的な対

応が必要になる場合に備えて，全社対

策本部が中心となり，プラントメー

カ，協力会社，燃料供給会社及び他の

原子力事業者を含めた社内外の関係

各所と連携し，適切，かつ，効果的な

対応を検討できる体制を整備する。 

重大事故等への対応や作業が長期

間にわたる場合に備えて，機能喪失し

た設備の部品取替による復旧手段を

整備するとともに，主要な設備の取替

部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪

失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性物

質を含んだ汚染水が発生した場合の

対応等について，事故収束対応を円滑

に実施するため，平常時から必要な対

応を検討できる協力体制を継続して

構築する。 

ⅼ．全社対策本部は，再処理施設にお

いて重大事故等が発生した際に，当社

施設の六ヶ所ウラン濃縮工場加工施

設及び廃棄物埋設施設で同時期に事

象が発生した場合においても，ｊ.項

及びｋ.項に記載した対応を行う。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（62／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

5.1.4－２表 非常時対策組織の構成 

 

 

 

5.1.4－３表 実施組織の構成 

 
 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（63／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

5.1.4－４表 支援組織の構成 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（64／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

5.1.4－５表 宿直者の構成 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．０）（65／65） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
0
-
1
1
-
6
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

5.1.4－７図 非常時対策組織の 

体制図 

 

 

 

5.1.4－８図 非常時対策組織の初動

体制及び全体体制の構成 
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令和４年７月 15日 R22 

１．１ 臨界事故の拡大を防止するための手順等  

次頁以降の記載内容のうち、 の記載事項は、変更前（令和

２年７月 29日許可）からの変更箇所を示す。 

また、  の記載事項は、前回提出からの変更箇所を示す。 
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1.1.1 概要 

1.1.1.1 臨界事故の拡大防止対策 

（１）可溶性中性子吸収材を自動供給するための手順

臨界事故が発生した場合，未臨界に移行するため，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁又は代替可溶性中性子吸

収材緊急供給槽， 代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁及び代替可溶

性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁（以下 1.1.1 では「重大事故時

可溶性中性子吸収材供給系等」という。）により直ちに自動で臨界事

故が発生している機器に，可溶性中性子吸収材を重力流で供給する。

可溶性中性子吸収材は，臨界事故の発生を判定した時点を起点として

10 分以内に未臨界に移行するために必要な量の供給を完了する。 

また，未臨界を維持するため，中央制御室における緊急停止系の操

作によって，臨界事故が発生した機器を収納する建屋に応じ速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する。 

緊急停止系の操作は，実施責任者１人及び建屋対策班長１人の合計

２人で実施した場合，臨界事故の発生の判定から緊急停止操作スイッ

チの操作及び緊急停止操作スイッチの状態表示ランプの確認まで１分

以内で実施可能である。 

可溶性中性子吸収材の供給開始の確認は，実施責任者１人，建屋対

策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給弁又は代替可溶性中性子吸収材緊急

供給弁の開動作の確認により，臨界事故の発生の判定から３分以内で

実施可能である。 

未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認は，実施責任者
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１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施

した場合，臨界事故が発生した機器を収納したセル周辺の線量当量率

の計測により，臨界事故の発生の判定から45分以内で実施可能である。 

（２）臨界事故により発生する放射線分解水素を掃気するための手順

 臨界事故が発生した場合，溶液の放射線分解により発生する水素

（以下1.1.1では「放射線分解水素」という。）を掃気し，臨界事故が

発生した機器内の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止

し，可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）未満とし，これを維持す

るため，可搬型建屋内ホースを用いて一般圧縮空気系と臨界事故が発

生した機器を接続することで空気を供給する。 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気操作は，実施責任者

１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施

した場合，臨界事故の発生の判定から臨界事故が発生した機器への空

気供給準備完了まで40分以内で実施可能である。 

（３）貯留設備による放射性物質の貯留の手順

臨界事故が発生した場合，臨界事故により気相中に移行した放射性

物質の大気中への放出量を低減するため，廃ガス貯留槽に放射性物質

を含む気体を導出する。そのため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動で

開とするとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動し，廃ガ

ス貯留槽に放射性物質を含む気体を導出する。同時に，廃ガス処理設

備の流路を遮断するため，自動で廃ガス処理設備の隔離弁を閉止する。

精製建屋にあっては廃ガス処理設備の隔離弁の閉止に加え，自動で廃

ガス処理設備の排風機を停止する。 

放射性物質を含む気体を廃ガス貯留槽に導出完了後，せん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ
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ス処理系（プルトニウム系）（以下1.1.1では「廃ガス処理設備」とい

う。）を再起動し，高い除染能力が期待できる平常運転時の放出経路

に復旧する。 

廃ガス処理設備を用いて放出経路を復旧するための操作は，実施責

任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員４人の合計６人で

実施した場合，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完了か

ら廃ガス処理設備の排風機起動完了まで３分以内で実施可能である。

廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止するための操作は，廃ガス処理設

備の排風機起動操作に続けて，実施責任者１人，建屋対策班長１人及

び建屋対策班の班員４人の合計６人で実施した場合，廃ガス処理設備

の排風機起動操作後，５分以内で実施可能である。 

1.1.1.2 自主対策設備 

重大事故の対処を確実に実施するため安全機能を有する施設の機能，

相互関係を明確にした分析（以下 1.1.1 では「フォールトツリー分

析」という。）により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽出を行

った結果から，臨界事故が発生した場合の自主対策設備及び手順等を

以下のとおり整備する。なお，以下の対策は，重大事故等対処設備を

用いた対応に係る要員に加えて，対策を実施するための要員を確保可

能な場合に着手することとしているため，重大事故等対処設備を用い

た対処に悪影響を及ぼすことはない。 

（１） 可溶性中性子吸収材を手動供給するための手順

ａ．設  備 

臨界事故が発生した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系等
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による可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，可搬型可溶性中性

子吸収材供給器から可溶性中性子吸収材を手動供給する。 

  ｂ．手  順 

  可溶性中性子吸収材の手動供給の主な手順は以下のとおり。 

臨界事故が発生した場合，可搬型可溶性中性子吸収材供給器を臨界

事故が発生した機器に接続する配管に，供給ホースを用いて接続する。

また，可搬型可溶性中性子吸収材供給器の供給容器に可溶性中性子吸

収材を供給し，その後供給ポンプを手動で操作して，臨界事故が発生

した機器に可溶性中性子吸収材を供給する。 

 可溶性中性子吸収材の手動供給の操作は，実施責任者１人，建屋対

策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，臨

界事故の発生の判定から 35 分以内で実施可能である。 

可溶性中性子吸収材の供給後の未臨界への移行の成否判断及び未臨

界の維持の確認は，「1.1.1.1（１）可溶性中性子吸収材を自動供給す

るための手順」に兼ねる。 

（２）可溶性中性子吸収材緊急供給系から可溶性中性子吸収材を供給す

るための手順 

  ａ．設  備 

 溶解槽において臨界事故が発生した場合，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給系による可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，中央制

御室の安全系監視制御盤から手動による供給弁の開操作により，設計

基準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系

から溶解槽へ可溶性中性子吸収材を供給する。 

  ｂ．手  順 

  可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給の
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主な手順は以下のとおり。 

    溶解槽において臨界事故が発生した場合，中央制御室の安全系監視

制御盤から，可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁を手動で開とす

る。 

    溶解槽に対して実施する可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶

性中性子吸収材の供給は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建

屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，臨界事故の発生の判

定から５分以内で実施可能である。 

    可溶性中性子吸収材の供給後の未臨界への移行の成否判断及び未臨

界の維持の確認は，「1.1.1.1（１）可溶性中性子吸収材を自動供給す

るための手順」に兼ねる。 
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（2／15） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

方
針
目
的 

臨界事故が発生した場合に対して，未臨界に移行し，及び未臨界

を維持するための手順を整備する。 

また，臨界事故に伴い気相中に移行する放射性物質をセル内に設

置された配管の外部へ排出するための手順及び放射性物質の大気中

への放出による影響を緩和するための手順を整備する。 

 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給 

【可溶性中性子吸収材の自動供給の着手及び実施判

断】 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２

台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界の核分裂反

応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の

上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の

発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

と判定した場合，手順に着手する。 

【可溶性中性子吸収材の供給】 

臨界事故が発生した場合，未臨界に移行するた

め，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大事

故時可溶性中性子吸収材供給弁及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系配管・弁又は代替可溶性中性

子吸収材緊急供給槽，代替可溶性中性子吸収材緊急

供給弁及び代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配

管・弁により直ちに自動で臨界事故が発生している

機器に，可溶性中性子吸収材を重力流で供給する。 

【可溶性中性子吸収材の供給開始の確認】 

中央制御室の監視制御盤において，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給弁又は代替可溶性中性子吸収

材緊急供給弁が開となったことを確認することで，

臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材の供

給が開始されたことを確認する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給 

【緊急停止系の操作】 

未臨界を維持するため，中央制御室における緊急

停止系の操作によって，臨界事故が発生した機器を

収納する建屋に応じ速やかに固体状又は液体状の核

燃料物質の移送を停止する。 

【未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確

認】 

中性子線用サーベイメータ及びガンマ線用サーベ

イメータを用いて臨界事故が発生した機器を収納し

たセル周辺の線量当量率を計測し，線量当量率が平

常運転時程度まで低下したことにより未臨界への移

行の成否を判断し，未臨界の維持の確認を行う。線

量当量率の計測は，臨界事故による建屋内の線量率

の上昇を考慮し，可溶性中性子吸収材が自動供給さ

れた後に実施する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

臨
界
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気 

【臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気の

着手及び実施判断】 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２

台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界の核分裂反

応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の

上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の

発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

と判定した場合，手順に着手する。 

【一般圧縮空気系からの空気の供給】 

臨界事故が発生した場合に，溶液の放射線分解によ

り発生する水素（以下，第５表（2／15）では「放射

線分解水素」という。）を掃気し，臨界事故が発生し

た機器内の水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至る

ことを防止し，可燃限界濃度（ドライ換算４ｖｏｌ％）

未満とし，これを維持するため，可搬型建屋内ホース

を用いて一般圧縮空気系と臨界事故が発生した機器

を接続し，可搬型建屋内ホースに可搬型貯槽掃気圧縮

空気流量計を接続する。 

一般圧縮空気系の供給弁を操作し，臨界事故が発生

した機器に空気を供給する。この際の空気流量は，機

器によらず６ｍ３／ｈ[normal]以上とし，可搬型建屋

内ホースに設置している流量調節弁により流量を調

整する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により，臨界事故が

発生した機器に供給された空気の流量を計測する。 

【一般圧縮空気系からの空気の供給の成否判断】 

 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の指示値が   

６ｍ３／ｈ[normal]以上であることにより，一般圧縮

空気系からの空気の供給の成否を判断する。 

 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽（以下，第５表  

（2／15）では「廃ガス貯留槽」という。）による放

射性物質を含む気体の導出完了後，一般圧縮空気系の

供給弁を操作し，空気の供給を停止する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の着手及

び実施判断】 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２

台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界の核分裂反

応に伴って放出されるガンマ線による線量当量率の

上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の

発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

と判定した場合，手順に着手する。 

【廃ガス貯留槽への導出】 

臨界事故により気相中に移行した放射性物質の大

気中への放出量を低減するため，廃ガス貯留槽に放

射性物質を含む気体を導出する。そのため，廃ガス

貯留設備の隔離弁を自動で開とするとともに廃ガス

貯留設備の空気圧縮機を自動で起動し，廃ガス貯留

槽に放射性物質を含む気体を導出する。同時に，せ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）（以下，第５表（2／15）では「廃ガス処理設

備」という。）の流路を遮断するため，自動で廃ガ

ス処理設備の隔離弁を閉止する。精製建屋にあって

は廃ガス処理設備の隔離弁の閉止に加え，自動で廃

ガス処理設備の排風機を停止する。 

【廃ガス貯留槽への導出開始の確認】 

 廃ガス貯留槽へ放射性物質を含む気体の導出が開

始されたことを，中央制御室の監視制御盤におい

て，廃ガス貯留設備の圧力計の指示値の上昇，廃ガ

ス貯留槽入口に設置する廃ガス貯留設備の放射線モ

ニタの指示値の上昇及び廃ガス貯留設備の流量計の

指示値の上昇により確認する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【廃ガス処理設備による換気再開の実施判断】 

 放射性物質を含む気体を廃ガス貯留槽に導出完了

後，廃ガス処理設備を再起動し，高い除染能力が期

待できる平常運転時の放出経路に復旧する。 

廃ガス貯留槽への導出完了後に実施する廃ガス処

理設備への系統切替は，廃ガス貯留設備の圧力計の

指示値が 0.4ＭＰａ[gage]に達した場合とする。 

【廃ガス処理設備による換気再開】 

 中央制御室において，廃ガス処理設備の隔離弁を

開とするとともに，廃ガス処理設備の排風機を起動

して，高い除染能力が期待できる平常運転時の放出

経路に復旧する。 

 中央制御室において，廃ガス処理設備の排風機を

起動した後に，廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，

廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止する。 

【廃ガス処理設備による換気再開の成否判断】 

 放射性物質を含む気体の放出経路が平常運転時の

放出経路に復旧したことを，中央制御室の安全系監

視制御盤の排風機の運転表示及び溶解槽圧力計又は

廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値が負圧を示したこ

とにより確認する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

 排気モニタリング設備により，主排気筒から大気

中への放射性物質の放出状況を監視する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

臨界事故が発生した場合には，可溶性中性子吸収

材の自動供給の手順に従い，未臨界に移行し，及び

未臨界を維持する。 

また，臨界事故により発生する放射線分解水素の

掃気対策の手順に従い，機器の気相部における水素

濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止す

る。 

さらに，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留

の手順に従い，放射性物質の大気中への放出量を低

減する。 

自主対策設備を用いた対応の要員が確保できた場

合には，可溶性中性子吸収材の自動供給と並行し

て，自主対策設備※１を用いた対応を選択することが

できる。 

作
業
性 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。夜間においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備

を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作

業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作

業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に

応じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ば

く線量を可能な限り低減する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る

監視測定に関する手順については，第５表（13／

15）「監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全て

のプラント状況において使用することは困難であ

るが，プラント状況によっては，事故対応に有効

な設備（以下「自主対策設備」という。） 
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（2／15） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

方
針
目
的 

臨界事故が発生した場合に対して，未臨界に移行し，及び未臨界

を維持するための手順を整備する。 

また，臨界事故に伴い気相中に移行する放射性物質をセル内に設

置された配管の外部へ排出するための手順及び放射性物質の大気中

への放出による影響を緩和するための手順を整備する。 

 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給 

【可溶性中性子吸収材の自動供給の着手及び実施判

断】 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台

以上の臨界検知用放射線検出器が臨界の核分裂反応に

伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を

同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発生を仮

定する機器において，臨界事故が発生したと判定した

場合，手順に着手する。 

【可溶性中性子吸収材の供給】 

臨界事故が発生した場合，未臨界に移行するため，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給弁及び重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系配管・弁又は代替可溶性中性子吸収材緊

急供給槽，代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁及び代

替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁により直

ちに自動で臨界事故が発生している機器に，可溶性中

性子吸収材を重力流で供給する。 

【可溶性中性子吸収材の供給開始の確認】 

中央制御室の監視制御盤において，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給弁又は代替可溶性中性子吸収材緊

急供給弁が開となったことを確認することで，臨界事

故が発生した機器に可溶性中性子吸収材の供給が開始

されたことを確認する。 

 

 

708



 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給 

【緊急停止系の操作】 

未臨界を維持するため，中央制御室における緊急停

止系の操作によって，臨界事故が発生した機器を収納

する建屋に応じ速やかに固体状又は液体状の核燃料物

質の移送を停止する。 

【未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確

認】 

中性子線用サーベイメータ及びガンマ線用サーベイ

メータを用いて臨界事故が発生した機器を収納したセ

ル周辺の線量当量率を計測し，線量当量率が平常運転

時程度まで低下したことにより未臨界への移行の成否

を判断し，未臨界の維持の確認を行う。線量当量率の

計測は，臨界事故による建屋内の線量率の上昇を考慮

し，可溶性中性子吸収材が自動供給された後に実施す

る。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

臨
界
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気 

【臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気の着

手及び実施判断】 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台

以上の臨界検知用放射線検出器が臨界の核分裂反応に

伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を

同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発生を仮

定する機器において，臨界事故が発生したと判定した

場合，手順に着手する。 

【一般圧縮空気系からの空気の供給】 

臨界事故が発生した場合に，溶液の放射線分解によ

り発生する水素（以下「放射線分解水素」という。）

を掃気し，臨界事故が発生した機器内の水素濃度がド

ライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止し，可燃限界濃

度（ドライ換算４ｖｏｌ％）未満とし，これを維持す

るため，可搬型建屋内ホースを用いて一般圧縮空気系

と臨界事故が発生した機器を接続し，可搬型建屋内ホ

ースに可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計を接続する。 

一般圧縮空気系の供給弁を操作し，臨界事故が発生

した機器に空気を供給する。この際の空気流量は，機

器によらず６ｍ３／ｈ[normal]以上とし，可搬型建屋

内ホースに設置している流量調節弁により流量を調整

する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により，臨界事故が

発生した機器に供給された空気の流量を計測する。 

【一般圧縮空気系からの空気の供給の成否判断】 

 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の指示値が６ 

ｍ３／ｈ[normal]以上であることにより，一般圧縮空

気系からの空気の供給の成否を判断する。 

 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽（以下，第５－１表 

（2／15）では「廃ガス貯留槽」という。）による放

射性物質を含む気体の導出完了後，一般圧縮空気系の

供給弁を操作し，空気の供給を停止する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の着手及び

実施判断】 

異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台

以上の臨界検知用放射線検出器が臨界の核分裂反応に

伴って放出されるガンマ線による線量当量率の上昇を

同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発生を仮

定する機器において，臨界事故が発生したと判定した

場合，手順に着手する。 

【廃ガス貯留槽への導出】 

臨界事故により気相中に移行した放射性物質の大気

中への放出量を低減するため，廃ガス貯留槽に放射性

物質を含む気体を導出する。そのため，廃ガス貯留設

備の隔離弁を自動で開とするとともに廃ガス貯留設備

の空気圧縮機を自動で起動し，廃ガス貯留槽に放射性

物質を含む気体を導出する。同時に，せん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（以下，第

５－１表（2／15）では「廃ガス処理設備」とい

う。）の流路を遮断するため，自動で廃ガス処理設備

の隔離弁を閉止する。精製建屋にあっては廃ガス処理

設備の隔離弁の閉止に加え，自動で廃ガス処理設備の

排風機を停止する。 

【廃ガス貯留槽への導出開始の確認】 

 廃ガス貯留槽へ放射性物質を含む気体の導出が開始

されたことを，中央制御室の監視制御盤において，廃

ガス貯留設備の圧力計の指示値の上昇，廃ガス貯留槽

入口に設置する廃ガス貯留設備の放射線モニタの指示

値の上昇及び廃ガス貯留設備の流量計の指示値の上昇

により確認する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

対
応
手
段
等 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【廃ガス処理設備による換気再開の実施判断】 

 放射性物質を含む気体を廃ガス貯留槽に導出完了

後，廃ガス処理設備を再起動し，高い除染能力が期待

できる平常運転時の放出経路に復旧する。 

廃ガス貯留槽への導出完了後に実施する廃ガス処理

設備への系統切替は，廃ガス貯留設備の圧力計の指示

値が 0.4ＭＰａ[gage]に達した場合とする。 

【廃ガス処理設備による換気再開】 

 中央制御室において，廃ガス処理設備の隔離弁を開

とするとともに，廃ガス処理設備の排風機を起動し

て，高い除染能力が期待できる平常運転時の放出経路

に復旧する。 

 中央制御室において，廃ガス処理設備の排風機を起

動した後に，廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，廃ガ

ス貯留設備の空気圧縮機を停止する。 

【廃ガス処理設備による換気再開の成否判断】 

 放射性物質を含む気体の放出経路が平常運転時の放

出経路に復旧したことを，中央制御室の安全系監視制

御盤の排風機の運転表示及び溶解槽圧力計又は廃ガス

洗浄塔入口圧力計の指示値が負圧を示したことにより

確認する。 

【大気中への放射性物質の放出の状態監視】 

 排気モニタリング設備により，主排気筒から大気中

への放射性物質の放出状況を監視する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策 

臨界事故が発生した場合には，可溶性中性子吸収材

の自動供給の手順に従い，未臨界に移行し，及び未臨

界を維持する。 

また，臨界事故により発生する放射線分解水素の掃

気対策の手順に従い，機器の気相部における水素濃度

がドライ換算８ｖｏｌ％に至ることを防止する。 

さらに，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の

手順に従い，放射性物質の大気中への放出量を低減す

る。 

自主対策設備を用いた対応の要員が確保できた場合

には，可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，自

主対策設備※１を用いた対応を選択することができる。 

作
業
性 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することと

する。 

重大事故の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間においては，確実に運搬，移

動ができるように，ＬＥＤヘッドランプ及びＬＥＤ充

電式ライト等（以下「可搬型照明」という。）を配備

する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することと

する。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業

当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量

を可能な限り低減する。 
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1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

再
処
理
施
設
の
状
態
把
握 

大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る監

視測定に関する手順については，「第５－１表 重大

事故等対処における手順の概要（13／15）」にて整備

する。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全て

のプラント状況において使用することは困難であ

るが，プラント状況によっては，事故対応に有効

な設備（以下「自主対策設備」という。） 
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1. 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

【要求事項】 

  再処理事業者において、セル内において核燃料物質が臨界に達すること

を防止するための機能を有する施設において、再処理規則第１条の３第１

号に規定する重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる手順等が

適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

  一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な手順等 

  二 臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断す

るために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合

にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要

な手順等 

  三 臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩

和するために必要な手順等 

 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要

な手順等」とは、例えば、設計基準の要求により措置した設備とは異なる

中性子吸収材の貯槽への注入設備、溶液の回収・移送設備を作動させるた

めの手順等をいう。 

２ 第２号に規定する「臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管

の流路を遮断するために必要な手順等及び換気系統の配管内が加圧状態に

なった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するため

に必要な手順等」とは、例えば、換気系統（機器及びセル）の流路を閉止

するための閉止弁、密閉式ダンパ、セル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出するための設備を作動させるための手順等をいう。 
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３ 第３号に規定する「臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出

による影響を緩和するために必要な手順等」とは、例えば、セル換気系統

の有する機能及び性能のうち、事故に対応するために必要なものを代替す

る設備を作動させるための手順等をいう。 

４ 上記１から３までの手順等には、対策を実施するために必要となる電源、

補給水、施設の状態を監視するための手順等を含む。 

 

  臨界事故が発生した場合に対して，未臨界に移行し，及び未臨界を維持

するための対処設備を整備する。 

  また，臨界事故に伴い気相中に移行する放射性物質をセル内に設置され

た配管の外部へ排出するための対処手段及び放射性物質の大気中への放出

による影響を緩和するための対処手段を整備する。 

  ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

安全機能を有する施設は，通常時に想定される系統及び機器の単一

故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に

おいて，核燃料物質が臨界に達することがないようにするため，核的

に安全な形状にすること等の適切な措置を講じている。 

臨界事故が発生した場合において拡大を防止するため，未臨界に移

行し，及び未臨界を維持する必要がある。また，臨界事故が発生した

機器の気相部における水素濃度を低下させる必要があること及び臨界

事故による大気中への放射性物質の放出量を低減させる必要がある。 

これらの対処を行うために，フォールトツリー分析上で，想定する

故障等に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第

１－１図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手

段及び自主対策設備を選定する。 

   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでなく，

事業指定基準規則第三十四条及び「再処理施設の技術基準に関する規

則」（以下「技術基準規則」という。）第三十八条の要求事項を満足す

る設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との

関係を明確にする。 

【補足説明資料 1.1－１】 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，溶解槽における臨界事故は，燃料せ

ん断片の過装荷，溶解液中の核燃料物質濃度の上昇又は溶解用供給硝

酸の濃度が低下したことで発生し，設計基準において設置する可溶性
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中性子吸収材緊急供給回路の機能喪失により臨界事故が発生したこと

を検知できず，又は可溶性中性子吸収材緊急供給系の機能喪失により

溶解槽へ可溶性中性子吸収材が供給されずに臨界事故が継続すること

を仮定する。 

エンドピース酸洗浄槽における臨界事故では，せん断機からの過剰

な核燃料物質の移行により臨界事故が発生することを仮定する。 

ハル洗浄槽における臨界事故では，溶解用供給硝酸の供給不足，溶

解用供給硝酸の濃度の低下又は溶解槽溶解液温度の低下により使用済

燃料の溶解条件が悪化し，未溶解の使用済燃料がハル洗浄槽に移行さ

れたことで，臨界事故が発生することを仮定する。 

精製建屋の第５一時貯留処理槽における臨界事故は，プルトニウム

濃度の確認等における人為的な過失の重畳により，未臨界濃度を超え

るプルトニウムを含む溶液が第５一時貯留処理槽に移送されたことで，

臨界事故が発生することを仮定する。 

精製建屋の第７一時貯留処理槽における臨界事故は，プルトニウム

濃度の確認等における人為的な過失の重畳により，未臨界濃度を超え

るプルトニウムを含む溶液が第７一時貯留処理槽に移送されたことで，

臨界事故が発生することを仮定する。 

臨界事故が発生した場合においても対処が可能となるように重大事

故等対処設備を選定する。 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から選定した対

応手段及び技術的能力審査基準，事業指定基準規則第三十四条及び技

術基準規則第三十八条からの要求により選定した対応手段と，その対

応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

また，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備
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する手順の関係を第１－１表に整理する。 

 

  ⅰ．臨界事故の拡大防止対策の対応手段及び設備 

  (ｉ) 可溶性中性子吸収材の自動供給 

    第１－１図に示す設備又は手段の機能喪失により，臨界事故の発生

を防止する機能が喪失し，臨界事故が発生した場合に，未臨界に移行

し，及び未臨界を維持するため，臨界検知用放射線検出器により臨界

を検知し，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給弁及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・

弁又は代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給弁及び代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁（以下

「重大事故時可溶性中性子吸収材供給系等」という。）により直ちに

可溶性中性子吸収材を自動で供給する手段がある。 

    また，緊急停止系により固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停

止する手段がある。 

    臨界事故の発生後，中性子線用サーベイメータ及びガンマ線用サー

ベイメータ（以下「中性子線用サーベイメータ等」という。）により

臨界事故が発生した機器を収納したセル周辺の線量当量率を計測し，

未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認をする手段がある。 

    可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備は以下のとおり。（第

１－２表）。 

 

    溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ エンドピース酸洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 
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・ ハル洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

  代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 主配管・弁 

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース酸洗浄槽

用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース酸洗浄槽

用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（エンドピース

酸洗浄槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル洗浄槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（ハル洗浄槽

用） 

    精製建屋一時貯留処理設備 

・ 第５一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 第７一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

    重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一時貯留処理槽

用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留処理槽

用） 

720



 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（第５一時貯留

処理槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一時貯留処理槽

用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留処理槽

用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（第７一時貯留

処理槽用） 

    代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） 

・ 緊急停止系（前処理建屋用，電路含む） 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） 

・ 緊急停止系（前処理建屋用，電路含む） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） 

・ 緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

 

  (ⅱ) 可溶性中性子吸収材の手動供給 

    臨界事故が発生した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系等

による可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，可搬型可溶性中性

子吸収材供給器から可溶性中性子吸収材を手動供給する手段がある。 

    可溶性中性子吸収材の手動供給に使用する設備は以下のとおり（第

１－２表）。 

721



 

    溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ エンドピース酸洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ ハル洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

  分析設備 

・ 配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

    精製建屋一時貯留処理設備 

・ 第５一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 第７一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

 

  (ⅲ) 可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給 

    溶解槽において臨界事故が発生した場合，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給槽，代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁及び代替可溶性中性

子吸収材緊急供給系主配管・弁（以下「代替可溶性中性子吸収材緊急

供給系」という。）による可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，

中央制御室の安全系監視制御盤から手動による供給弁の開操作により，

設計基準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供

給系から溶解槽へ可溶性中性子吸収材を供給する手段がある。 

    可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給に

使用する設備は以下のとおり（第１－２表）。 
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    溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可溶性中性子吸収材緊急供給系（設計基準対象の施設と兼用） 

 

  (ⅳ) 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

    第１－１図に示す設備又は手段の機能喪失により，臨界事故の発生

を防止する機能が喪失し，臨界事故が発生した場合に，臨界事故が発

生した機器内の放射線分解水素を掃気する手段がある。 

    臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設備は以

下のとおり（第１－２表）。 

 

    溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ エンドピース酸洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ ハル洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

    精製建屋一時貯留処理設備 

・ 第５一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 第７一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

    代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） 

    重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） 
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    臨界事故時水素掃気系 

・ 可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル洗

浄槽用） 

・ 可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理

槽用） 

・ 機器圧縮空気供給 配管・弁（溶解設備）（設計基準対象の施設

と兼用） 

・ 機器圧縮空気供給 配管・弁（計測制御設備）（設計基準対象の

施設と兼用） 

・ 機器圧縮空気供給 配管・弁（精製建屋一時貯留処理設備）（設

計基準対象の施設と兼用） 

 

  (ⅴ) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

    第１－１図に示す設備又は手段の機能喪失により，臨界事故の発生

を防止する機能が喪失し，臨界事故が発生した場合に，せん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）（以下１.では「廃ガス処理設備」とい

う。）の流路を自動で遮断するとともに，廃ガス貯留設備の廃ガス貯

留槽（以下１.では「廃ガス貯留槽」という。）への流路を確立し，臨

界事故により気相中に移行した放射性物質を廃ガス貯留槽へ導出する

ことで貯留する手段がある。 

    また，放射性物質を廃ガス貯留槽に導出完了後，廃ガス処理設備に

よる換気を再開するため，廃ガス処理設備の流路を遮断している弁の

開操作を行い，排風機を再起動して，高い除染能力が期待できる平常

運転時の放出経路に復旧する手段がある。 
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    廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は以下のと

おり（第１－２表）。 

 

    廃ガス貯留設備（前処理建屋） 

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁 

・ 廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁 

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁 

    廃ガス貯留設備（せん断処理・溶解廃ガス処理設備） 

・ 凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

    廃ガス貯留設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備） 

 ・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用） 

    廃ガス貯留設備（高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設

備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 

 ・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用） 

    廃ガス貯留設備（精製建屋） 

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁 

・ 廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁 

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 
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・ 廃ガス貯留設備の配管・弁 

    廃ガス貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）） 

 ・ 凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

 ・ 主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

    廃ガス貯留設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス

処理設備） 

 ・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用） 

    廃ガス貯留設備（主排気筒） 

・ 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

    廃ガス貯留設備（低レベル廃液処理設備） 

    ・ 第１低レベル廃液処理系 

    代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） 

    重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） 

 

  (ⅵ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    可溶性中性子吸収材の自動供給のために使用する設備のうち，代替
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可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁及び代替可溶性中性子吸収材緊急

供給系主配管・弁，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故

時可溶性中性子吸収材供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁，代替可溶性中性

子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出器及び緊急停止系並び

に重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器

及び緊急停止系を常設重大事故等対処設備として設置する。 

    また，溶解設備の溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽並

びに精製建屋一時貯留処理設備の第５一時貯留処理槽及び第７一時貯

留処理槽を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則第三十四条及び技術基準規則第三

十八条に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，臨界事故が発生した場合に，未

臨界に移行し，及び未臨界を維持することができる。 

    臨界事故が発生した場合，可搬型可溶性中性子吸収材供給器から可

溶性中性子吸収材を手動供給する手段がある。 

    可溶性中性子吸収材の手動供給は，可溶性中性子吸収材の自動供給

に比べて，供給に要する時間が長く，また，作業に複数の作業員を要

するが，作業員の人数に余裕がある場合には有効な手段となる。この

ため，可溶性中性子吸収材の手動供給に使用する設備（1. ａ．(ｂ) 

ⅰ．(ⅱ)参照）を，重大事故等対処設備とは位置付けないが，自主対

策設備として位置付ける。 

    フォールトツリー分析の結果として，溶解槽において臨界事故が発
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生した場合には可溶性中性子吸収材緊急供給系から自動で可溶性中性

子吸収材が供給されることを期待しないが，供給できない理由が可溶

性中性子吸収材緊急供給回路の機能喪失のみである場合には，中央制

御室の安全系監視制御盤から手動により供給弁の開操作を実施するこ

とで未臨界に移行できる可能性がある。 

    この手段は，可溶性中性子吸収材の自動供給に比べて，中央制御室

において操作を要する作業となるため，供給に要する時間が長く，作

業人員に余裕がある場合には有効な手段となる。このため，可溶性中

性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給に使用する設

備（1. ａ．(ｂ) ⅰ．(ⅲ)参照）を，重大事故等対処設備とは位置付

けないが，自主対策設備として位置付ける。 

【補足説明資料 1.1－２】 

    臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設備のう

ち，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性中性

子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器を常設重大事故等対処設

備として設置する。 

    臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースを可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

    また，溶解設備の溶解槽，エンドピース酸洗浄槽及びハル洗浄槽，

精製建屋一時貯留処理設備の第５一時貯留処理槽及び第７一時貯留処

理槽並びに臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則第三十四条及び技術基準規則第三

十八条に要求される設備が全て網羅されている。 
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    以上の重大事故等対処設備により，機器内の放射線分解水素を掃気

することができる。 

    廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備のうち，廃

ガス貯留設備の隔離弁，廃ガス貯留設備の空気圧縮機，廃ガス貯留設

備の逆止弁，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽及び廃ガス貯留設備の配

管・弁並びに代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器を常設重大事故

等対処設備として設置する。 

    また，せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の凝縮器，高性能粒

子フィルタ，排風機，隔離弁及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の主配管，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主配管，主排気筒並びに低レベ

ル廃液処理設備の第１低レベル廃液処理系を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術

的能力審査基準，事業指定基準規則第三十四条及び技術基準規則第三

十八条に要求される設備が全て網羅されている。 

    以上の重大事故等対処設備により，廃ガス貯留設備による放射性物

質の貯留を行うことができる。 

 

  ⅱ．電源，空気，冷却水及び監視 

  (ｉ) 電源，空気，冷却水及び監視 

   １） 電源 
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     臨界事故は，内的事象の「動的機器の多重故障」の組み合わせに

より発生し，外部電源の喪失では異常が進展せず臨界事故が発生し

ないことから，事故発生の起因との関連で，外部電源の喪失を想定

しない。したがって，臨界事故への対処においては設計基準対象の

施設の電気設備を常設重大事故等対処設備として使用する。 

     臨界事故に対処するために電源を供給する設備は以下のとおり

（第１－２表）。 

 

    電気設備 

    受電開閉設備・受電変圧器 

・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用） 

    所内高圧系統 

・ 6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

    所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 460Ｖ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

    直流電源設備 

・ 第２非常用直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

    計測制御用交流電源設備 

・ 計測制御用交流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 
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【補足説明資料 1.1－５】 

   ２） 空気 

     臨界事故は，内的事象の「動的機器の多重故障」の組み合わせに

より発生し，圧縮空気設備の機能喪失では異常が進展せず臨界事故

が発生しないことから，事故発生の起因との関連で，圧縮空気設備

の機能喪失は想定しない。したがって，臨界事故への対処において

は設計基準対象の施設の圧縮空気設備を常設重大事故等対処設備と

して使用する。 

     臨界事故に対処するために空気を供給する設備は以下のとおり

（第１－２表）。 

 

    代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

    重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

    臨界事故時水素掃気系 

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

廃ガス貯留設備（圧縮空気設備） 

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

【補足説明資料 1.1－５】 

   ３） 冷却水 

     臨界事故は，内的事象の「動的機器の多重故障」の組み合わせに
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より発生し，冷却水設備の機能喪失では異常が進展せず臨界事故が

発生しないことから，事故発生の起因との関連で，冷却水設備の機

能喪失は想定しない。したがって，臨界事故への対処においては設

計基準対象の施設の冷却水設備を常設重大事故等対処設備として使

用する。 

     臨界事故に対処するために冷却水を供給する設備は以下のとおり

（第１－２表）。 

 

    廃ガス貯留設備（冷却水設備） 

    ・ 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用） 

【補足説明資料 1.1－５】 

   ４） 監視 

     「1. ａ．(ｂ) ⅰ．(ⅰ) 可溶性中性子吸収材の自動供給」，「1. 

ａ．(ｂ) ⅰ．(ⅳ) 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気」

及び 「1. ａ．(ｂ) ⅰ．(ⅴ) 廃ガス貯留設備による放射性物質の

貯留」により臨界事故の拡大を防止する際には，対策の成否を判断

するための線量当量率等を監視する手段等がある。 

     臨界事故に対処するための監視に使用する設備は以下のとおり

（第１－２表）。 

 

    計装設備 

・ 溶解槽圧力計（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 廃ガス洗浄塔入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用） 

・ ガンマ線用サーベイメータ 

・ 中性子線用サーベイメータ 
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・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽，エンドピース酸洗浄

槽，ハル洗浄槽用） 

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽，第７一

時貯留処理槽用） 

・ 廃ガス貯留設備の圧力計(前処理建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の流量計(前処理建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の放射線モニタ(前処理建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の圧力計(精製建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の流量計(精製建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の放射線モニタ(精製建屋用)  

  放射線監視設備 

  主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用） 

  試料分析関係設備 

・ 放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

 

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

    監視に使用する設備のうち，計装設備の廃ガス貯留設備の圧力計，

流量計及び放射線モニタを常設重大事故等対処設備として設置する。 

    計装設備の中性子線用サーベイメータ等及び可搬型貯槽掃気圧縮空

気流量計を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

    また，計装設備の溶解槽圧力計及び廃ガス洗浄塔入口圧力計，放射

線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設備並びに試料分析関係設

備の放出管理分析設備を重大事故等対処設備として位置付ける。 

    これらのフォールトツリー分析の結果により選定した設備は，技術
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的能力審査基準，事業指定基準規則第三十四条及び技術基準規則第三

十八条に要求される設備が全て網羅されている。 

 

  ⅲ．手順等 

    「1. ａ．(ｂ) ⅰ．臨界事故の拡大防止対策の対応手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

    これらの手順は，重大事故時における実施組織要員による一連の対

応として「重大事故等発生時対応手順書」に定める（第１－１表）。 

    また，重大事故時に監視が必要となる計器についても整備する（第

１－３表）。 

 ｂ．重大事故時の手順 

 (ａ) 臨界事故の拡大防止対策の対応手順 

  ⅰ．可溶性中性子吸収材の自動供給 

    臨界事故が発生した場合，未臨界に移行するため，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系等により直ちに自動で臨界事故が発生している

機器（第１－４表）に，可溶性中性子吸収材を重力流で供給する。可

溶性中性子吸収材は，臨界事故の発生を判定した時点を起点として10

分以内に，未臨界に移行するために必要な量の供給を完了する。 

    また，未臨界を維持するため，中央制御室における緊急停止系の操

作によって，臨界事故が発生した機器を収納する建屋に応じ速やかに

固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止する。 

  (ｉ) 手順着手の判断基準 

    異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台以上の臨界検知

用放射線検出器が臨界の核分裂反応に伴って放出されるガンマ線によ

る線量当量率の上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発
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生を仮定する機器において，臨界事故が発生したと判定した場合。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    可溶性中性子吸収材の自動供給の手順の概要は以下のとおり。未臨

界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認は，中性子線用サーベ

イメータ等を用いて臨界事故が発生した機器を収納したセル周辺の線

量当量率を計測し，線量当量率が平常運転時程度まで低下したことに

より判断する。線量当量率の計測は，臨界事故による建屋内の線量率

の上昇を考慮し，可溶性中性子吸収材が自動供給された後に実施する。 

    緊急停止系の操作の成否は，緊急停止操作スイッチの状態表示ラン

プにより判断する。 

    手順の対応フローを第１－２図及び第１－３図，概要図を第１－４

図及び第１－５図，タイムチャートを第１－６図及び第１－７図に示

す。また，対処における各対策の判断方法と判断基準を第１－５表に

示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班長に

緊急停止系を作動させるよう指示するとともに，建屋対策班の

班員に重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁又は代替可溶性中

性子吸収材緊急供給弁が開となったことを確認するよう指示す

る。また，未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認

のため，建屋対策班の班員に臨界事故が発生した機器を収納し

たセル周辺の線量当量率を計測するよう指示する。 

② 建屋対策班長は，中央制御室において緊急停止操作スイッチを

押下し，緊急停止系を作動させ，臨界事故が発生した機器を収

納する建屋に応じ固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止
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する。 

③ 建屋対策班長は，中央制御室の緊急停止操作スイッチにおいて，

状態表示ランプが点灯したことを確認し，実施責任者に報告す

る。実施責任者は，固体状又は液体状の核燃料物質の移送停止

の成否を判断する。 

④ 建屋対策班の班員は，中央制御室の監視制御盤において，重大

事故時可溶性中性子吸収材供給弁又は代替可溶性中性子吸収材

緊急供給弁が開となったことを確認することで，臨界事故が発

生した機器に可溶性中性子吸収材の供給が開始されたことを確

認し，実施責任者に報告する。 

⑤ 建屋対策班の班員は，臨界事故が発生した機器を収納する建屋

において，中性子線用サーベイメータ等を用いて臨界事故が発

生した機器を収納したセル周辺の線量当量率を計測し，実施責

任者に報告する。 

⑥ 実施責任者は，臨界事故が発生した機器を収納したセル周辺の

線量当量率が平常運転時程度まで低下したことにより臨界事故

が発生した機器の未臨界への移行の成否を判断し，その後も未

臨界が維持されていることを確認する。未臨界への移行の成否

判断及び未臨界の維持の確認には，臨界事故によって生成する

核分裂生成物からのガンマ線の影響を考慮し，中性子線の線量

当量率の計測結果を主として用いる。 

⑦ 上記の手順に加え，実施責任者は，第１－６表に示す補助パラ

メータを中央制御室の監視制御盤等において確認することによ

り，臨界事故が発生した機器の状態等を確認する。 
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  (ⅲ) 操作の成立性 

    前処理建屋の緊急停止系の操作は，実施責任者１人及び建屋対策班

長１人の合計２人で実施した場合，臨界事故の発生の判定から緊急停

止操作スイッチの操作及び緊急停止操作スイッチの状態表示ランプの

確認まで１分以内で実施可能である。 

    前処理建屋の可溶性中性子吸収材の供給開始の確認は，実施責任者

１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施

した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁又は代替可溶性中性

子吸収材緊急供給弁の開動作の確認により，臨界事故の発生の判定か

ら３分以内で実施可能である。 

    前処理建屋の未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認は，

実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計

４人で実施した場合，臨界事故が発生した機器を収納したセル周辺の

線量当量率の計測により，臨界事故の発生の判定から45分以内で実施

可能である。 

    精製建屋の緊急停止系の操作は，実施責任者１人及び建屋対策班長

１人の合計２人で実施した場合，臨界事故の発生の判定から緊急停止

操作スイッチの操作及び緊急停止操作スイッチの状態表示ランプの確

認まで１分以内で実施可能である。 

精製建屋の可溶性中性子吸収材の供給開始の確認は，実施責任者１

人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施し

た場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁の開動作の確認により，

臨界事故の発生の判定から３分以内で実施可能である。 

    精製建屋の未臨界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認は，

実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計
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４人で実施した場合，臨界事故が発生した機器を収納したセル周辺の

線量当量率の計測により，臨界事故の発生の判定から45分以内で実施

可能である。 

【補足説明資料 1.1－３】 

    本対処においては，臨界事故が発生した機器を収納する建屋の線量

率の上昇による作業への影響を考慮する。 

    臨界事故が発生した機器を収納する建屋で実施する作業は，臨界事

故の発生の判定を起点として20分後から開始するが，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系等から可溶性中性子吸収材が供給されることで，

臨界事故の発生の判定を起点として10分後には未臨界に移行している

ため，上記の作業において臨界事故が発生した機器から直接到達する

放射線を考慮する必要はない。 

    ただし，臨界事故が発生した機器に接続される廃ガス処理設備の配

管内部，廃ガス貯留設備の配管内部及び廃ガス貯留槽に放射性希ガス

等が移行し，それによる配管等の近傍における線量率の上昇の可能性

がある。その場合でも，アクセスルート及び操作場所上に当該配管等

は存在せず，また，建屋躯体等による遮蔽により，臨界事故による線

量率の上昇は一定程度に収まる。 

    重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環境

や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

    線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ

以下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施
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組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

    重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保す

る。 

    夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

【補足説明資料 1.1－６】 

【補足説明資料 1.1－７】 

  ⅱ．可溶性中性子吸収材の手動供給 

    臨界事故が発生した場合，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系等

による可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，可搬型可溶性中性

子吸収材供給器から可溶性中性子吸収材を手動供給する。 

 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

    異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台以上の臨界検知

用放射線検出器が臨界の核分裂反応に伴って放出されるガンマ線によ

る線量当量率の上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発

生を仮定する機器において，臨界事故が発生したと判定した場合。 

    本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 

    可溶性中性子吸収材の手動供給は，臨界事故の発生の判定を起点と

して20分後から実施するため，可溶性中性子吸収材の自動供給（臨界

事故の発生の判定を起点として10分）の完了後であり，同一の配管か

ら二つの供給手段により同時に可溶性中性子吸収材が供給されること

はない。また，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材が最低
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必要量を超えて多く供給された場合でも，想定しない経路への溢流が

発生することはないことから，未臨界への移行に影響を及ぼさない。

したがって，可溶性中性子吸収材の手動供給は，可溶性中性子吸収材

の自動供給と並行して実施する。 

【補足説明資料 1.1－４】 

  (ⅱ) 操作手順 

    可溶性中性子吸収材の手動供給の手順の概要は以下のとおり。未臨

界への移行の成否判断及び未臨界の維持の確認は，可溶性中性子吸収

材の自動供給において実施する，中性子線用サーベイメータ等を用い

た線量当量率の計測と兼ねる。手順の対応フローを第１－２図及び第

１－３図，概要図を第１－８図及び第１－９図，タイムチャートを第

１－10図及び第１－11図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班

員に可溶性中性子吸収材の手動供給を行うよう指示する。 

② 建屋対策班の班員は，臨界事故が発生した機器を収納する建屋

に移動し，可搬型可溶性中性子吸収材供給器と臨界事故が発生

した機器に接続する配管を，供給ホースを用いて接続する。 

③ 建屋対策班の班員は，可搬型可溶性中性子吸収材供給器の供給

容器に可溶性中性子吸収材を供給し，その後供給ポンプを手動

で操作して臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供

給する。 

④ 建屋対策班の班員は，可搬型可溶性中性子吸収材供給器の供給

容器内の可溶性中性子吸収材量の減少を目視で確認することで，

可溶性中性子吸収材が供給されたことを確認し，実施責任者に

報告する。 
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⑤ 上記の手順に加え，実施責任者は，第１－６表に示す補助パラ

メータを中央制御室の監視制御盤等において確認することによ

り，事故が発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給の操作は，実施責任者

１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施

した場合，臨界事故の発生の判定から 35 分以内で実施可能である。

また，本対応における実施責任者及び建屋対策班長の要員は「可溶性

中性子吸収材の自動供給」の実施責任者及び建屋対策班長の要員が兼

ねることとする。 

    精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給の操作は，実施責任者１

人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施し

た場合，臨界事故の発生の判定から 35 分以内で実施可能である。ま

た，本対応における実施責任者及び建屋対策班長の要員は「可溶性中

性子吸収材の自動供給」の実施責任者及び建屋対策班長の要員が兼ね

ることとする。 

    本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

    重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環境

や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

    線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以
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下とすることを目安に管理する。 

    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

    重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保す

る。 

    夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

【補足説明資料 1.1－３】 

【補足説明資料 1.1－７】 

  ⅲ．可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給 

    溶解槽において臨界事故が発生した場合，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給系による可溶性中性子吸収材の自動供給と並行して，中央制

御室の安全系監視制御盤から手動による供給弁の開操作により，設計

基準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系

から溶解槽へ可溶性中性子吸収材を供給する。 

 

  (ｉ) 手順着手の判断基準 

    異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台以上の臨界検知

用放射線検出器が臨界の核分裂反応に伴って放出されるガンマ線によ

る線量当量率の上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発

生を仮定する機器において，臨界事故が発生したと判定した場合。 

    本対応は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対応を実施するための要員を確保可能な場合に着手することとし，

重大事故等対処設備を用いた対応と並行して実施する。 
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    溶解槽に対して実施する可溶性中性子吸収材緊急供給系を用いた可

溶性中性子吸収材の供給操作については，溶解槽に対して，可溶性中

性子吸収材が最低必要量を超えて多く供給された場合でも，想定しな

い経路への溢流が発生することはないことから，未臨界に移行し，及

び未臨界を維持するための対策に影響を及ぼさない。したがって，溶

解槽に対して実施する可溶性中性子吸収材緊急供給系を用いた可溶性

中性子吸収材の供給操作は，可溶性中性子吸収材の自動供給及び可溶

性中性子吸収材の手動供給と並行して実施する。 

【補足説明資料 1.1－４】 

  (ⅱ) 操作手順 

    可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給の

手順の概要は以下のとおり。未臨界への移行の成否判断及び未臨界の

維持の確認は，可溶性中性子吸収材の自動供給において実施する，中

性子線用サーベイメータ等を用いた線量当量率の計測と兼ねる。手順

の対応フローを第１－２図，概要図を第１－８図，タイムチャートを

第１－10 図に示す。 

 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班

員に可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁を開とするよう指

示する。 

② 建屋対策班の班員は，中央制御室の安全系監視制御盤から可溶

性中性子吸収材緊急供給系の供給弁を手動で開とする。 

③ 建屋対策班の班員は，中央制御室の安全系監視制御盤において

可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の状態表示を確認する

ことで，可溶性中性子吸収材緊急供給系から可溶性中性子吸収
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材の供給が開始されたことを確認し，実施責任者に報告する。 

④ 上記の手順に加え，実施責任者は，第１－６表に示す補助パラ

メータを中央制御室の監視制御盤等において確認することによ

り，事故が発生した機器の状態等を確認する。 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    溶解槽に対して実施する可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶

性中性子吸収材の供給は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建

屋対策班の班員２人の合計４人で実施した場合，臨界事故の発生の判

定から５分以内で実施可能である。また，本対応における実施責任者

及び建屋対策班長の要員は「可溶性中性子吸収材の自動供給」の実施

責任者及び建屋対策班長の要員が兼ねることとする。 

    本対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に係る要員とは別に，

本対策を実施するための要員を確保可能な場合に着手を行うこととし

ているため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすこと

はない。 

【補足説明資料 1.1－３】 

  ⅳ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

    臨界事故が発生した場合，臨界事故により発生する放射線分解水素

を掃気し，臨界事故が発生した機器内の水素濃度がドライ換算   

８ｖｏｌ％に至ることを防止し，可燃限界濃度（ドライ換算    

４ｖｏｌ％）未満とし，これを維持するため，可搬型建屋内ホースを

用いて一般圧縮空気系と臨界事故が発生した機器を接続することで空

気を供給する。 
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  (ｉ) 手順着手の判断基準 

    異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台以上の臨界検知

用放射線検出器が臨界の核分裂反応に伴って放出されるガンマ線によ

る線量当量率の上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発

生を仮定する機器において，臨界事故が発生したと判定した場合。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気の手順の概要は以下

のとおり。臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気対策の成否

は，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の指示値が６ｍ３／ｈ[normal]以

上であることにより判断する。手順の対応フローを第１－２図及び第

１－３図，概要図を第１－12図及び第１－13図，タイムチャートを第

１－14図及び第１－15図に示す。また，対処における各対策の判断方

法と判断基準を第１－５表に示す。 

 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班

員に臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気対策を実施

するよう指示する。 

② 建屋対策班の班員は，臨界事故が発生した機器を収納する建屋

に移動し，臨界事故が発生した機器に接続する配管である機器

圧縮空気供給配管と一般圧縮空気系を，可搬型建屋内ホースを

用いて接続する。また，可搬型建屋内ホースに可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計を接続する。 

③ 建屋対策班の班員は，一般圧縮空気系の供給弁を操作し，臨界

事故が発生した機器に空気を供給する。この際の空気流量は，
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機器によらず６ｍ３／ｈ[normal]以上とし，可搬型建屋内ホー

スに設置している流量調節弁により流量を調整する。調整後，

流量が変動しないよう，流量調節弁の開度を固定する。これに

より，機器内の水素濃度はドライ換算８ｖｏｌ％未満を維持し，

ドライ換算４ｖｏｌ％を下回る。 

④ 建屋対策班の班員は，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計により，

臨界事故が発生した機器に供給されている空気の流量を計測し，

実施責任者に報告する。 

⑤ 実施責任者は，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の指示値が  

６ｍ３／ｈ[normal]以上であることを確認し，放射線分解水素

の掃気の成否を判断する。 

⑥ 実施責任者は，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出

完了後，建屋対策班の班員に臨界事故により発生する放射線分

解水素の掃気のための空気供給の停止を指示する。建屋対策班

の班員は，実施責任者からの空気供給の停止の指示により，一

般圧縮空気系の供給弁を操作し，空気の供給を停止する。 

⑦ 上記の手順に加え，実施責任者は，第１－６表に示す補助パラ

メータを中央制御室の監視制御盤等において確認することによ

り，事故が発生した機器の状態等を確認する。 

 

 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    前処理建屋の臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気操作は，

実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計

４人で実施した場合，臨界事故の発生の判定から臨界事故が発生した
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機器への空気供給準備完了まで40分以内で実施可能である。 

精製建屋の臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気操作は，

実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計

４人で実施した場合，臨界事故の発生の判定から臨界事故が発生した

機器への空気供給準備完了まで40分以内で実施可能である。 

【補足説明資料 1.1－３】 

本対処においては，臨界事故が発生した機器を収納する建屋の線量

率の上昇による作業への影響を考慮する。 

臨界事故が発生した機器を収納する建屋で実施する作業は，臨界事

故の発生の判定を起点として20分後から開始するが，重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系等から可溶性中性子吸収材が供給されることで，

臨界事故の発生の判定を起点として10分後には未臨界に移行している

ため，当該作業において臨界事故が発生した機器から直接到達する放

射線を考慮する必要はない。 

ただし，臨界事故が発生した機器に接続される廃ガス処理設備の配

管内部，廃ガス貯留設備の配管内部及び廃ガス貯留槽に放射性希ガス

等が移行し，それによる配管等の近傍における線量率の上昇の可能性

がある。その場合でも，アクセスルート及び操作場所上に当該配管等

は存在せず，また，建屋躯体等による遮蔽により，臨界事故による線

量率の上昇は一定程度に収まる。 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環境

や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以

下とすることを目安に管理する。 
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    さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施

組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

    重大事故の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保す

る。 

    夜間においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を

配備する。 

【補足説明資料 1.1－６】 

【補足説明資料 1.1－７】 

  ⅴ．廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

    臨界事故が発生した場合，臨界事故により気相中に移行した放射性

物質の大気中への放出量を低減するため，廃ガス貯留槽に放射性物質

を含む気体を導出する。そのため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動で

開とするとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動で起動し，廃ガ

ス貯留槽に放射性物質を含む気体を導出する。同時に，廃ガス処理設

備の流路を遮断するため，自動で廃ガス処理設備の隔離弁を閉止する。

精製建屋にあっては廃ガス処理設備の隔離弁の閉止に加え，自動で廃

ガス処理設備の排風機を停止する。 

    放射性物質を含む気体を廃ガス貯留槽に導出完了後，廃ガス処理設

備による換気を再開するため，廃ガス処理設備を再起動し，高い除染

能力が期待できる平常運転時の放出経路に復旧する。 

    廃ガス貯留設備は，廃ガス処理設備内の空気を１時間にわたって貯

留できる設計としている。廃ガス貯留設備による放射性物質を含む気

体の貯留に係る流量及び圧力の変化の概要図を第１－16図(１)及び

(２)に，制御の概念図を第１－16図(３)及び(４)に示す。 
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  (ｉ) 手順着手の判断基準 

    異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，２台以上の臨界検知

用放射線検出器が臨界の核分裂反応に伴って放出されるガンマ線によ

る線量当量率の上昇を同時に検知し，論理回路により，臨界事故の発

生を仮定する機器において，臨界事故が発生したと判定した場合。 

 

  (ⅱ) 操作手順 

    廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の手順の概要は以下のとお

り。廃ガス貯留槽への導出完了後に実施する廃ガス処理設備への系統

切替は，廃ガス貯留設備の圧力計の指示値が0.4ＭＰａ[gage]に達し

た場合とする。廃ガス処理設備による換気再開の成否は，中央制御室

の安全系監視制御盤の排風機の運転表示及び溶解槽圧力計又は廃ガス

洗浄塔入口圧力計の指示値が負圧を示したことにより確認する。手順

の対応フローを第１－２図及び第１－３図，概要図を第１－17図及び

第１－18図，タイムチャートを第１－14図及び第１－15図に示す。ま

た，本対処における各対策の判断方法と判断基準を第１－５表に示す。 

 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班の班

員に放射性物質を含む気体の廃ガス貯留槽への導出が自動で開

始されたことを確認するよう指示する。 

② 建屋対策班の班員は，中央制御室の監視制御盤において，廃ガ

ス処理設備の隔離弁が閉となったこと，廃ガス貯留設備の隔離

弁が開となったこと及び廃ガス貯留設備の空気圧縮機が起動し

ていることを確認する。さらに，精製建屋にあっては，中央制
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御室の安全系監視制御盤において，廃ガス処理設備の排風機が

停止したことを確認し，実施責任者に報告する。 

③ 建屋対策班の班員は，廃ガス貯留槽へ放射性物質を含む気体の

導出が開始されたことを，中央制御室の監視制御盤において，

廃ガス貯留設備の圧力計の指示値の上昇，廃ガス貯留槽入口に

設置する廃ガス貯留設備の放射線モニタの指示値の上昇及び廃

ガス貯留設備の流量計の指示値の上昇により確認する。また，

建屋対策班の班員は，溶解槽圧力計又は廃ガス洗浄塔入口圧力

計により，廃ガス処理設備の系統内の圧力が水封部の水頭圧に

相当する圧力範囲内に維持され，廃ガス貯留設備による圧力の

制御が機能していることを確認する。その後，確認内容を実施

責任者に報告する。 

④ 実施責任者は，廃ガス貯留槽の圧力が0.4ＭＰａ[gage]に達した

場合に，放射性物質を含む気体の導出完了と判断し，建屋対策

班の班員に廃ガス処理設備により換気を再開するよう指示する。 

⑤ 建屋対策班の班員は，中央制御室において，廃ガス処理設備の

隔離弁を開とするとともに，廃ガス処理設備の排風機を起動し

て，高い除染能力が期待できる平常運転時の放出経路に復旧す

る。この操作により，一時的に廃ガス貯留設備と廃ガス処理設

備両方への流路が構築され，廃ガス処理設備内の圧力が平常運

転時よりも低下するが，その場合でも水封部により圧力は制限

され，系統の健全性は維持される。また，廃ガス貯留設備には

逆止弁が設けられており，廃ガス処理設備の排風機を起動した

場合でも廃ガス貯留槽内の放射性物質を含む気体は廃ガス処理

設備に逆流しない。 

750



 

⑥ 建屋対策班の班員は，中央制御室において，廃ガス処理設備の

排風機を起動した後に，廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，廃

ガス貯留設備の空気圧縮機を停止する。その後，建屋対策班の

班員は，廃ガス処理設備による換気が再開したことを，中央制

御室の安全系監視制御盤の排風機の運転表示及び溶解槽圧力計

又は廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値が負圧を示したことによ

り確認し，実施責任者に報告する。 

⑦ 放射線対応班長及び放射線対応班の班員は，主排気筒の排気モ

ニタリング設備により，主排気筒を介した大気中への放射性物

質の放出状況を監視する。 

⑧ 上記の手順に加え，実施責任者は，第１－６表に示す補助パラ

メータを中央制御室の監視制御盤等において確認することによ

り，事故が発生した機器の状態等を確認する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

    せん断処理・溶解廃ガス処理設備を用いて放出経路を復旧するため

の操作は，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員

４人の合計６人で実施した場合，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む

気体の導出完了から廃ガス処理設備の排風機起動完了まで３分以内で

実施可能である。廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止するための操作

は，廃ガス処理設備の排風機起動操作に続けて，実施責任者１人，建

屋対策班長１人及び建屋対策班の班員４人の合計６人で実施した場合，

廃ガス処理設備の排風機起動操作後，５分以内で実施可能である。 

    精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）を用いて放出経路を復旧するための操作は，実施責任者１人，

建屋対策班長１人及び建屋対策班の班員４人の合計６人で実施した場
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合，廃ガス貯留槽への放射性物質を含む気体の導出完了から廃ガス処

理設備の排風機起動完了まで３分以内で実施可能である。廃ガス貯留

設備の空気圧縮機を停止するための操作は，廃ガス処理設備の排風機

起動操作に続けて，実施責任者１人，建屋対策班長１人及び建屋対策

班の班員４人の合計６人で実施した場合，廃ガス処理設備の排風機起

動操作後，５分以内で実施可能である。 

【補足説明資料 1.1－３】 

  ⅵ．重大事故時の対応手段の選択 

    重大事故時の対応手段の選択フローチャートを第１－19図に示す。 

    臨界事故が発生した場合には，可溶性中性子吸収材の自動供給の手

順に従い，未臨界に移行し，及び未臨界を維持する。 

    また，臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気対策の手順に

従い，機器の気相部における水素濃度がドライ換算８ｖｏｌ％に至る

ことを防止する。 

    さらに，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の手順に従い，放

射性物質の大気中への放出量を低減する。 

    自主対策設備を用いた対応の要員が確保できた場合には，可溶性中

性子吸収材の自動供給と並行して，自主対策設備を用いた対応を選択

することができる。 

    上記の手順の実施において，計装設備を用いて監視するパラメータ

を第１－３表に示す。また，この監視パラメータのうち，機器等の状

態を直接監視する重要監視パラメータの計測が困難となった場合の代

替方法を第１－７表に示す。 

    また，臨界事故への対処においては，「8. 電源の確保に関する手

順等」，「9. 事故時の計装に関する手順等」及び「11. 監視測定等
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に関する手順等」に記載する電気設備，計装設備，放射線監視設備等

をそれぞれ用いる。 

 

 (ｂ) その他の手順項目について考慮する手順 

   電源の状態監視等に関する手順については，「8. 電源の確保に関す

る手順等」にて整備する。 

重要監視パラメータが計測不能となった場合の代替方法に関する手

順については，「9. 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

   大気中への放射性物質の放出の状態監視等に係る監視測定に関する手

順については，「11. 監視測定等に関する手順等」にて整備する。 
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（１／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

未
臨
界
に
移
行
し
，
及
び
未
臨
界
を
維
持
す
る
た
め
の
対
応

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系

エンドピース酸洗浄槽

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置）

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路

ハル洗浄槽

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給

溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用）

・ エンドピース酸洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用）

・ ハル洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 主配管・弁

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（エンドピース酸洗浄槽用）

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（エンドピース酸洗浄槽用）

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁

（エンドピース酸洗浄槽用）

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

（ハル洗浄槽用）

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁

（ハル洗浄槽用）

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁

（ハル洗浄槽用）

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）

・ 緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）

・ 緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）
受電開閉設備・受電変圧器
・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用）
・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用）

重
大
事
故
等
対
処
設
備

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（２／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

未
臨
界
に
移
行
し
，
及
び
未
臨
界
を
維
持
す
る
た
め
の
対
応 

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置 

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路 

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路 

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路 

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系 

 

エンドピース酸洗浄槽 

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置） 

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路 

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路 

 

ハル洗浄槽 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路 

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備 

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給 

所内高圧系統 

・ 6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 460Ｖ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

直流電源設備 

・ 第２非常用直流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備 

・ 計測制御用交流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 

精製建屋一時貯留処理設備 

・ 第５一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 第７一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

（第５一時貯留処理槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁 

（第５一時貯留処理槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁 

（第５一時貯留処理槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

  （第７一時貯留処理槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁 

（第７一時貯留処理槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁 

（第７一時貯留処理槽用） 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） 

・ 緊急停止系（精製建屋用，電路含む） 

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書 
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（３／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

未
臨
界
に
移
行
し
，
及
び
未
臨
界
を
維
持
す
る
た
め
の
対
応 

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置 

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路 

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路 

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路 

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系 

 

エンドピース酸洗浄槽 

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置） 

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路 

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路 

 

ハル洗浄槽 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路 

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備 

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
自
動
供
給 

受電開閉設備・受電変圧器 

・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用） 

所内高圧系統 

・ 6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 460Ｖ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

直流電源設備 

・ 第２非常用直流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備 

・ 計測制御用交流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書 

計装設備 

・ ガンマ線用サーベイメータ 

・ 中性子線用サーベイメータ 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
手
動
供
給 

溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ エンドピース酸洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ ハル洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

分析設備 

・ 配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

自
主
対
策
設
備 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（４／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

未
臨
界
に
移
行
し
，
及
び
未
臨
界
を
維
持
す
る
た
め
の
対
応 

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置 

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路 

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路 

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路 

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系 

 

エンドピース酸洗浄槽 

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置） 

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路 

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路 

 

ハル洗浄槽 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路 

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路 

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備 

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の

手
動
供
給 

精製建屋一時貯留処理設備 

・ 第５一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 第７一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

自
主
対
策
設
備 

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書 

 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
緊
急
供
給
系
か
ら
の 

可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
供
給 

溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 可溶性中性子吸収材緊急供給系 

（設計基準対象の施設と兼用） 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

所内高圧系統 

・ 6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

直流電源設備 

・ 第２非常用直流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 

 

放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気
へ
の
対
応 

臨
界
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気 

溶解設備 

・ 溶解槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ エンドピース酸洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

・ ハル洗浄槽（設計基準対象の施設と兼用） 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） 

計装設備 

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル洗浄槽用） 

受電開閉設備・受電変圧器 

・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（５／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気
へ
の
対
応 

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置 

・燃料せん断長位置異常

によるせん断停止回路 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量低

によるせん断停止回路 

・溶解槽溶解液密度高に

よるせん断停止回路 

・硝酸供給槽硝酸密度低

によるせん断停止回路 

・可溶性中性子吸収材緊

急供給回路 

・可溶性中性子吸収材緊

急供給系 

 

エンドピース酸洗浄槽 

・せん断処理設備の計測

制御系（せん断刃位

置） 

・エンドピースせん断位

置異常によるせん断停

止回路 

・エンドピース酸洗浄槽

洗浄液密度高によるせ

ん断停止回路 

 

ハル洗浄槽 

・溶解槽硝酸ポンプ 

・溶解槽供給硝酸流量低

によるせん断停止回路 

・硝酸供給槽密度低によ

るせん断停止回路 

・溶解槽を加熱する蒸気

供給設備 

・溶解槽溶解液温度低に

よるせん断停止回路 

臨
界
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気 

所内高圧系統 
・ 6.9ｋＶ非常用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 6.9ｋＶ非常用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 6.9ｋＶ運転予備用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
所内低圧系統 
・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 460Ｖ運転予備用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
直流電源設備 
・ 第２非常用直流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 直流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 
計測制御用交流電源設備 
・ 計測制御用交流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 
臨界事故時水素掃気系 
・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 可搬型建屋内ホース 

（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル洗浄槽用） 
・ 機器圧縮空気供給配管・弁（溶解設備） 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 機器圧縮空気供給配管・弁（計測制御設備） 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 

精製建屋一時貯留処理設備 
・ 第５一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 第７一時貯留処理槽（設計基準対象の施設と兼用） 
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 
・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用） 
・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） 
計装設備 
・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計 

（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽用） 
受電開閉設備・受電変圧器 
・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用） 
所内高圧系統 
・ 6.9ｋＶ非常用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 6.9ｋＶ非常用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 
・ 6.9ｋＶ運転予備用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書 
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（６／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気
へ
の
対
応

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系

エンドピース酸洗浄槽

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置）

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路

ハル洗浄槽

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路

臨
界
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気

所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用）

・ 460Ｖ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用）

直流電源設備

・ 第２非常用直流電源設備

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用）

計測制御用交流電源設備

・ 計測制御用交流電源設備

（設計基準対象の施設と兼用）

臨界事故時水素掃気系 

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

・ 可搬型建屋内ホース

（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽用）

・ 機器圧縮空気供給配管・弁

（精製建屋一時貯留処理設備）

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 機器圧縮空気供給配管・弁（計測制御設備）

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）
重
大
事
故
等
対
処
設
備

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

廃ガス貯留設備（前処理建屋） 

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁

・ 廃ガス貯留設備の空気圧縮機

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁

廃ガス貯留設備（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

・ 凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）

・ 高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）

・ 排風機（設計基準対象の施設と兼用）

・ 隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）

・ 主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備）

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（主排気筒）

・ 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（冷却水設備）

・ 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（圧縮空気設備）

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（低レベル廃液処理設備）

・ 第１低レベル廃液処理系

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（７／９） 
分
類 

機能喪失を想定 
する設備 

対応
手段 

対処設備 手順書 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

【前処理建屋】 
溶解槽 
・燃料送り出し装置 
・燃料せん断長位置異
常によるせん断停止
回路 

・溶解槽硝酸ポンプ 
・溶解槽供給硝酸流量
低によるせん断停止
回路 

・溶解槽溶解液密度高
によるせん断停止回
路 

・硝酸供給槽硝酸密度
低によるせん断停止
回路 

・可溶性中性子吸収材
緊急供給回路 

・可溶性中性子吸収材
緊急供給系 

 
エンドピース酸洗浄槽 
・せん断処理設備の計
測制御系（せん断刃
位置） 

・エンドピースせん断
位置異常によるせん
断停止回路 

・エンドピース酸洗浄
槽洗浄液密度高によ
るせん断停止回路 

 
ハル洗浄槽 
・溶解槽硝酸ポンプ 
・溶解槽供給硝酸流量
低によるせん断停止
回路 

・硝酸供給槽密度低に
よるせん断停止回路 

・溶解槽を加熱する蒸
気供給設備 

・溶解槽溶解液温度低
によるせん断停止回
路 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） 

計装設備 

・ 溶解槽圧力計（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 廃ガス貯留設備の圧力計(前処理建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の流量計(前処理建屋用) 

・ 廃ガス貯留設備の放射線モニタ(前処理建屋用) 

受電開閉設備・受電変圧器 

・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用） 

所内高圧系統 

・ 6.9ｋＶ非常用主母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線 

（設計基準対象の施設と兼用） 

所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 460Ｖ運転予備用母線（設計基準対象の施設と兼用） 

直流電源設備 

・ 第２非常用直流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用） 

計測制御用交流電源設備 

・ 計測制御用交流電源設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

放射線監視設備 

・ 主排気筒の排気モニタリング設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

試料分析関係設備 

・ 放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

・前処理課重

大事故等発

生時対応手

順書 
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（８／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系

エンドピース酸洗浄槽

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置）

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路

ハル洗浄槽

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

廃ガス貯留設備（精製建屋） 

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁

・ 廃ガス貯留設備の空気圧縮機

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁

廃ガス貯留設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系））

・ 凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）

・ 高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）

・ 排風機（設計基準対象の施設と兼用）

・ 隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）

・ 主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽

類廃ガス処理設備）

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（主排気筒）

・ 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（冷却水設備）

・ 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（圧縮空気設備）

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

廃ガス貯留設備（低レベル廃液処理設備）

・ 第１低レベル廃液処理系

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）

計装設備

・ 廃ガス洗浄塔入口圧力計

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 廃ガス貯留設備の圧力計(精製建屋用)

・ 廃ガス貯留設備の流量計(精製建屋用)

・ 廃ガス貯留設備の放射線モニタ(精製建屋用)

受電開閉設備・受電変圧器

・ 受電開閉設備（設計基準対象の施設と兼用）

・ 受電変圧器（設計基準対象の施設と兼用）

重
大
事
故
等
対
処
設
備

・精製課重大

事故等発生

時対応手順

書
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第１－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，

手順書一覧（９／９） 
分

類 

機能喪失を想定 

する設備 

対応

手段 
対処設備 手順書 

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

【前処理建屋】 

溶解槽 

・燃料送り出し装置

・燃料せん断長位置異

常によるせん断停止

回路

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・溶解槽溶解液密度高

によるせん断停止回

路

・硝酸供給槽硝酸密度

低によるせん断停止

回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給回路

・可溶性中性子吸収材

緊急供給系

エンドピース酸洗浄槽

・せん断処理設備の計

測制御系（せん断刃

位置）

・エンドピースせん断

位置異常によるせん

断停止回路

・エンドピース酸洗浄

槽洗浄液密度高によ

るせん断停止回路

ハル洗浄槽

・溶解槽硝酸ポンプ

・溶解槽供給硝酸流量

低によるせん断停止

回路

・硝酸供給槽密度低に

よるせん断停止回路

・溶解槽を加熱する蒸

気供給設備

・溶解槽溶解液温度低

によるせん断停止回

路

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

所内高圧系統 

・ 6.9ｋＶ非常用主母線

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 6.9ｋＶ非常用母線

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線

（設計基準対象の施設と兼用）

所内低圧系統 

・ 460Ｖ非常用母線（設計基準対象の施設と兼用）

・ 460Ｖ運転予備用母線

（設計基準対象の施設と兼用）

直流電源設備 

・ 第２非常用直流電源設備

（設計基準対象の施設と兼用）

・ 直流電源設備（設計基準対象の施設と兼用）

計測制御用交流電源設備

・ 計測制御用交流電源設備

（設計基準対象の施設と兼用）

放射線監視設備 

・ 主排気筒の排気モニタリング設備

（設計基準対象の施設と兼用）

試料分析関係設備 

・ 放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）

重
大
事
故
等
対
処
設
備

・精製課重大事故

等発生時対応手

順書
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重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 自主対策設備

溶解槽 ○ ○ × 〇 ○

エンドピース酸洗浄槽 ○ ○ × 〇 ×

ハル洗浄槽 ○ ○ × 〇 ×

配管・弁［流路］ × × × 〇 ×

可溶性中性子吸収材緊急供給系 × × × × ○

（溶解設備） 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 × × × ○ ×

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 ○ × × × ×

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 ○ × × × ×

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁［流路］ ○ × × × ×

安全圧縮空気系 ○ × × × ○

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース酸洗浄槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース酸洗浄槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（エンドピース酸洗浄槽
用）［流路］

○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル洗浄槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（ハル洗浄槽用）［流路］ ○ × × × ×

一般圧縮空気系 ○ × × × ×

廃ガス貯留設備の隔離弁 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の空気圧縮機 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の逆止弁 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の配管・弁［流路］ × × ○ × ×

凝縮器 × × ○ × ×

高性能粒子フィルタ × × ○ × ×

排風機 × × ○ × ×

隔離弁 × × ○ × ×

主配管・弁［流路］ × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(前処理建屋塔槽類
廃ガス処理設備)

主配管［流路］ × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系)

主配管［流路］ × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(主排気筒) 主排気筒 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(冷却水設備） 一般冷却水系 × × ○ × ×

一般圧縮空気系 × × ○ × ×

安全圧縮空気系 × × 〇 × ×

廃ガス貯留設備(低レベル廃液処理
設備)

第１低レベル廃液処理系 × × ○ × ×

分析設備 配管・弁［流路］ × × × 〇 ×

臨界検知用放射線検出器（溶解槽用） ○ ○ ○ × ×

緊急停止系（前処理建屋用，電路含む） ○ × × × ×

臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用） ○ ○ ○ × ×

臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用） ○ ○ ○ × ×

緊急停止系（前処理建屋用，電路含む） ○ × × × ×

計装設備 溶解槽圧力計 × × ○ × ×

ガンマ線用サーベイメータ ○ × × × ×

中性子線用サーベイメータ ○ × × × ×

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル洗
浄槽用）

× ○ × × ×

廃ガス貯留設備の圧力計(前処理建屋用) × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の流量計(前処理建屋用) × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の放射線モニタ(前処理建屋用) × × ○ × ×

設備

廃ガス貯留設備（前処理建屋）

第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（１／３）

前処理建屋
臨界

設備名称

代替可溶性中性子吸収材緊急供給
系

重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系

臨界事故の拡大を防止するための設備

可溶性中性子吸収材緊
急供給系からの可溶性
中性子吸収材の供給

廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

可溶性中性子吸収材の
手動供給

臨界事故により発生する
放射線分解水素の掃気

可溶性中性子吸収材の
自動供給

構成する機器

溶解設備

代替可溶性中性子吸収材緊急供給
回路

重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路

廃ガス貯留設備（せん断処理・溶解
廃ガス処理設備）

（計装設備）

廃ガス貯留設備(圧縮空気設備）

機器グループ
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重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 自主対策設備

受電開閉設備 ○ ○ ○ × ×

受電変圧器 ○ ○ ○ × ×

6.9ｋＶ非常用主母線 ○ ○ ○ × ○

6.9ｋＶ運転予備用主母線 ○ ○ ○ × ×

6.9ｋＶ非常用母線 ○ ○ ○ × ○

6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ ○ ○ × ×

460Ｖ非常用母線 ○ ○ ○ × ○

460Ｖ運転予備用母線 ○ ○ ○ × ×

第２非常用直流電源設備 ○ ○ ○ × ○

直流電源設備 ○ ○ ○ × ×

計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 ○ ○ ○ × ×

一般圧縮空気系 × ○ × × ×

可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル洗浄槽用）[流
路]

× ○ × × ×

機器圧縮空気供給配管・弁（溶解設備）［流路］ × 〇 × × ×

機器圧縮空気供給配管・弁（（本文）主な工程計装設備/（添六）計測制御設
備）［流路］

× 〇 × × ×

安全圧縮空気系 × ○ × × ×

放射線監視設備 主排気筒の排気モニタリング設備 × × ○ × ×

試料分析関係設備 放出管理分析設備 × × ○ × ×

第５一時貯留処理槽 ○ ○ × ○ ×

第７一時貯留処理槽 ○ ○ × ○ ×

配管・弁［流路］ × × × 〇 ×

（精製建屋一時貯留処理設備） 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 × × × ○ ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一時貯留処理槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留処理槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第５一時貯留処理槽用）
［流路］

○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一時貯留処理槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留処理槽用） ○ × × × ×

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第７一時貯留処理槽用）
［流路］

○ × × × ×

安全圧縮空気系 ○ × × × ×

一般圧縮空気系 ○ × × × ×

廃ガス貯留設備の隔離弁 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の空気圧縮機 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の逆止弁 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の配管・弁［流路］ × × ○ × ×

凝縮器 × × ○ × ×

高性能粒子フィルタ × × ○ × ×

排風機 × × ○ × ×

隔離弁 × × ○ × ×

主配管・弁［流路］ × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備)

主配管［流路］ × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(高レベル廃液ガラ
ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系)

主配管［流路］ × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(主排気筒) 主排気筒 × × ○ × ×

廃ガス貯留設備(冷却水設備) 一般冷却水系 × × ○ × ×

一般圧縮空気系 × × ○ × ×

安全圧縮空気系 × × 〇 × ×

廃ガス貯留設備(低レベル廃液処理
設備)

第１低レベル廃液処理系 × × ○ × ×

前処理建屋
臨界

精製建屋
臨界

臨界事故時水素掃気系

第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（２／３）

臨界事故の拡大を防止するための設備

可溶性中性子吸収材の
自動供給

臨界事故により発生する
放射線分解水素の掃気

廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

可溶性中性子吸収材の
手動供給

可溶性中性子吸収材緊
急供給系からの可溶性
中性子吸収材の供給

機器グループ

設備

設備名称 構成する機器

廃ガス貯留設備(圧縮空気設備)

廃ガス貯留設備（精製建屋塔槽類
廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理
系（プルトニウム系））

重大事故時可溶性中性子吸収材供
給系

精製建屋一時貯留処理設備

廃ガス貯留設備（精製建屋）

直流電源設備

所内低圧系統

所内高圧系統

受電開閉設備・受電変圧器
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重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 自主対策設備 自主対策設備

臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用） ○ ○ ○ × ×

臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用） ○ ○ ○ × ×

緊急停止系（精製建屋用，電路含む） ○ × × × ×

計装設備 廃ガス洗浄塔入口圧力計 × × ○ × ×

ガンマ線用サーベイメータ ○ × × × ×

中性子線用サーベイメータ ○ × × × ×

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理
槽用）

× ○ × × ×

廃ガス貯留設備の圧力計(精製建屋用) × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の流量計(精製建屋用) × × ○ × ×

廃ガス貯留設備の放射線モニタ(精製建屋用) × × ○ × ×

受電開閉設備 ○ ○ ○ × ×

受電変圧器 ○ ○ ○ × ×

6.9ｋＶ非常用主母線 ○ ○ ○ × ×

6.9ｋＶ運転予備用主母線 ○ ○ ○ × ×

6.9ｋＶ非常用母線 ○ ○ ○ × ×

6.9ｋＶ運転予備用母線 ○ ○ ○ × ×

460Ｖ非常用母線 ○ ○ ○ × ×

460Ｖ運転予備用母線 ○ ○ ○ × ×

第２非常用直流電源設備 ○ ○ ○ × ×

直流電源設備 ○ ○ ○ × ×

計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 ○ ○ ○ × ×

一般圧縮空気系 × ○ × × ×

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処理槽用）［流
路］

× ○ × × ×

機器圧縮空気供給配管・弁（精製建屋一時貯留処理設備）［流路］ × 〇 × × ×

機器圧縮空気供給配管・弁（（本文）主な工程計装設備/（添六）計測制御設
備）［流路］

× 〇 × × ×

安全圧縮空気系 × ○ × × ×

放射線監視設備 主排気筒の排気モニタリング設備 × × ○ × ×

試料分析関係設備 放出管理分析設備 × × ○ × ×

注）設備名称を（）としている設備は,  新たに設置する重大事故等対処設備であって,  代替する機能を有する設計基準設備が存在しない設備を示す。

第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（３／３）

機器グループ

設備
臨界事故の拡大を防止するための設備

可溶性中性子吸収材の
自動供給

臨界事故により発生する
放射線分解水素の掃気

廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

可溶性中性子吸収材の
手動供給

可溶性中性子吸収材緊
急供給系からの可溶性
中性子吸収材の供給設備名称 構成する機器

臨界事故時水素掃気系

重大事故時可溶性中性子吸収材供
給回路

直流電源設備

受電開閉設備・受電変圧器

所内低圧系統

所内高圧系統

（計装設備）

精製建屋
臨界
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第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／３） 

対応手段 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

臨界事故の拡大防止対策 

可溶性中性子吸収材の自動供給 

前処理課重大事故等

発生時対応手順書 

判
断
基
準

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

着手判断と同じ 

着手判断と同じ 

【成否判断】 

放射線レベル 

中性子線用サーベイメータ（可搬型） 

ガンマ線用サーベイメータ（可搬型） 

操
作

－（重大事故時可溶性中

性子吸収材供給弁又は代

替可溶性中性子吸収材緊

急供給弁の開動作の表

示） 

－ 

精製課重大事故等発

生時対応手順書 

判
断
基
準

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

着手判断と同じ 

着手判断と同じ 

【成否判断】 

放射線レベル 

中性子線用サーベイメータ（可搬型） 

ガンマ線用サーベイメータ（可搬型） 

操
作

－（重大事故時可溶性中

性子吸収材供給弁の開動

作の表示） 

－ 

臨界事故の拡大防止対策 

可溶性中性子吸収材の手動供給 

可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給 

前処理課重大事故等

発生時対応手順書 

判
断
基
準

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

着手判断と同じ 

着手判断と同じ 

【成否判断】 

放射線レベル 

中性子線用サーベイメータ（可搬型） 

ガンマ線用サーベイメータ（可搬型） 

操
作

－（目視による確認及び

可溶性中性子吸収材緊急

供給系の供給弁の開動作

の表示） 

－ 

精製課重大事故等発

生時対応手順書 

判
断
基
準

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

着手判断と同じ 

着手判断と同じ 

【成否判断】 

放射線レベル 

中性子線用サーベイメータ（可搬型） 

ガンマ線用サーベイメータ（可搬型） 

操
作

－（目視による確認） － 
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第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／３） 
 

対応手段 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

臨界事故の拡大防止対策 

 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

前処理課重大事故等

発生時対応手順書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

着手判断と同じ 

着手判断と同じ 

【成否判断】 

 貯槽掃気圧縮空気流量 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（可搬

型） 

操
作 

該当なし － 

精製課重大事故等発

生時対応手順書 

判
断
基
準 

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

着手判断と同じ 

着手判断と同じ 

【成否判断】 

 貯槽掃気圧縮空気流量 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（可搬

型） 

操
作 

該当なし － 
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第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／３） 

対応手段 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

臨界事故の拡大防止対策 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

前処理課重大事故等

発生時対応手順書 

判
断
基
準

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

廃ガス貯留槽圧力 

廃ガス貯留設備の圧力計（常設） 

【成否判断】 

 該当なし 

－ 

操
作

廃ガス貯留槽圧力 

廃ガス貯留槽入口流量 

廃ガス貯留槽放射線レ 

ベル 

溶解槽圧力 

廃ガス貯留設備の圧力計（常設） 

廃ガス貯留設備の流量計（常設） 

廃ガス貯留設備の放射線モニタ（常設） 

溶解槽圧力計（常設） 

精製課重大事故等発

生時対応手順書 

判
断
基
準

【着手判断】 

放射線レベル 

臨界検知用放射線検出器（常設） 

【実施判断】 

廃ガス貯留槽圧力 

廃ガス貯留設備の圧力計（常設） 

【成否判断】 

 該当なし 

－ 

操
作

廃ガス貯留槽圧力 

廃ガス貯留槽入口流量 

廃ガス貯留槽放射線レ 

ベル 

廃ガス洗浄塔入口圧力 

廃ガス貯留設備の圧力計（常設） 

廃ガス貯留設備の流量計（常設） 

廃ガス貯留設備の放射線モニタ（常設） 

廃ガス洗浄塔入口圧力計（常設） 
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第１－４表  臨界事故の発生を仮定する機器

建屋 機器名称

前処理建屋

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

精製建屋
第５一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽
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第１－５表 臨界事故への対処における各対策の判断方法と判断基準 

判断項目 判断方法 判断基準 

未臨界への移行の成否判断 中性子線用サーベイメータ等を用い

て臨界事故が発生した機器を収納し

たセル周辺の線量当量率の計測 

線量当量率が平常運転時程度まで低下

したこと 

固体状又は液体状の核燃料物質

の移送停止の成否判断 

中央制御室の緊急停止操作スイッチ

において，状態表示ランプの点灯確

認 

中央制御室の緊急停止操作スイッチに

おいて，状態表示ランプが点灯したこと 

臨界事故により発生する放射線

分解水素の掃気の成否判断 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計によ

り，供給されている空気の流量の計

測 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の指示

値が６ｍ３／ｈ[normal]以上であるこ

と 

廃ガス処理設備への系統切替の

実施判断 

廃ガス貯留設備の圧力計により，廃

ガス貯留槽の圧力の計測 

廃ガス貯留設備の圧力計の指示値が

0.4ＭＰａ[gage]に達したこと 

換気復旧の成否判断 中央制御室の安全系監視制御盤にお

いて，排風機の運転表示及び溶解槽

圧力計又は廃ガス洗浄塔入口圧力計

の指示値確認 

中央制御室の安全系監視制御盤におい

て，排風機の運転表示及び溶解槽圧力計

又は廃ガス洗浄塔入口圧力計の指示値

が負圧を示したこと 
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第１－６表 臨界事故の対処において確認する補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 可搬型 常設 
再処理施設の状態

を補助的に監視 

自主 

対策 

貯槽の液位 貯槽液位 － ○ 〇 〇 

貯槽の温度 貯槽温度 － ○ 〇 〇 

溶液の密度 溶液密度 － ○ 〇 〇 

溶解槽の放射線のレベル 放射線レベル － ○ 〇 〇 

漏えい液受皿の液位 漏えい液受皿液位 － ○ 〇 〇 

フィルタの差圧 フィルタ差圧 － ○ 〇 － 

圧縮空気貯槽の圧力 圧縮空気受入圧力 － ○ 〇 － 

室の差圧 室差圧 － ○ 〇 〇 

建屋内の放射線のレベル 放射線レベル － ○ 〇 〇 
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第１－７表 重要監視パラメータの代替方法 

 

 

※１:重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータの監視には常設の計器を使用する。 

※２:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類し，これを優先順位とする。 

  ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定 

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推測 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ※２ 代替パラメータの推定方法 

貯
槽
の
放
射
線

レ
ベ
ル 

放射線レベル※1 ａ．放射線レベル（他チャンネル）※1 ａ．他チャンネルの臨界検知用放射線検出器にて貯槽の放射線レベルを測定する。 

放射線レベル ― 

携行型及び可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，か

つ破損等があってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはな

らないことから,代替パラメータはなし。 

貯
槽
掃
気

圧
縮
空
気

の
流
量 

貯槽掃気圧縮空気流量 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータはなし。 

廃
ガ
ス

貯
留
槽

の
圧
力 

廃ガス貯留槽圧力※1 ａ．廃ガス貯留槽圧力（他チャンネル）※1 
ａ．廃ガス貯留設備への放射性物質の導出開始及び完了を判断するために計測し，万一，廃ガス貯

留槽の圧力が監視できなくなった場合には，異なる計測点の圧力計よりパラメータを測定する。 

廃
ガ
ス
貯

留
槽
の
入

口
流
量 

廃ガス貯留槽入口流量※1 ａ．廃ガス貯留槽入口流量（他チャンネル）※1 

ａ．廃ガス貯留設備への放射性物質の導出が開始されたことを判断するために計測し，万一，廃ガ

ス貯留槽への流量が監視できなくなった場合には，異なる計測点の流量計よりパラメータを測定す

る。 

廃
ガ
ス
貯
留

槽
の
放
射
線

レ
ベ
ル 

廃ガス貯留槽放射線レベル※1 ａ．廃ガス貯留槽放射線レベル（他チャンネル）※１ 

ａ．廃ガス貯留設備への放射性物質の導出が開始されたことを判断するために計測し，万一，廃ガ

ス貯留槽の放射線レベルが監視できなくなった場合には，異なる計測点の廃ガス貯留設備の放射線

モニタによりパラメータを測定する。 

溶
解
槽
の

圧
力 

溶解槽圧力※1 ａ．溶解槽圧力（他チャンネル）※1 ａ．他チャンネルの圧力計にて溶解槽圧力を測定する。 

廃
ガ
ス
洗

浄
塔
の
入

口
圧
力 

廃ガス洗浄塔入口圧力※1 ａ．廃ガス洗浄塔入口圧力（他チャンネル）※1 ａ．他チャンネルの圧力計にて廃ガス洗浄塔入口圧力を測定する。 
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溶解槽における
臨界事故の発生

③

②

①
臨界事故への対応手段

①： 可溶性中性子吸収材の自動供給

②： 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気

③： 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留

④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）

⑤： 可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給（自主対策）

せん断機の

燃料送り出

し長さの異

常

（燃料送り

出し装置）

燃料せん断

長位置異常

によるせん

断停止回路

の機能喪失

溶解用硝酸

供給の機能

喪失

（溶解槽硝

酸ポンプ）

溶解槽供給

硝酸流量低

によるせん

断停止回路

の機能喪失

溶解槽溶解液

密度高による

せん断停止回

路の機能喪失

酸濃度の確認

の失敗

硝酸調整槽か

ら硝酸供給槽

への移送時の

分析による酸

濃度確認の失

敗

燃料せん断片の過装荷 溶解液中の核燃料物質濃度の上昇 溶解用供給硝酸の濃度の低下

可溶性中性子吸収

材緊急供給回路の

機能喪失

可溶性中性子吸収

材緊急供給系の機

能喪失

ＯＲゲート

ＡＮＤゲート

凡例

⑤

④

第１－１図（１） 臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（溶解槽）

運転員によ

るせん断開

始前の燃料

長確認の失

敗

運転員によ

る燃料せん

断長指示値

でのせん断

終了長さの

確認の失敗

運転員による

硝酸調整にお

ける溶解用硝

酸調整の失敗

運転員による

溶解硝酸密度

計指示値の確

認の失敗

硝酸供給槽硝

酸密度低によ

るせん断停止

回路の機能喪

失7
7
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エンドピース酸
洗浄槽における
臨界事故の発生③

②

①

せん断機のせん断

刃位置異常（せん

断処理設備の計測

制御系（せん断刃

位置））

エンドピースせ

ん断位置異常に

よるせん断停止

回路の機能喪失

エンドピース酸

洗浄槽洗浄液密

度高によるせん

断停止回路の機

能喪失

せん断機からの過剰な核燃料物質の移行

④

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気
③： 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）

第１－１図（２） 臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（エンドピース酸洗浄槽）

ＯＲゲート

ＡＮＤゲート

凡例
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ハル洗浄槽における
臨界事故の発生

溶解槽供給硝

酸流量低によ

るせん断停止

回路の機能喪

失

運転員による

硝酸調整にお

ける溶解用硝

酸調整の失敗

酸濃度の確認

の失敗

溶解槽溶解液

温度低による

せん断停止回

路の機能喪失

溶解用供給硝酸の供給不足 溶解用供給硝酸の濃度の低下

溶解槽溶解液温度の低下

③

②

①

④

第１－１図（３） 臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（ハル洗浄槽）

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気
③： 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）

ＯＲゲート

ＡＮＤゲート

凡例

溶解用硝酸供

給の異常

（溶解槽硝酸

ポンプ）

運転員による

溶解用硝酸流

量指示値の確

認の失敗

運転員による

溶解槽の密度

計指示値の確

認の失敗

硝酸調整槽か

ら硝酸供給槽

への移送時の

分析による酸

濃度確認の失

敗

硝酸供給槽硝

酸密度低によ

るせん断停止

回路の機能喪

失

溶解槽溶液加

熱の異常

（溶解槽を加

熱する蒸気供

給設備）

運転員による

溶解槽加熱蒸

気流量計の確

認の失敗

運転員による

溶解槽の温度

計指示値の確

認の失敗

運転員による

溶解槽の密度

計指示値の確

認の失敗

運転員による

硝酸供給槽の

密度計指示値

の確認の失敗

運転員による

溶解槽の密度

計指示値の確

認の失敗

7
7
5



溶液の移送指示

における移送先

の選択の誤判断

逐次並行分析に

よるプルトニウ

ム濃度の確認の

失敗

溶液中のプルト

ニウム濃度の分

析結果の確認の

失敗

精製建屋 第５一時
貯留処理槽における
臨界事故の発生③

②

①

④

第１－１図（４） 臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（精製建屋 第５一時貯留処理槽）

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気
③： 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）

ＯＲゲート

ＡＮＤゲート

凡例
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精製建屋 第７一時
貯留処理槽における
臨界事故の発生③

②

①

④

第１－１図（５） 臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（精製建屋 第７一時貯留処理槽）

臨界事故への対応手段
①： 可溶性中性子吸収材の自動供給
②： 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気
③： 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留
④： 可溶性中性子吸収材の手動供給（自主対策）

ＯＲゲート

ＡＮＤゲート

凡例

溶液の移送指示

における移送先

の選択の誤判断

逐次並行分析に

よるプルトニウ

ム濃度の確認の

失敗

溶液中のプルト

ニウム濃度の分

析結果の確認の

失敗
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臨界検知用放射線検出器に
よる臨界事故の発生検知※１

未臨界への移行の成否判断の
ため建屋内へ移動

可搬型可溶性中性子吸収材
供給器接続（手動）

未臨界への移行の成否判断
・セル周辺の線量当量率が
平常運転時程度まで低下
したことを確認

第１－２図 前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応フロー（１／２）

臨界事故が発生した機器を収
納したセル周辺の線量当量率
を計測

線量当量率
継続監視

Ａ：廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給弁又は代替可溶性
中性子吸収材緊急供給弁
「開」（自動）

中央制御室において緊急停
止操作スイッチ押下（手
動）

固体状の核燃料物質の移送
停止の成否判断
・中央制御室において緊急
停止操作スイッチの状態
表示ランプ点灯確認

可溶性中性子吸収材の供給
開始（自動）確認
・中央制御室の監視制御盤
及び安全系監視制御盤に
おいて重大事故時可溶性
中性子吸収材供給弁又は
代替可溶性中性子吸収材
緊急供給弁「開」確認

可溶性中性子吸収材の供給
開始確認
・供給容器内の可溶性中性子
吸収材の減少の目視確認

※１ 臨界検知手段による臨界事故の発生検知
異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，

２台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に
伴って放出されるガンマ線の線量当量率の上昇
を同時に検知し，論理回路により臨界事故の発
生を仮定する機器において臨界事故が発生した
と判定した場合。

可溶性中性子吸収材の手動供
給のため建屋内へ移動

供給容器への可溶性中性子吸
収材供給，供給ポンプ操作
（手動）

着手判断及び実施判断
・中央制御室において臨界検知用放射線
検出器からの臨界警報発報の確認

凡例

中央制御室の安全系監
視制御盤において可溶
性中性子吸収材緊急供
給系の供給弁「開」
（手動）

溶解槽の場合

Ｃ：臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気

可溶性中性子吸収材緊
急供給系からの供給確
認
・中央制御室の安全系
監視制御盤において
可溶性中性子吸収材
緊急供給系の供給弁
「開」確認

主排気筒から大気中
への放出状況監視

Ｂ：廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

：操作・確認

：判断

：監視

：可溶性中性子吸収材の供給

：自主対策設備を用いた対応
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臨界検知用放射線検出器に
よる臨界事故の発生検知※１

未臨界への移行の成否判断のた
め建屋内へ移動

可搬型可溶性中性子吸収材供給
器接続（手動）

未臨界への移行の成否判断
・セル周辺の線量当量率が平
常運転時程度まで低下した
ことを確認

第１－３図 精製建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応フロー（１／２）

臨界事故が発生した機器を収納
したセル周辺の線量当量率を計
測

線量当量率
継続監視

重大事故時可溶性中性子吸収材
供給弁「開」（自動）

中央制御室において緊急停止
操作スイッチ押下（手動）

液体状の核燃料物質の移送停
止の成否判断
・中央制御室において緊急停
止操作スイッチの状態表示
ランプ点灯確認

着手判断及び実施判断
・中央制御室において臨界検知用放射線
検出器からの臨界警報発報の確認

可溶性中性子吸収材の供給開始
確認
・供給容器内の可溶性中性子吸
収材の減少の目視確認

※１ 臨界検知手段による臨界事故の発生検知
異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，

２台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に
伴って放出されるガンマ線の線量当量率の上昇
を同時に検知し，論理回路により臨界事故の発
生を仮定する機器において臨界事故が発生した
と判定した場合。

可溶性中性子吸収材の手動供給
のため建屋内へ移動

供給容器への可溶性中性子吸収
材供給，供給ポンプ操作
（手動）

凡例

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）確認
・中央制御室の監視制御盤にお
いて重大事故時可溶性中性子
吸収材供給弁「開」確認

Ｃ：臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気

主排気筒から大気中
への放出状況監視

Ａ：廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

Ｂ：廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留

：操作・確認

：判断

：監視

：可溶性中性子吸収材の供給

：自主対策設備を用いた対応
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1

３

1

２

要員数

Ａ，Ｂ

発生検知１

・臨界検知用放射線検出器の警報の発報の確認による
臨界事故の拡大防止対策の作業の着手判断及び
実施判断

実施責任者

－

・対策の実施，対策作業の進捗管理

未臨界への移行

1

1

経過時間（時：分）

備 考

0:03

所要時間
（時：分）

1:08

1:08

0:01

対策 作業

建屋対策班長

実施責任者

作業
番号

可溶性中性子
吸収材の自動

供給

－

－

・対策活動の指揮

建屋対策班長

・固体状の核燃料物質の移送停止

Ｃ，Ｄ ２

0:25

0:01

・臨界事故が発生したセル周辺の線量当量率の計測に
よる未臨界への移行の成否判断

４

・可溶性中性子吸収材の供給開始（自動）確認

２

0:10 0:20

▽事象発生

0:30 0:40 0:50 1:00

第１－６図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 タイムチャート

第１－14図 作業番号５

1:10

7
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1

1

発生検知

・臨界検知用放射線検出器の警報の発報の確認による
  臨界事故の拡大防止対策の作業の着手判断及び
  実施判断

1:08

1:08

実施責任者 1

0:01

未臨界への移行

・可溶性中性子吸収材の供給開始（自動）確認

Ｃ，Ｄ ２

0:01

0:25

0:03

対策 作業

・対策の実施，対策作業の進捗管理

作業
番号

－

－

－

・対策活動の指揮

可溶性中性子
吸収材の自動

供給

４

２

３

１

経過時間（時：分）

備 考

・臨界事故が発生したセル周辺の線量当量率の計測に
  よる未臨界への移行の成否判断 ２

・液体状の核燃料物質の移送停止

1

要員数

建屋対策班長

Ａ，Ｂ

所要時間
（時：分）

実施責任者

建屋対策班長

第１－７図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 タイムチャート

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00

第１－15図 作業番号５

1:10
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1 1:08

－

・対策の実施，対策作業の進捗管理
建屋対
策班長

1 1:08

 第１－10図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び可溶性中性子吸収材緊急供給系からの
   可溶性中性子吸収材の供給 タイムチャート

経過時間（時：分）

備 考

・可搬型可溶性中性子吸収材供給器による可溶性中性
子吸収材の手動供給 0:15ｃ，ｄ

ａ，ｂ 0:05

要員数
所要時間
（時：分）

２

２

・対策活動の指揮
実施
責任者

未臨界への移行

対策 作業

・可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子
吸収材の供給（溶解槽）

作業
番号

１

２

－

－

可溶性中性子
吸収材の供給

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10
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第１－11図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 タイムチャート

経過時間（時：分）

備 考

・可搬型可溶性中性子吸収材供給器による可溶性中性
子吸収材の手動供給 ２

要員数

ａ，ｂ

所要時間
（時：分）

0:15

実施
責任者

1 1:08

建屋対
策班長

1 1:08

対策 作業

未臨界への移行

作業
番号

１

－

－

・対策活動の指揮

－

・対策の実施，対策作業の進捗管理
可溶性中性子
吸収材の供給

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10
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▽臨界検知用放射線
検出器による臨界検知

０秒 ５秒 ６０秒 １０分 ４０分 ６０分 ７０分

▽空気圧縮機『定格』

空気圧縮機『停止』▽
▽廃ガス貯留設備の隔離弁『開」

▽空気圧縮機『起動』

約2kPa[gage]

約-2kPa[gage]

0kPa[gage]

水封部の水頭圧

0.5MPa[gage]

廃ガス処理設備 排風機『起動』▽

▽水素掃気開始

▽工程停止操作による
供給空気流量の減少

気
体
流
量

０秒 ５秒 ６０秒 １０分 ４０分 ６０分 ７０分

０秒 ５秒 ６０秒 １０分 ４０分 ６０分 ７０分

０秒 ５秒 ６０秒 １０分 ４０分 ６０分 ７０分

廃ガス貯留槽への気体流量変化

廃ガス処理設備 系統内圧力変化

▽廃ガス処理設備『経路遮断』

廃ガス貯留槽内圧力変化

廃
ガ
ス
処
理
設
備

系
統
内
圧
力

廃
ガ
ス
貯
留
槽

内
圧
力

0.4MPa[gage]

廃
ガ
ス
処
理
設
備

空
気
流
量

廃ガス処理設備系統内空気流量変化

▽水素掃気完了

第１－16図(１) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量及び圧力の変化 概要図

区間１ 区間２ 区間３ 区間４ 区間５ 区間６

▽平常時圧力制御用空気の停止

▽排風機『停止』
▽圧力制御『開始』

廃ガス処理設備への経路切替え▽

廃ガス貯留設備隔離弁『閉』▽

0kPa[gage]
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区
間

説明 廃ガス貯留槽への気体流
量

廃ガス処理設備の系統
内圧力

廃ガス貯留槽内圧
力

廃ガス処理設備の
系統内空気流量

区
間
１

臨界検知用放射線検出器による臨界検
知を起点として，廃ガス貯留設備の起
動信号が発出する。

廃ガス貯留槽への経路確
立前であり，流量はゼロ
となる。

平常運転どおり。 廃ガス貯留槽への
経路確立前であり，
大気圧相当である。

平常運転どおり。

区
間
２

廃ガス貯留設備の隔離弁が自動で開と
なり，空気圧縮機が自動で起動する。
また，平常時の廃ガス処理設備の圧力
制御用空気が自動で停止する。
その後，廃ガス処理設備の隔離弁が自
動で「閉止」及び排風機が自動で「停
止」する。

空気圧縮機の起動に伴い，
徐々に空気流量が増加す
る。

廃ガス処理設備の圧力
制御用空気が停止する
ことで，圧力が平常時
よりも低下する。その
後，廃ガス処理設備の
排風機が停止すること
で徐々に圧力が上昇す
る。

空気圧縮機の起動
に伴い，徐々に圧
力が増加する。

廃ガス処理設備の
圧力制御用空気が
停止することで，
流量が低下する。

区
間
３

空気圧縮機の流量が定格に到達する。
また，緊急停止系による工程停止操作
により，工程内に供給されていた圧縮
空気が停止する。

空気圧縮機定格到達によ
り，一定流量となる。

廃ガス貯留設備による
圧力制御により，系統
内の圧力が一定となる
よう制御される。

空気圧縮機の起動
に伴い，徐々に圧
力が増加する。

緊急停止系による
工程停止操作によ
り，流量が低下す
る。

区
間
４

区間３と同様。 区間３と同様。 区間３と同様。 区間３と同様。 区間３と同様。

区
間
５

臨界事故により発生する放射線分解水
素の掃気のため一般圧縮空気系から手
動にて空気を供給する。

追加で供給される空気に
より流量が増加する。

系統内流量が増加する
ものの，廃ガス貯留設
備による圧力制御によ
り，系統内の圧力は一
定に制御される。

流量増加により圧
力上昇の傾きが微
増となる。

追加で供給される
空気により流量が
増加する。

区
間
６

臨界事故により発生する放射線分解水
素の掃気終了により，一般圧縮空気系
からの空気の供給を停止する。
また，廃ガス貯留槽の圧力が0.4ＭＰa
[gage]に達することで，廃ガス処理設
備の隔離弁を開放し，排風機を起動す
る。

追加供給空気の停止によ
り流量が低下する。
その後，廃ガス貯留設備
の空気圧縮機の停止によ
りゼロとなる。

一時的に廃ガス貯留槽
への経路と排風機への
経路が構築され，系統
内圧力は低くなる。
その後，廃ガス処理設
備の圧力制御用空気の
供給が再開していない
ため，平常時の圧力よ
りも低下して整定する。

空気圧縮機の停止
まで圧力は増加す
るが，空気圧縮機
の吐出圧力に達す
る前に廃ガス処理
設備からの経路に
復旧するため，吐
出圧力よりも低い
圧力で整定する。

廃ガス処理設備の
圧力制御用空気の
供給が再開してい
ないため，平常時
の流量よりも低下
して整定する。

第１－16図(２) 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量及び圧力の変化 概要図の解説
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第１－19図 対応手段の選択フローチャート（１／３）

未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手段
（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：重大事故等対処設備
臨界事故発生

可溶性中性子吸収材の手動供給

未臨界への移行，及び
未臨界の維持

可溶性中性子吸収材の自動供給

臨界事故の拡大防止対策の対応手段の選択

可溶性中性子吸収材緊急供給系からの
可溶性中性子吸収材の供給
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補 1.1-1-1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（ 1/10）

技 術 的 能 力 審 査 基 準（ １ ．１ ） 番 号 設 置 許 可 基 準 規 則（ 第 ３ ４ 条 ） 技 術 基 準 規 則（ 第 ３ ８ 条 ） 番 号

【 本 文 】  

再 処 理 事 業 者 に お い て 、 セ ル

内 に お い て 核 燃 料 物 質 が 臨 界

に 達 す る こ と を 防 止 す る た め

の 機 能 を 有 す る 施 設 に お い

て 、 再 処 理 規 則 第 １ 条 の ３ 第

１ 号 に 規 定 す る 重 大 事 故 の 拡

大 を 防 止 す る た め に 必 要 な 次

に 掲 げ る 手 順 等 が 適 切 に 整 備

さ れ て い る か 、 又 は 整 備 さ れ

る 方 針 が 適 切 に 示 さ れ て い る

こ と 。  

－

【 本 文 】

セ ル 内 に お い て 核 燃 料 物 質 が

臨 界 に 達 す る こ と を 防 止 す る

た め の 機 能 を 有 す る 施 設 に

は 、 再 処 理 規 則 第 一 条 の 三 第

一 号 に 規 定 す る 重 大 事 故 の 拡

大 を 防 止 す る た め に 必 要 な 次

に 掲 げ る 重 大 事 故 等 対 処 設 備

を 設 け な け れ ば な ら な い 。

【 本 文 】

セ ル 内 に お い て 核 燃 料 物

質 が 臨 界 に 達 す る こ と を

防 止 す る た め の 機 能 を 有

す る 施 設 に は 、 再 処 理 規

則 第 一 条 の 三 第 一 号 に 規

定 す る 重 大 事 故 の 拡 大 を

防 止 す る た め に 必 要 な 次

に 掲 げ る 重 大 事 故 等 対 処

設 備 を 施 設 し な け れ ば な

ら な い 。

－

一  未 臨 界 に 移 行 し 、及 び 未 臨

界 を 維 持 す る た め に 必 要 な 手

順 等  

①

一  未 臨 界 に 移 行 し 、 及 び 未

臨 界 を 維 持 す る た め に 必 要 な

設 備  

一  未 臨 界 に 移 行 し 、 及

び 未 臨 界 を 維 持 す る た め

に 必 要 な 設 備  

⑧

二  臨 界 事 故 が 発 生 し た 設 備

に 接 続 す る 換 気 系 統 の 配 管 の

流 路 を 遮 断 す る た め に 必 要 な

手 順 等 及 び 換 気 系 統 の 配 管 内

が 加 圧 状 態 に な っ た 場 合 に セ

ル 内 に 設 置 さ れ た 配 管 の 外 部

へ 放 射 性 物 質 を 排 出 す る た め

に 必 要 な 手 順 等

②

二  臨 界 事 故 が 発 生 し た 設 備

に 接 続 す る 換 気 系 統 の 配 管 の

流 路 を 遮 断 す る た め に 必 要 な

設 備 及 び 換 気 系 統 の 配 管 内 が

加 圧 状 態 に な っ た 場 合 に セ ル

内 に 設 置 さ れ た 配 管 の 外 部 へ

放 射 性 物 質 を 排 出 す る た め に

必 要 な 設 備  

二  臨 界 事 故 が 発 生 し た

設 備 に 接 続 す る 換 気 系 統

の 配 管 の 流 路 を 遮 断 す る

た め に 必 要 な 設 備 及 び 換

気 系 統 の 配 管 内 が 加 圧 状

態 に な っ た 場 合 に セ ル 内

に 設 置 さ れ た 配 管 の 外 部

へ 放 射 性 物 質 を 排 出 す る

た め に 必 要 な 設 備  

⑨

三  臨 界 事 故 が 発 生 し た 場 合

に お い て 放 射 性 物 質 の 放 出 に

よ る 影 響 を 緩 和 す る た め に 必

要 な 手 順 等  

③

三  臨 界 事 故 が 発 生 し た 場 合

に お い て 放 射 性 物 質 の 放 出 に

よ る 影 響 を 緩 和 す る た め に 必

要 な 設 備  

三  臨 界 事 故 が 発 生 し た

場 合 に お い て 放 射 性 物 質

の 放 出 に よ る 影 響 を 緩 和

す る た め に 必 要 な 設 備  

⑩
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補 1.1-1-2 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２ /10）

技 術 的 能 力 審 査 基 準（ １ ．１ ） 番 号 設 置 許 可 基 準 規 則（ 第 ３ ４ 条 ） 技 術 基 準 規 則（ 第 ３ ８ 条 ） 番 号

【 解 釈 】

１  第 １ 号 に 規 定 す る「 未 臨 界

に 移 行 し 、 及 び 未 臨 界 を 維 持

す る た め に 必 要 な 手 順 等 」 と

は 、 例 え ば 、 設 計 基 準 の 要 求

に よ り 措 置 し た 設 備 と は 異 な

る 中 性 子 吸 収 材 の 貯 槽 へ の 注

入 設 備 、 溶 液 の 回 収 ・ 移 送 設

備 を 作 動 さ せ る た め の 手 順 等

を い う 。  

④

【 解 釈 】

１  第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る

「 未 臨 界 に 移 行 し 、 及 び 未 臨

界 を 維 持 す る た め に 必 要 な 設

備 」 と は 、 設 計 基 準 の 要 求 に

よ り 措 置 し た 設 備 と は 異 な る

中 性 子 吸 収 材 の 貯 槽 へ の 注 入

設 備 、 溶 液 の 回 収 ・ 移 送 設 備

等 を い う 。  

ま た 、設 備 の 必 要 な 個 数 は 、

当 該 重 大 事 故 等 が 発 生 す る お

そ れ が あ る 安 全 上 重 要 な 施 設

の 機 器 ご と に １ セ ッ ト と す

る 。  

－ ⑪

２  第 ２ 号 に 規 定 す る「 臨 界 事

故 が 発 生 し た 設 備 に 接 続 す る

換 気 系 統 の 配 管 の 流 路 を 遮 断

す る た め に 必 要 な 手 順 等 及 び

換 気 系 統 の 配 管 内 が 加 圧 状 態

に な っ た 場 合 に セ ル 内 に 設 置

さ れ た 配 管 の 外 部 へ 放 射 性 物

質 を 排 出 す る た め に 必 要 な 手

順 等 」 と は 、 例 え ば 、 換 気 系

統 （ 機 器 及 び セ ル ） の 流 路 を

閉 止 す る た め の 閉 止 弁 、 密 閉

式 ダ ン パ 、 セ ル 内 に 設 置 さ れ

た 配 管 の 外 部 へ 放 射 性 物 質 を

排 出 す る た め の 設 備 を 作 動 さ

せ る た め の 手 順 等 を い う 。  

⑤

２  第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る

「 臨 界 事 故 が 発 生 し た 設 備 に

接 続 す る 換 気 系 統 の 配 管 の 流

路 を 遮 断 す る た め に 必 要 な 設

備 」 と は 、 閉 止 弁 、 密 閉 式 ダ

ン パ 等 を い い 、 「 換 気 系 統 の

配 管 内 が 加 圧 状 態 に な っ た 場

合 に セ ル 内 に 設 置 さ れ た 配 管

の 外 部 へ 放 射 性 物 質 を 排 出 す

る た め に 必 要 な 設 備 」 と は 、

水 封 安 全 器 等 を い う 。

ま た 、設 備 の 必 要 な 個 数 は 、

当 該 重 大 事 故 等 が 発 生 す る お

そ れ が あ る 安 全 上 重 要 な 施 設

の 機 器 ご と に １ セ ッ ト と す

る 。  

－ ⑫

３  第 ３ 号 に 規 定 す る「 臨 界 事

故 が 発 生 し た 場 合 に お い て 放

射 性 物 質 の 放 出 に よ る 影 響 を

緩 和 す る た め に 必 要 な 手 順

等 」 と は 、 例 え ば 、 セ ル 換 気

系 統 の 有 す る 機 能 及 び 性 能 の

う ち 、 事 故 に 対 応 す る た め に

必 要 な も の を 代 替 す る 設 備 を

作 動 さ せ る た め の 手 順 等 を い

う 。

⑥

３  第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る

「 放 射 性 物 質 の 放 出 に よ る 影

響 を 緩 和 す る た め に 必 要 な 設

備 」 と は 、 セ ル 換 気 系 統 を 代

替 す る た め の 設 備 を い う 。  

ま た 、 セ ル 換 気 系 統 の 放 射

性 物 質 を 低 減 す る 機 能 を 代 替

す る た め の 設 備 の 必 要 な 個 数

は 、 再 処 理 施 設 に 設 置 さ れ た

排 風 機 の 台 数 と 同 数 と す る 。

－ ⑬

４  上 記 １ か ら ３ ま で の 手 順

等 に は 、 対 策 を 実 施 す る た め

に 必 要 と な る 電 源 、 補 給 水 、

施 設 の 状 態 を 監 視 す る た め の

手 順 等 を 含 む 。  

⑦

４  上 記 １ 及 び ２ に つ い て は 、

設 備 の 信 頼 性 が 十 分 に 高 い と

判 断 さ れ な い 場 合 に は 、 多 様

性 も 考 慮 し て 動 作 原 理 の 異 な

る 設 備 を 追 加 す る こ と 。

－ ⑭

５  同 時 に 又 は 連 鎖 し て 発 生

す る 可 能 性 の な い 事 故 の 間

で 、 設 備 を 共 用 す る こ と は 妨

げ な い 。  

－ ⑮

６  上 記 の 措 置 に は 、対 策 を 実

施 す る た め に 必 要 と な る 電

源 、 施 設 の 状 態 を 監 視 す る た

め の 設 備 の 整 備 を 含 む 。  

－ ⑯
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 補 1.1-1-3 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３ /10）  

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段  
自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

の

自

動

供

給 

溶 解 設 備 の 溶 解 槽  既 設  

①  

④  

⑧  

⑪  

－  

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

の

手

動

供

給 
溶 解 設 備 の 溶 解 槽  

溶 解 設 備 の エ ン ド ピ ー ス 酸 洗

浄 槽  
既 設  －  

溶 解 設 備 の エ ン ド ピ ー

ス 酸 洗 浄 槽  

溶 解 設 備 の ハ ル 洗 浄 槽  既 設  －  溶 解 設 備 の ハ ル 洗 浄 槽  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 系 の 代 替 可 溶 性 中 性 子 吸

収 材 緊 急 供 給 槽  

新 設  －  
溶 解 設 備 の 配 管 ・ 弁 [流

路 ]  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 系 の 代 替 可 溶 性 中 性 子 吸

収 材 緊 急 供 給 弁  

新 設  －  
溶 解 設 備 の 可 搬 型 可 溶

性 中 性 子 吸 収 材 供 給 器  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 系 の 代 替 可 溶 性 中 性 子 吸

収 材 緊 急 供 給 系 主 配 管 ・ 弁 [流

路 ]  

新 設  －  
分 析 設 備 の 配 管・弁［ 流

路 ］  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 系 の 安 全 圧 縮 空 気 系  
既 設  －  

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理

設 備 の 第 ５ 一 時 貯 留 処

理 槽  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 槽（ エ ン ド ピ

ー ス 酸 洗 浄 槽 ）  

新 設  －  

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理

設 備 の 第 ７ 一 時 貯 留 処

理 槽  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 弁（ エ ン ド ピ

ー ス 酸 洗 浄 槽 ）  

新 設  －  
精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理

設 備 の 配 管 ・ 弁 ［ 流 路 ］ 

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 系 配 管 ・ 弁

（ エ ン ド ピ ー ス 酸 洗 浄 槽 ） [流

路 ]  

新 設  －  

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理

設 備 の 可 搬 型 可 溶 性 中

性 子 吸 収 材 供 給 器  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 槽（ ハ ル 洗 浄

槽 ）  

新 設  －  

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

緊

急

供

給

系

か

ら

の

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

の

供

給 

溶 解 設 備 の 溶 解 槽  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 弁（ ハ ル 洗 浄

槽 ）  

新 設  －  
溶 解 設 備 の 可 溶 性 中 性

子 吸 収 材 緊 急 供 給 系  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 系 配 管 ・ 弁

（ ハ ル 洗 浄 槽 ） [流 路 ]  

新 設  －  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 緊 急 供 給 系 の 安 全 圧

縮 空 気 系  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 一 般 圧 縮 空 気 系  
既 設  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9 K V

非 常 用 主 母 線  
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 補 1.1-1-4 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４ /10）  

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段  
自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

の

自

動

供

給  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射 戦

検 出 器 （ 溶 解 槽 用 ）  

新 設  

①  

④  

⑧  

⑪  

－  
可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

緊

急

供

給

系

か

ら

の

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

の

供

給 

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9 K V

非 常 用 母 線  

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 回 路 の 緊 急 停 止 系（ 前 処 理

建 屋 用 ， 電 路 含 む ）  

新 設  －  
所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0 V 非

常 用 母 線  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器（ エ ン ド ピ ー ス 酸 洗 浄

槽 用 ）  

新 設  －  
直 流 電 源 設 備 の 第 ２ 非

常 用 直 流 電 源 設 備  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器 （ ハ ル 洗 浄 槽 用 ）  

新 設  －  

－  

－  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 緊 急 停 止 系（ 前 処

理 建 屋 用 ， 電 路 含 む ）  

新 設  －  －  

計 装 設 備 の ガ ン マ 線 用 サ ー ベ

イ メ ー タ  

新 設  

（ 可 搬 ）  －  －  

計 装 設 備 の 中 性 子 線 用 サ ー ベ

イ メ ー タ  

新 設  

（ 可 搬 ）  
－  －  

受 電 開 閉 設 備・受 電 変 圧 器 の 受

電 開 閉 設 備  
既 設  －  －  

受 電 開 閉 設 備・受 電 変 圧 器 の 受

電 変 圧 器  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 非 常 用

主 母 線  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 運 転 予

備 用 主 母 線  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 非 常 用

母 線  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 運 転 予

備 用 母 線  
既 設  －  －  

所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0Ｖ 非 常 用 母

線  
既 設  －  －  

所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0Ｖ 運 転 予 備

用 母 線  
既 設  －  －  

直 流 電 源 設 備 の 第 ２ 非 常 用 直

流 電 源 設 備  
既 設  －  －  

直 流 電 源 設 備 の 直 流 電 源 設 備  既 設  －  －  

計 測 制 御 用 交 流 電 源 設 備 の 計

測 制 御 用 交 流 電 源 設 備  
既 設  －  －  
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補 1.1-1-5 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５ /10）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番 号
備 考 手 段 機 器 名 称

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

の

自

動

供

給

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理 設 備 の

第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽
既 設

①

④

⑧

⑪

－

－

－

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理 設 備 の

第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽
既 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 槽（ 第 ５ 一 時

貯 留 処 理 槽 用 ）

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 弁（ 第 ５ 一 時

貯 留 処 理 槽 用 ）

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 系 配 管 ・ 弁

（ 第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ）［ 流

路 ］

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 槽（ 第 ７ 一 時

貯 留 処 理 槽 用 ）

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 の 重 大 事 故 時 可 溶 性

中 性 子 吸 収 材 供 給 弁（ 第 ７ 一 時

貯 留 処 理 槽 用 ）

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 系 重 大 事 故 時 可 溶 性 中

性 子 吸 収 材 供 給 系 配 管・弁（ 第

７ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ） ［ 流 路 ］ 

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器（ 第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽

用 ）

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器（ 第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽

用 ）  

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 緊 急 停 止 系（ 精 製

建 屋 用 ， 電 路 含 む ）  

新 設

一 部 既 設  
－ －
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補 1.1-1-6 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６ /10）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番 号
備 考 手 段 機 器 名 称

臨

界

事

故

に

よ

り

発

生

す

る

放

射

線

分

解

水

素

の

掃

気

溶 解 設 備 の 溶 解 槽 既 設

③

⑥

⑩

⑬

－

－

－

溶 解 設 備 の エ ン ド ピ ー ス 酸 洗

浄 槽  
既 設 － －

溶 解 設 備 の ハ ル 洗 浄 槽 既 設 － －

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急

供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射 線

検 出 器 （ 溶 解 槽 用 ）  

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器 （ エ ン ド ピ ー ス 酸 洗

浄 槽 用 ）  

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器 （ ハ ル 洗 浄 槽 用 ）  

新 設 － －

計 装 設 備 の 可 搬 型 貯 槽 掃 気 圧

縮 空 気 流 量 計 （ 溶 解 槽 ， エ ン

ド ピ ー ス 酸 洗 浄 槽 ， ハ ル 洗 浄

槽 用 ）  

新 設

（ 可 搬 ） － －

受 電 開 閉 設 備 ・ 受 電 変 圧 器 の

受 電 開 閉 設 備  
既 設 － －

受 電 開 閉 設 備 ・ 受 電 変 圧 器 の

受 電 変 圧 器  
既 設 － －

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 非 常

用 主 母 線  
既 設 － －

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 運 転

予 備 用 主 母 線  
既 設 － －

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 非 常

用 母 線  
既 設 － －

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 運 転

予 備 用 母 線  
既 設 － －

所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0Ｖ 非 常 用

母 線  
既 設 － －

所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0Ｖ 運 転 予

備 用 母 線  
既 設 － －

直 流 電 源 設 備 の 第 ２ 非 常 用 直

流 電 源 設 備  
既 設 － －

直 流 電 源 設 備 の 直 流 電 源 設 備 既 設 － －

計 測 制 御 用 交 流 電 源 設 備 の 計

測 制 御 用 交 流 電 源 設 備  
既 設 － －

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 一 般

圧 縮 空 気 系  
既 設 － －
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補 1.1-1-7 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７ /10）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番 号
備 考 手 段 機 器 名 称

臨

界

事

故

に

よ

り

発

生

す

る

放

射

線

分

解

水

素

の

掃

気

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 可 搬 型

建 屋 内 ホ ー ス （ 溶 解 槽 ， エ ン ド

ピ ー ス 酸 洗 浄 槽 ，ハ ル 洗 浄 槽 用 ）

[流 路 ]  

新 設

（ 可 搬 ） 

③

⑥

⑩

⑬

－

－

－

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 機 器 圧

縮 空 気 供 給 配 管・弁（ 溶 解 設 備 ）

［ 流 路 ］  

既 設 － －

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 機 器 圧

縮 空 気 供 給 配 管 ・ 弁 （ 計 測 制 御

設 備 ） ［ 流 路 ］  

既 設 － －

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 安 全 圧

縮 空 気 系  
既 設 － －

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理 設 備 の 第

５ 一 時 貯 留 処 理 槽  
既 設 － －

精 製 建 屋 一 時 貯 留 処 理 設 備 の 第

７ 一 時 貯 留 処 理 槽  
既 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材

供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射 線 検

出 器 （ 第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ）

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材

供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射 線 検

出 器 （ 第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ）

新 設 － －

計 装 設 備 の 可 搬 型 貯 槽 掃 気 圧 縮

空 気 流 量 計 （ 第 ５ 一 時 貯 留 処 理

槽 ， 第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ）  

新 設

（ 可 搬 ） 
－ －

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 可 搬 型

建 屋 内 ホ ー ス （ 第 ５ 一 時 貯 留 処

理 槽 ， 第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽 用 ）

［ 流 路 ］  

新 設

（ 可 搬 ） 
－ －

臨 界 事 故 時 水 素 掃 気 系 の 機 器 圧

縮 空 気 供 給 配 管 ・ 弁 （ 精 製 建 屋

一 時 貯 留 処 理 設 備 ） ［ 流 路 ］  

既 設 － －
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補 1.1-1-8 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８ /10）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番 号
備 考 手 段 機 器 名 称

廃

ガ

ス

貯

留

設

備

に

よ

る

放

射

性

物

質

の

貯

留

廃 ガ ス 貯 留 設 備 （ 前 処 理 建 屋 ）

の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 隔 離 弁  
新 設

②

⑤

⑨

⑫

－

－

－

廃 ガ ス 貯 留 設 備 （ 前 処 理 建 屋 ）

の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 空 気 圧 縮 機
新 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備 （ 前 処 理 建 屋 ）

の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 逆 止 弁  
新 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備 （ 前 処 理 建 屋 ）

の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 廃 ガ ス 貯 留

槽  

新 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備 （ 前 処 理 建 屋 ）

の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 配 管・弁［ 流

路 ］  

新 設 － －

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設

備 の 凝 縮 器  
既 設 － －

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設

備 の 高 性 能 粒 子 フ ィ ル タ  
既 設 － －

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設

備 の 排 風 機  
既 設 － －

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設

備 の 隔 離 弁  
既 設 － －

せ ん 断 処 理 ・ 溶 解 廃 ガ ス 処 理 設

備 の 主 配 管 ・ 弁 ［ 流 路 ］  
既 設 － －

前 処 理 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設

備 の 主 配 管 ［ 流 路 ］
既 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備 (高 レ ベ ル 廃 液

ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処

理 設 備  高 レ ベ ル 濃 縮 廃 液 廃 ガ

ス 処 理 系 )の主 配 管 ［ 流 路 ］

既 設 － －

主 排 気 筒 既 設 － －

冷 却 水 設 備 の 一 般 冷 却 水 系 既 設 － －

圧 縮 空 気 設 備 の 一 般 圧 縮 空 気 系 既 設 － －

圧 縮 空 気 設 備 の 安 全 圧 縮 空 気 系 既 設 － －

低 レ ベ ル 廃 液 処 理 設 備 の 第 １ 低

レ ベ ル 廃 液 処 理 系
既 設 － －

代 替 可 溶 性 中 性 子 吸 収 材 緊 急 供

給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射 線 検 出

器 （ 溶 解 槽 用 ）  

新 設 － －
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 補 1.1-1-9 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（９ /10）  

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段  
自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番 号  
備 考  手 段  機 器 名 称  

廃

ガ

ス

貯

留

設

備

に

よ

る

放

射

性

物

質

の

貯

留 

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器（ エ ン ド ピ ー ス 酸 洗 浄

槽 用 ）  

新 設  

②  

⑤  

⑨  

⑫  

－  

－  

－  

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器 （ ハ ル 洗 浄 槽 用 ）  

新 設  －  －  

計 装 設 備 の 溶 解 槽 圧 力 計  既 設  －  －  

計 装 設 備 の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の

圧 力 計 (前 処 理 建 屋 用 )  
新 設  －  －  

計 装 設 備 の 流 量 計 (前 処 理 建 屋

用 )  
新 設  －  －  

計 装 設 備 の 放 射 線 モ ニ タ (前 処

理 建 屋 用 )  
新 設  －  －  

受 電 開 閉 設 備・受 電 変 圧 器 の 受

電 開 閉 設 備  
既 設  －  －  

受 電 開 閉 設 備・受 電 変 圧 器 の 受

電 変 圧 器  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 非 常 用

主 母 線  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 運 転 予

備 用 主 母 線  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 非 常 用

母 線  
既 設  －  －  

所 内 高 圧 系 統 の 6 . 9ｋ Ｖ 運 転 予

備 用 母 線  
既 設  －  －  

所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0Ｖ 非 常 用 母

線  
既 設  －  －  

所 内 低 圧 系 統 の 4 6 0Ｖ 運 転 予 備

用 母 線  
既 設  －  －  

直 流 電 源 設 備 の 第 ２ 非 常 用 直

流 電 源 設 備  
既 設  －  －  

直 流 電 源 設 備 の 直 流 電 源 設 備  既 設  －  －  

計 測 制 御 用 交 流 電 源 設 備 の 計

測 制 御 用 交 流 電 源 設 備  
既 設  －  －  

放 射 線 監 視 設 備 の 主 排 気 筒 の

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備  
既 設  －  －  

試 料 分 析 関 係 設 備 の 放 出 管 理

分 析 設 備  
既 設  －  －  

廃 ガ ス 貯 留 設 備（ 精 製 建 屋 ）の

廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 隔 離 弁  
新 設  －  －  
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補 1.1-1-10 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（ 10/10）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番 号
備 考 手 段 機 器 名 称

廃

ガ

ス

貯

留

設

備

に

よ

る

放

射

性

物

質

の

貯

留

廃 ガ ス 貯 留 設 備（ 精 製 建 屋 ）の

廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 空 気 圧 縮 機  
新 設

②

⑤

⑨

⑫

－

－

－

廃 ガ ス 貯 留 設 備（ 精 製 建 屋 ）の

廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 逆 止 弁  
新 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備（ 精 製 建 屋 ）の

廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 廃 ガ ス 貯 留

槽  

新 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備（ 精 製 建 屋 ）の

廃 ガ ス 貯 留 設 備 の 配 管・弁［ 流

路 ］  

新 設 － －

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設

備 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 の 凝 縮 器

既 設 － －

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設

備 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 の 高 性 能 粒 子 フ ィ

ル タ

既 設 － －

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設

備 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 の 排 風 機

既 設 － －

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設

備 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 の 隔 離 弁

既 設 － －

精 製 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設

備 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 の 主 配 管・弁［ 流 路 ］ 

既 設 － －

廃 ガ ス 貯 留 設 備 (ウ ラ ン ・ プ ル

ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋 塔 槽 類

廃 ガ ス 処 理 設 備 )の 主 配 管 ［ 流

路 ］

既 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器（ 第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽

用 ）  

新 設 － －

重 大 事 故 時 可 溶 性 中 性 子 吸 収

材 供 給 回 路 の 臨 界 検 知 用 放 射

線 検 出 器（ 第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽

用 ）  

新 設 － －

計 装 設 備 の 廃 ガ ス 洗 浄 塔 入 口

圧 力 計  
既 設 － －

計 装 設 備 の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の

圧 力 計 (精 製 建 屋 用 )  
新 設 － －

計 装 設 備 の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の

流 量 計 (精 製 建 屋 用 )  
新 設 － －

計 装 設 備 の 廃 ガ ス 貯 留 設 備 の

放 射 線 モ ニ タ (精 製 建 屋 用 )  
新 設 － －
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令和２年４月  13  日 R1 

補足説明資料 1.1-２
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自主対策設備仕様
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対応手段 機器名称 常設／可搬 耐震性 容量 揚程 個数

可溶性中性子吸収材の手動供給
（前処理建屋）
可搬型可溶性中性子吸収材供給器

可搬型 － 約40L／基 2m ３基

可溶性中性子吸収材の手動供給
（精製建屋）
可搬型可溶性中性子吸収材供給器

可搬型 － 約40L／基 2m ３基

自主対策設備仕様
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令和２年４月 28 日 R4 

補足説明資料 1.1-３ 
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補 1.1-3-1 

重大事故対策の成立性 

１．可溶性中性子吸収材の自動供給 

(１)所要時間

ａ．前処理建屋

ｂ．精製建屋 

ｃ．操作の成立性 

 作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着用又は 

携行して作業を行う。 

 移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

 操作性 ：緊急停止系を用いた停止操作は緊急停止操作スイッ 

チの操作であり，容易に操作可能である。また，セル

周辺の線量当量率の計測はサーベイメータの操作で

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

臨界検知用放射線検出器の警報の
発報の確認による臨界事故の拡大
防止対策の作業の着手判断及び実
施判断

１分 約１分
警報の発報を認識し，臨界事故の発生を認識するまでの時間とし
て１分を想定

固体状の核燃料物質の移送停止 １分 約１分 訓練実績（中央制御室）

臨界事故が発生したセル周辺の線
量当量率の計測による未臨界への
移行の成否判断

25分 約25分 建屋内の移動及び線量当量率の測定時間として25分を想定

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）確認

３分 約３分 類似の訓練実績を参考に約３分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

臨界検知用放射線検出器の警報の
発報の確認による臨界事故の拡大
防止対策の作業の着手判断及び実
施判断

１分 約１分
警報の発報を認識し，臨界事故の発生を認識するまでの時間とし
て１分を想定

液体状の核燃料物質の移送停止 １分 約１分 訓練実績（中央制御室）

臨界事故が発生したセル周辺の線
量当量率の計測による未臨界への
移行の成否判断

25分 約25分 建屋内の移動及び線量当量率の測定時間として25分を想定

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）確認

３分 約３分 類似の訓練実績を参考に約３分と想定
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補 1.1-3-2 
 

あり，容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

 

２．可溶性中性子吸収材の手動供給及び可溶性中性子吸収材緊急供給 

系からの可溶性中性子吸収材の供給 

(１)所要時間 

 ａ．前処理建屋 

 

 ｂ．精製建屋 

 
 

ｃ．操作の成立性 

   作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着用又は 

携行して作業を行う。 

   移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

   操作性 ：可溶性中性子吸収材緊急供給系の操作は，中央制御 

室の安全系監視制御盤のスイッチの操作であり，容 

易に操作可能である。 

可溶性中性子吸収材の手動供給は可搬型可溶性中性 

子吸収材供給器の操作であり，容易に操作可能であ 

る。 

また，可搬型建屋内ホースの接続は，カプラ接続で 

あり容易に操作可能である。 

   連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可溶性中性子吸収材緊急供給系か
らの可溶性中性子吸収材の供給
（溶解槽）

５分 約３分 使用前検査成績書より

可搬型可溶性中性子吸収材供給器
による可溶性中性子吸収材の手動
供給

15分 約９分 訓練実績（現場）

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

可搬型可溶性中性子吸収材供給器
による可溶性中性子吸収材の手動
供給

15分 約10分 訓練実績（現場）
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３．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

(１)所要時間

ａ．前処理建屋

ｂ．精製建屋 

ｃ．操作の成立性 

 作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ適切な防護具（酸 

素呼吸器，汚染防護衣，個人線量計等）を着用又は 

携行して作業を行う。 

 移動経路：中央制御室及び建屋内の照明は点灯した状態，且つ 

線量上昇の有無等の対処の阻害要因を把握し，その 

状況に応じて，適切なアクセスルートの選定を行う 

ため，アクセスルートに支障はない。 

  操作性 ：臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系からの空気

供給は通常の弁操作であり，容易に操作可能である。

また，可搬型建屋内ホースの接続は，コネクタ接続で

あり容易に操作可能である。 

 連絡手段：所内携帯電話により連絡が可能である。 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

一般圧縮空気系からの空気供給準備 20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

一般圧縮空気系からの空気供給

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

計器監視（貯槽掃気圧縮空気流量）

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

一般圧縮空気系からの空気供給準備 20分 約20分 類似の訓練実績を参考に約20分と想定

一般圧縮空気系からの空気供給

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

計器監視（貯槽掃気圧縮空気流量）

事象発生40分
後から廃ガス
貯留槽への導
出完了まで

－

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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４．廃ガス貯留設備による放射線物質の貯留 

(１)所要時間

ａ．前処理建屋

ｂ．精製建屋 

ｃ．操作の成立性 

 操作性 ：廃ガス貯留槽への導出には操作は要しない。導出完了

後の廃ガス処理設備からの換気再開については，中

央制御室の安全系監視制御盤及び監視制御盤のスイ

ッチの操作であり，容易に操作可能である。 

以上 

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

廃ガス貯留設備の圧力計，放射線モニタ及
び流量計並びに溶解槽圧力計監視

事象発生から
放出経路構築

まで
－

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁
の操作及び排風機の起動

３分 約１分 訓練実績（中央制御室）

廃ガス貯留設備の隔離弁の操作及び空気圧
縮機の停止

５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。

作業内容
想定作業
時間※

実績等※ 備考

廃ガス貯留設備の圧力計，放射線モニタ及
び流量計並びに廃ガス洗浄塔入口圧力計監
視

事象発生から
放出経路構築

まで
－

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の
隔離弁の操作及び排風機の起動

３分 約１分 訓練実績（中央制御室）

廃ガス貯留設備の隔離弁の操作及び空気圧
縮機の停止

５分 約５分 類似の訓練実績を参考に約５分と想定

※対策作業に必要となる時間であり、作業場所への移動時間及び要員の装備の着装時間を含まない。
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重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行

して実施した場合の悪影響の防止について
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補 1.1-4-1 

重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した場合の 

悪影響の防止について 

１．はじめに 

臨界事故への対処においては，重大事故等対処設備を用いた対策に加え，自

主対策設備を用いた対策を並行して実施する場合がある。 

 本書では，これらの自主対策が重大事故等対策に影響を及ぼさないことを示

す。 

２．重大事故等対策と自主対策の整理 

 臨界事故への対処のうち，自主対策設備を用いた対策と，重大事故等対処設

備を用いた対策を表－１に整理する。 

 表－１において，可溶性中性子吸収材の手動供給については，臨界事故検知

後，判断を要せずに実施する。 

表－１ 重大事故等対策設備と自主対策設備の整理 

項目 重大事故等対処設

備を用いた対策 

自主対策設備を用

いた対策 

実施時期 

未臨界に移行し，

及び未臨界を維持

するための対応 

可溶性中性子吸収

材の自動供給 

可溶性中性子吸収

材の手動供給 

臨界事故検知後，

判断を要せずに実

施（並行） 

臨界事故により発

生する放射線分解

水素の掃気への対

応 

一般圧縮空気系か

らの空気の供給 
－ － 

廃ガス貯留設備に

よる放射性物質の

貯留 

廃ガス貯留槽への

放射性物質の導出 － － 
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３．悪影響を及ぼさないことの評価内容 

３．１ 可溶性中性子吸収材の手動供給 

（１）要員への悪影響防止

臨界事故は，動的機器の多重故障又は運転員等の誤操作に起因して発生する

ものであり，同時に複数の機器で臨界事故が発生することはない。 

そのため，臨界事故の拡大防止対策として実施する可溶性中性子吸収材の自

動供給，臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気及び廃ガス貯留設備に

よる放射性物質の貯留に必要な要員は10人（実施責任者を含む）にとどまり，

実施組織要員としては十分に余裕がある状態である。 

それに対し，可溶性中性子吸収材の手動供給の操作は，実施責任者１人，建屋

対策班長１人及び建屋対策班の班員２人の合計４人で実施するものであり，重大

事故等対処設備を用いた対策に悪影響を与えない。 

（２）設備への悪影響防止

可溶性中性子吸収材の手動供給に用いる配管と，重大事故等対処設備を用いた対

策に用いる配管の関係を表－２に示す。 

表－２より，可溶性中性子吸収材の手動供給に用いる配管は，重大事故等対処設

備を用いた対策に用いる配管と異なる配管であるが，精製建屋の第７一時貯留処理

槽においては，同一の配管となっている。 

しかし，当該配管は，重大事故等対処設備を用いた対策においては臨界事故の検

知後10分間において，可溶性中性子吸収材が流入する経路であり，可溶性中性子吸

収材の手動供給における供給タイミングとは異なることから，重大事故等対処設

備を用いた対策に悪影響を与えない。 
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表－２ 自主対策設備と重大事故等対処設備の関係 

建

屋 

臨界事故の発

生を想定する

機器 

可溶性中性子吸収材の自動

供給（重大事故等対処設備）

の配管 

一般圧縮空気系からの空気

の供給（重大事故等対処設

備）の配管 

可溶性中性子吸収材の手動

供給（自主対策設備）の配管 

評価 

配管分類※ 供給タイミ

ング

配管分類※ 供給タイミ

ング

配管分類※ 供給タイミ

ング

前

処

理

建

屋 

溶解槽 DF-1 臨界事故検

知後10分以

内 

DF-2 

又はLT 

臨界事故検

知後 40 分か

ら開始し，廃

ガス貯留槽

への導出完

了まで

VM 臨界事故検

知後20分か

ら開始し， 

35分まで 

配管の干渉

なし 

エンドピース

酸洗浄槽 

DM DF-1 

又はLT 

VM 配管の干渉

なし 

ハル洗浄槽 DM-1 DF-1 

又はSA 

DM-2 配管の干渉

なし 

精

製

建

屋 

第５一時貯留

処理槽 

DF DF 

又はLT 

AS 配管の干渉

なし 

第７一時貯留

処理槽 

DF LT 

又はAS 

DF 同一配管を

用いるが，供

給タイミン

グが異なる 

※凡例（記号の後ろの数字は、同一分類の異なる配管を示す）

DF：試薬等を供給するための配管 VM：真空設備に付属する配管 DM：純水を供給するための配管 

LT：計測制御設備の配管 SA：圧縮空気供給設備の配管 AS：蒸気供給設備の配管 

8
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常設重大事故等対処設備と関連設備の整理
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常設重大事故等対処設備と関連設備の整理 

第１表 緊急停止系（溶解槽） 

設備区分 設備名 

主要設備 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

関 連

設備 

付属設備 緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）【常設】 

水源 － 

流路 － 

注入先 － 

空気源 － 

電源設備 受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】 

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・前処理建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・前処理建屋の直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

計装設備 制御室 

・安全系監視制御盤（前処理建屋用）【常設】
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第２表 緊急停止系（溶解槽以外） 

設備区分 設備名 

主要設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

関 連

設備 

付属設備 緊急停止系（溶解槽以外）【常設】 

水源 － 

流路 － 

注入先 － 

空気源 － 

電源設備 前処理建屋に係るもの： 

受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】 

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

直流電源設備 

・ユーティリティ建屋の直流電源設備【常設】

・前処理建屋の直流電源設備【常設】

・制御建屋の直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・前処理建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

精製建屋に係るもの： 

受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・精製建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】
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・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】 

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・精製建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・精製建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・ユーティリティ建屋の直流電源設備【常設】

・制御建屋の直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・精製建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

計装設備 制御室 

・監視制御盤（前処理建屋用）【常設】

・監視制御盤（精製建屋用）【常設】
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第３表 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

設備区分 設備名 

主要設備 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系【常設】 

関 連

設備 

付属設備 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽【常設】 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁【常設】 

水源 － 

流路 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁【常設】 

注入先 溶解槽【常設】 

空気源 圧縮空気設備 

・安全圧縮空気系【常設】

電源設備 受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・前処理建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

計装設備 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 

・臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）【常設】

制御室 

・安全系監視制御盤【常設】
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第４表 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

設備区分 設備名 

主要設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系【常設】 

関 連

設備 

付属設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽【常設】 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁【常設】 

水源 － 

流路 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁【常設】 

注入先 エンドピース酸洗浄槽【常設】

ハル洗浄槽【常設】

第５一時貯留処理槽【常設】 

第７一時貯留処理槽【常設】 

空気源 圧縮空気設備 

・一般圧縮空気系【常設】

・安全圧縮空気系【常設】

電源設備 前処理建屋に係るもの： 

受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・前処理建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】
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・制御建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

精製建屋に係るもの： 

受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・精製建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・精製建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・ユーティリティ建屋の直流電源設備【常設】

・制御建屋の直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・精製建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

計装設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）【常

設】

・臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）【常設】

・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）【常設】 

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）【常設】 

制御室 

・監視制御盤（前処理建屋用）【常設】

・監視制御盤（精製建屋用）【常設】
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第５表 廃ガス貯留設備（前処理建屋） 

設備区分 設備名 

主要設備 廃ガス貯留設備 

関 連

設備 

付属設備 廃ガス貯留設備の空気圧縮機【常設】 

廃ガス貯留設備の逆止弁【常設】 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽【常設】 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

・凝縮器【常設】

・高性能粒子フィルタ【常設】

・排風機【常設】

・隔離弁 【常設】

水源 冷却水設備の一般冷却水系【常設】 

流路 廃ガス貯留設備の隔離弁，配管・弁【常設】 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備主配管・弁【常設】 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備主配管【常設】 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系主配管【常設】 

注入先 － 

空気源 圧縮空気設備 

・一般圧縮空気系【常設】

・安全圧縮空気系【常設】

電気設備 前処理建屋に係るもの： 

受電開閉設備 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】 

・前処理建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・前処理建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】
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・前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・ユーティリティ建屋の直流電源設備【常設】

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・前処理建屋の直流電源設備【常設】

・制御建屋の直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

・前処理建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

計装設備 廃ガス貯留設備の圧力計【常設】 

廃ガス貯留設備の流量計【常設】 

廃ガス貯留設備の放射線モニタ【常設】 

・制御回路【常設】

制御室 

・安全系監視制御盤【常設】

・監視制御盤【常設】
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第６表 廃ガス貯留設備（精製建屋） 

設備区分 設備名 

主要設備 廃ガス貯留設備 

関連 

設備 

付属設備 廃ガス貯留設備の空気圧縮機【常設】 

廃ガス貯留設備の逆止弁【常設】 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽【常設】 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ

系） 

・凝縮器【常設】

・高性能粒子フィルタ【常設】

・排風機【常設】

・隔離弁【常設】

水源 冷却水設備の一般冷却水系【常設】 

流路 廃ガス貯留設備の隔離弁，配管・弁【常設】 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

（プルトニウム系）主配管・弁【常設】 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備

主配管【常設】 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系主配管【常設】 

注入先 － 

空気源 圧縮空気設備 

・一般圧縮空気系【常設】

・安全圧縮空気系【常設】

電気設備 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】 

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・精製建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】
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・精製建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

直流電源設備 

・精製建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・ユーティリティ建屋の直流電源設備【常設】

・制御建屋の直流電源設備【常設】

計測制御用交流電源設備 

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備【常設】

・制御建屋の計測制御用交流電源設備【常設】

計装設備 廃ガス貯留設備の圧力計【常設】 

廃ガス貯留設備の流量計【常設】 

廃ガス貯留設備の放射線モニタ【常設】 

制御回路【常設】 

制御室 

・安全系監視制御盤【常設】

・監視制御盤【常設】
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第７表 主排気筒 

設備区分 設備名 

主要設備 主排気筒【常設】 

建屋排気系【常設】 

関連 

設備 

付属設備 主排気筒【常設】 

水源 － 

流路 ダクト【常設】 

ダンパ【常設】 

注入先 － 

空気源 － 

電気設備 － 

計装設備 － 
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第８表 臨界事故時水素掃気系 

設備区分 設備名 

主要設備 臨界事故時水素掃気系 

関連 

設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 前処理建屋に係るもの： 

機器圧縮空気供給配管・弁（溶解設備）【常設】 

機器圧縮空気供給配管・弁（計測制御系）【常設】 

可搬型建屋内ホース【可搬】 

精製建屋に係るもの： 

機器圧縮空気供給配管・弁（精製建屋一時貯留処理設備）

【常設】 

機器圧縮空気供給配管・弁（計測制御系）【常設】 

可搬型建屋内ホース【可搬】 

注入先 溶解槽【常設】 

エンドピース酸洗浄槽【常設】

ハル洗浄槽【常設】

第５一時貯留処理槽【常設】 

第７一時貯留処理槽【常設】 

空気源 圧縮空気設備 

・一般圧縮空気系【常設】

・安全圧縮空気系【常設】

電気設備 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備【常設】

・受電変圧器【常設】

所内高圧系統 

・非常用電源建屋の 6.9kＶ非常用主母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用主母線【常設】 

・ユーティリティ建屋の 6.9kＶ運転予備用母線【常設】

・前処理建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

・制御建屋の 6.9kＶ非常用母線【常設】

所内低圧系統 

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

・ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予備用母線【常設】

・前処理建屋の 460Ｖ非常用母線【常設】

843



直流電源設備 

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・制御建屋の第２非常用直流電源設備【常設】

・ユーティリティ建屋の直流電源設備

計測制御用交流電源設備 

・ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備

計装設備 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計【常設】 
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